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【補 注】 

 

本文中、以下の用語については下記の趣旨で使用している。 

 

■「ＰＦＩ」と「ＰＦＩ事業」 

 … 法制度や事業の枠組み等広くＰＦＩ全体を指す場合に「ＰＦＩ」という呼称を用い、事業の実態など

現に実施されている事業の側面に重点を置いて表現する場合は、「ＰＦＩ事業」という呼称を用いる。 

■「公共」 

 … 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第２条第３項で規定されている

「公共施設等の管理者等」のことを一般的に指して用いる。地方公共団体の長など、公共施設等におい

てＰＦＩを導入する場合に発注者となりうる者を想定している。 

■「民間」、「民間事業者」、「ＰＦＩ事業者」 

 … 広くＰＦＩ制度全体との関係を意識して、前記「公共」の概念と対比させて表現する場合に「民間」

という呼称を用い、そのなかでも特に事業の実施を目的として存立する法人等としての側面に重点を置

いて表現する場合に「民間事業者」という呼称を用いる。 

また、具体的な「ＰＦＩ事業」を想定したときの当該事業の実施者としての側面に重点を置いて表現

する場合に「ＰＦＩ事業者」という呼称を用いる。 

■「直営」 

 … 従来、公共施設等の整備及び維持管理・運営に関する事業で一般的に用いられてきた手法で、公共が

直接事業を実施する手法のことを表現する場合に、民間事業者が工事や維持管理業務を発注する「ＰＦ

Ｉ」と対比させて用いる。 
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はじめに 

 

平成11年９月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以下、

「ＰＦＩ法」）が施行されて以来、内閣府の集計によれば、平成22年12月末時点では全国で375

件のＰＦＩ事業の実施方針が公表されたとされている。 

また、国においては、平成22年６月に閣議決定された新成長戦略において、2020年までの11年

間で少なくとも約10兆円以上のＰＦＩ事業規模の拡大を目指すことが盛り込まれるとともに、平

成23年11月に改正ＰＦＩ法が全面的に施行され、公共施設等運営権制度など新たな制度も創設さ

れた。こうしたことなどを受け、ＰＦＩの今後の動向には諸方面から注目が集まっているといえ

る。 

本県においては、バブル崩壊後の長引く景気低迷の影響を受け、県税収入の大幅な減収が続い

た非常に厳しい財政状況のなかで、平成９年の「行政システム改革推進本部取組方針」で掲げた

県債の新規発行の抑制目標「10年以内に県債の新規発行額を税収等県が自ら確保できる財源の１

割以内に抑制する」に基づいて起債の抑制に努めてきた。 

また、行政改革の視点からは、平成13年３月に「民間活力導入指針」を策定し、民間活力の積

極的な導入を図ることとした。 

こうした取組みと併せて、県有施設の整備にあたっては、財政運営及び行政改革に資するため、

平成12年９月に「神奈川県におけるＰＦＩの活用指針」（以下、「旧活用指針」）を策定し、平

成15年に供用開始された保健福祉大学をはじめ６つの施設についてＰＦＩを導入するなど、民間

の資金及びノウハウを活用するＰＦＩを積極的に推進してきた。 

しかし、旧活用指針の策定から現在までの間に、指定管理者制度や官民競争入札制度（市場化

テスト）が創設されるなど、ＰＦＩ以外の新たな公共と民間の連携による仕組みとしての公民連

携手法（ＰＰＰ）の多様化が進んでいる。こうした状況のなか、ＰＦＩも多様な公民連携手法の

一つとして整理され、公共施設の整備・維持運営等に関する事業手法の選択にあたっては、ＰＦ

Ｉ以外の公民連携手法も含めた幅広い選択肢のなかから、最適な事業手法を選択していくべき時

期にきている。 

また、県有施設については、厳しい財政状況の下でより一層効率的な施設運営と効果的な利活

用が求められていることを受け、平成23年３月に「県有地・県有施設の財産経営戦略」（神奈川

県ファシリティマネジメント推進方針）を策定し、持続可能な財産経営の実現に向け、県有地・

県有施設の利活用と効率的な維持管理を総合的・戦略的に推進することとした。そのなかで、「民

間活力を活用した施設整備」を重点目標に据え、民間の資金・ノウハウを活用した施設整備等を

推進するため、ＰＦＩの更なる充実を図ることを掲げている。 

そうした状況にあって、旧指針の策定から10年が経過した現状を捉える必要があることから、

平成23年度に県有施設の整備に係るＰＦＩ検証委員会（以下、「ＰＦＩ検証委員会」）において

ＰＦＩを導入した効果等に係る検証を実施し、一定の効果を確認するとともに、今後ＰＦＩを活

用していく上での課題等について認識した。 

 

以上の経緯を踏まえ、今般、旧活用指針について、ＰＦＩ法の改正などＰＦＩを取り巻く状況

の変化に応じた所要の見直しを行うとともに、本県の総合計画を着実に推進しつつ、県有施設に

係る公共サービスをこれまで以上に効率的かつ効果的に提供することをもって本県の財政運営及

び行政改革に資するため、また、併せて「県有地・県有施設の財産経営戦略」に基づく取り組み

を積極的に進めるため、全庁的に共通したガイドラインとしての「神奈川県におけるＰＦＩの活

用指針」を改訂した。 
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Ⅰ ＰＦＩについて 

 

１ ＰＦＩとは 

 

 ○ ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、製造、改修、維持管理

若しくは運営又はこれらに関する企画（以下、「公共施設等の整備等」）の全部又は一部に、

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、効率的かつ効果的に事業を実

施する手法である。 

○ 本指針においては、ＰＦＩ法（以下、「法」）に基づいて実施される手法のことを指す。 

○ なお、公共施設等の整備等に関する事業にＰＦＩを導入するためには、法第５条第３項の

規定に基づき実施方針を公表した上で、当該事業が法第２条第２項に規定する「特定事業」

に該当すると認める行為（「特定事業の選定」、法第６条関係）が必要となる。 

 

【参考】『ＰＦＩ法』 

（定義） 

第二条 

…（中略）… 

２ この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公共施設等の建設、製造、改修、維持管

理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）に

関する事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。）であって、民間

の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。 

…（中略）… 

（特定事業の選定） 

第六条 公共施設等の管理者等は、第五条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定に

より実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める

特定事業を選定することができる。 

 

○ また、法に基づき政府が定めた「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事

業の実施に関する基本方針」（以下、「基本方針」）において、特定事業の選定にあたって

は、ＰＦＩ導入により、公共施設等の整備等が効率的かつ効果的に実施できることを基準と

する旨が定められている。 

 

【参考】『基本方針』 

「一３ 特定事業の選定及び公表」 

(1) 特定事業の選定に当たっては、ＰＦＩ事業として実施することにより、公共施設等の整備等が効率

的かつ効果的に実施できることを基準とすること。 

 

○ したがって、効率的かつ効果的な事業の実施が可能であると見込める場合に、法第６条に

基づく特定事業の選定を行うことで、ＰＦＩ事業として実施することができる。 

 

(1) 公共性の確保 

  ○ ＰＦＩは、公民の適切な役割分担を前提とした上で、民間事業者に委ねる業務については、

行政サービスの公平性や事業の継続性を確保するため、公民それぞれの遵守事項等を「契約」

によって約定することにより、公共性の確保を実現する。 
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(2) 民間の創意工夫の活用 

○ ＰＦＩ活用にあたっては、民間事業者が有する資金調達能力、技術力、経営上のノウハウ

及び創意工夫を最大限に活用できるように配意するものとする。そのためには、公民の適切

な役割分担に基づいて民間事業者に委ねる事業範囲や事業期間等の枠組みを最適に決定する

とともに、求める公共サービスの質や量について、可能な限り詳細な業務仕様を定めず、必

要な性能のみを示す性能発注により調達する必要がある。 

 

 (3) ＶＦＭの検証 

○ ＰＦＩ事業として実施するためには、効率的かつ効果的に実施できると見込める必要があ

り、その評価基準については、基本方針及び「ＶＦＭに関するガイドライン」を踏まえ、Ｖ

ＦＭ※の評価を基本とする。 

 

※ ＶＦＭ 

「ＶＦＭ」（Value For Money）とは、一般に、「支払に対して最も価値の高いサービスを供給する」

という考え方のこと。同一の目的を有する２つの事業を比較する場合、支払に対して価値の高いサービ

スを供給する方を他に対し「ＶＦＭがある（達成される）」といい、残りの一方を他に対し「ＶＦＭが

ない（達成されない）」という。 

 

【参考】『基本方針』 

一３ 特定事業の選定及び公表 

国等は、実施方針の策定後、当該事業の実施可能性等を勘案した上で、これを特定事業として実施す

ることが適切であると判断したときは、法第６条に基づく特定事業として選定することとする。 

…（中略）… 

(1) 特定事業の選定に当たっては、ＰＦＩ事業として実施することにより、公共施設等の整備等が効率

的かつ効果的に実施できることを基準とすること。これを具体的に評価するに当たっては、民間事業者

に委ねることにより、公共サービスが同一の水準にある場合において事業期間全体を通じた公的財政負

担の縮減を期待することができること又は公的財政負担が同一の水準にある場合においても公共サービ

スの水準の向上を期待することができること等を選定の基準とすること。 

(2) 公的財政負担の見込額の算定に当たっては、財政上の支援に係る支出、民間事業者からの税収その

他の収入等が現実に見込まれる場合においてこれらを調整する等適切な調整を行って、将来の費用（費

用の変動に係るリスクをできる限り合理的な方法で勘案したものとする。）と見込まれる公的財政負担

の総額を算出の上、これを現在価値に換算することにより評価すること。 

(3) 公共サービスの水準の評価は、できる限り定量的に行うことが望ましいが、公共サービスの水準の

うち定量化が困難なものを評価する場合においては、客観性を確保した上で定性的な評価を行うこと。 

 

【参考】『ＶＦＭに関するガイドライン』（H20年７月15日改定、内閣府） 

１ ＶＦＭとは 

…（中略）… 

(2) 公共施設等の整備等に関する事業をＰＦＩ事業として実施するかどうかについては、ＰＦＩ事業と

して実施することにより、当該事業が効率的かつ効果的に実施できることを基準としている。ＰＦＩ事

業として実施することが公共部門が自ら実施する場合（下記二１参照）に比べてＶＦＭがある場合、効

率的かつ効果的に実施できるという当該基準を満たす。したがって、ＰＦＩ事業としての実施を検討す

るに当たっては、ＶＦＭの有無を評価することが基本となる。 

(3) 基本方針においては、特定事業の選定の基準として同方針一３(1)、(2)及び(3)に評価基準を定めて

いるが、これは上記のＶＦＭの評価と同じ趣旨である。ＶＦＭを評価する要素としては、上記(1)のと

おり、「支払」と「サービスの価値」の２つがあるが、基本方針においては、「支払」は、事業期間全

体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値であり、「サービスの価値」は、公共施設等の整備等によ

って得られる公共サービスの水準である。 
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ア ＶＦＭ評価の考え方 

○ 「ＶＦＭに関するガイドライン」を踏まえると、ＶＦＭの評価は次の方法により行うこ

とができる。 

(ｱ)  公共が直接事業を実施する場合の公共サービス水準と、ＰＦＩ事業として実施する

場合の公共サービス水準とが同一水準である場合 

→「公共が自ら事業を実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現

在価値」（ＰＳＣ※）と、「ＰＦＩ事業として実施する場合の事業期間全体を通じた

公的財政負担の見込額の現在価値」（ＰＦＩのＬＣＣ※）を比較 

（ＰＦＩ導入により公的財政負担額が低下すれば、ＶＦＭが達成されたこととなる。） 

 

                                    

 

(ｲ)  公共が直接事業を実施する場合の公共サービス水準と、ＰＦＩ事業として実施する

場合の公共サービス水準とが同一水準でない場合 

→ＰＳＣとＰＦＩのＬＣＣが同一水準であっても、ＰＦＩ事業において公共サービス水

準の向上が期待できることの確認 

（ＰＦＩ導入により公共サービス水準が向上すれば、ＶＦＭが達成されたこととなる。） 

 

 

 

  →または、ＰＦＩのＬＣＣがＰＳＣを上回っても、その差を上回る公共サービス水準の

向上がＰＦＩ事業で期待できることの確認（サービス水準向上の金銭価値化が必要） 

 

※ ＰＳＣ 

  Public Sector Comparator の略。公共が直営により事業を実施した場合における事業期間全体を通

じた公的財政負担額の推計値のことで、割引率※を用いた現在価値※で表す。後述する「ＰＦＩのＬ

ＣＣ」と同様に、ＬＣＣ（Life Cycle Cost：ライフサイクルコスト。企画段階、建設段階、維持管理・

運営段階等の事業期間全体を通じて必要な費用の総計のこと。）で表す。 

※ ＰＦＩのＬＣＣ 

ＰＦＩ事業として実施した場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の推計値のことで、ＰＳＣと

同様にＬＣＣを現在価値で表す。 

※ 割引率 

現在価値を算出する際に用いる利率のこと。割引率については、リスクフリーレート（無リスクで

運用できる金融商品の利回り）を用いることが適当である。例えば、長期国債利回りの過去の平均や

長期的見通し等を用いる方法がある。なお、リスクフリーレートを用いる前提として、リスクの定量

化においてリスクの調整が適正に行われていることが必要である。 

※ 現在価値 

複数年にわたる事業の経済的価値を図るために、将来価値を一定の割引率で置きかえたもの。 

 【現在価値化の計算式】 

  ｔ年における価格Ｖｔの現在価値＝Ｖｔ×Ｒｔ 

 Ｒｔ＝１／（１＋ｒ）（ｔ－基準年）  Ｒｔ：現在価値化係数  ｒ：割引率  

 

  イ ＶＦＭの仕組み 

   ○ ＰＦＩ事業では、直営では発生しなかった民間事業者に係る税金の負担や、民間事業者

が資金調達することによる支払利息の増加が見込まれる。 

○ 一方で、設計、施工、維持管理又は運営を一括して発注する一括発注や性能発注により

民間の創意工夫等が発揮される結果、施設整備費の元金や維持管理・運営費のコスト縮減

〔公共サービス水準が同一の場合〕ＰＳＣ＞ＰＦＩのＬＣＣ ＶＦＭの達成 

〔ＰＳＣ＝ＰＦＩのＬＣＣの場合〕ＰＦＩによるサービス水準の向上 ＶＦＭの達成 
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が期待できる。 

○ また、直営の場合に公共が負担していたリスクの一部を民間に移転することによって、

適切かつ効率的なリスク管理が可能となることからも、コスト縮減が期待できる。 

○ ＶＦＭが達成される仕組みは、以上のようなものであると考えられており、概念図で示

すと次のとおりとなる。 

   【ＶＦＭの概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ ＶＦＭの活用 

   ○ 「ア ＶＦＭ評価の考え方」に基づくＶＦＭの評価は、公共施設等の整備等に関する事

業について、リース方式などＰＦＩ以外の多様な公民連携手法を導入する場合に、効率的

かつ効果的な事業として実施できるかどうかを検討する際にも、有効に活用できると考え

られる。 

 

(4) リスク分担 

  ○ 公共施設等の整備等にあたっては、事故、施設に係る需要の変動、物価や金利の変動、及

び天災などあらかじめ正確には予測できない様々な事態により損失等が発生するおそれ（リ

スク）が考えられる。 

○ ＰＦＩ事業においては、こうした想定されるリスクをできる限り明確化した上で、「より

適切にリスクを管理できる者が当該リスクを負担する」との考え方に基づいてリスクの分担

方法を定めることにより、リスクが顕在化した場合の損失等を最小化することを原則とする。 

○ このため、公民の明確かつ適切なリスク分担を図る上では、想定されるリスク及びそれが

顕在化した場合の責任分担等を契約等によって約定しておく必要がある。 

 

(5) 収益性の確保 

○ 民間事業者がＰＦＩ事業に参入する際のインセンティブは、リスクに見合った収益である

ことから、ＰＦＩ事業として実施されるためには、民間事業者の収益の機会が確保される事

業の枠組みの構築が必要となる。 

○ その際、民間事業者の経営能力に対する収益が妥当なものとなるよう、ＰＦＩ事業者が、

公平なる競争の下で選定されることが必要である。 

 

 

 

ＰＦＩのＬＣＣ
（ＰＦＩ事業として実施）

ＰＳＣ
（公共が直接実施）

公共負担リスク

支払利息

維持管理・運営費

施設整備費
（設計費含む）

利益・配当・税金

支払利息

施設整備費
（設計費含む）

＋
維持管理・運営費

公共負担リスク

ＶＦＭ
公
的
財
政
負
担
の
見
込
額
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２ ＰＦＩの仕組みと特徴 

 

(1) ＰＦＩ事業の対象施設 

○ ＰＦＩ事業の対象となる「公共施設等」は、法により定められている。 

 

【参考】法第２条第１項各号に規定されている「公共施設等」 

 

対象分野 対象施設 

公共施設 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等 

公用施設 庁舎、宿舎等 

公益的施設 賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、

更生保護施設、駐車場、地下街等 

その他の施設 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物

処理施設を除く）、観光施設、研究施設 

輸送施設と人工衛星 船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星（これらの施設の運行に必要な施

設を含む） 

上記以外 上記に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの 
 

 

 (2) ＰＦＩ事業の仕組み 

  ○ ＰＦＩ事業では、事業の性質に応じて様々な枠組みが考えられる。資金調達を民間事業者

が行い、施設整備と併せて維持管理・運営業務を事業範囲に含める場合には、一般的に次

の図のような枠組みがとられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＳＰＣ 

  Special Purpose Company（特別目的会社）の略。事業目的などを限定した商法上の株式会社等のこ

と。ＰＦＩ事業では、プロジェクト・ファイナンスという資金調達手法が採用されることが多く、ＰＦ

Ｉ事業者として選定されたコンソーシアムが、ＰＦＩ事業の事業主体となるＳＰＣを設立する。 

※ コンソーシアム 

Consortium（企業連合、共同企業体等）とは、共通の目的を持って結成される企業の集合体のことで、

法人格を持たない。ＰＦＩ事業では複数の業務の提供を目的とした契約が締結されるため、民間事業者

の公募にあたって異業種の企業同士がコンソーシアムを組成して応募することが一般的。 

※ プロジェクト・ファイナンス 

Project Finance とは、事業（Project）から生み出される収益のみを借入金の返済原資に充当する

資金調達手法（Finance）のこと。担保は当該事業に関連する資産（契約上の権利含む）のみとするた

め、親会社が保証･担保提供等をすることはない。事業の収益性のみがファイナンスの担保となるため、

資金調達の条件はプロジェクトの事業性により、大きく左右される。 

これに対して、事業に出資する親会社が借入主体となり、返済原資が事業収益に限定されず親会社の

直接協定※

サービス対価の支払
モニタリング

ＰＦＩ事業契約
公
共
（

県
）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

契約

サービス
提供

出資

利用料金支払
(利用料金制の場合）

融資契約
(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ)※

金融機関 保険会社

ＰＦＩ事業者
（ＳＰＣ※）

住民・利用者

設計事務所
建設会社

管理運営会社

その他投資家

保険契約

設計・工事契約

維持管理・
運営契約サービス提供

コンソーシアム※
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資産も対象となる資金調達手法のことを、コーポレート・ファイナンスという。 

※ 直接協定 

  ＰＦＩ事業の実施が困難となった場合などにおいて、融資金融機関等が公共による契約の解除権行使

の留保を求め、事業への介入（Step-in）を可能とするための必要事項を規定した公共と融資金融機関

等との間で直接結ばれる協定（Direct Agreement）のこと。 

要求水準の未達や期限の利益の喪失等一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や、ＰＦＩ事業者の

発行する株式や保有する資産への担保権の設定に対する公共の承諾などについて規定される。 

 

(3) 事業範囲 

○ ＰＦＩ事業においては、公民の適切な役割分担の下で、民間の創意工夫を引き出すため、

可能な限り民間に事業を委ねることを基本とし、公共施設等の設計・施工・維持管理・運営

を一括して事業範囲とすることが求められる。 

○ 一方では、事業の目的や性質に応じた適切な事業範囲を設定することが必要となる。その

ため、例えば施設の基本的な要求性能を公共が決定することが強く望まれる場合には、基本

的な設計は公共が実施して確定させ、民間事業者には詳細な設計以降の各業務を提案させて

委ねる枠組みも考えられる。 

○ また、短期間における技術革新等によって費用対効果の著しい向上が見込まれる業務につ

いては、事業範囲から外すといった枠組みも考えられる。 

 

ア 設計の範囲 

○ ＰＦＩでは、施設整備における民間の創意工夫を引き出すため、性能発注の考え方に基

づき、民間事業者に設計を委ねることを基本とする。 

○ ただし、県が直接事業を実施した場合の概算費用や基本的な施設性能を想定するため、

あらかじめいわゆる調査設計※を実施することが必要である。 

 

※ ＰＦＩ事業における「調査設計」は、主に次の内容について行う。 

・施設用地に係る現況と法制上の規制等の把握（土地所有者、敷地面積、用途地域、地区計画など） 

・基本的な事業計画（基本的な施設の構造・配置、延床面積、施設性能及び施設運営に必要な設備・

機能など） 

・想定に基づいて県が直接事業を実施した場合の施設整備費の概算の把握 

県が既に設計を行っている場合は、ＶＥ(Value Engineering:バリュー・エンジニアリング）提案

※などを採用し、民間事業者の創意工夫の活用とコストの一層の削減に努めるものとする。（例：衛

生研究所特定事業、近代美術館特定事業） 

※ ＶＥ提案 

機能、性能等を低下させることなく、ライフサイクルコストを縮減し、建築物及び工作物の価値

を高め、提供するサービス水準の向上を図るための、原設計に対する改善案のこと 

 

イ 維持管理・運営の範囲 

○ 施設の維持管理・運営は、可能な限り民間事業者に委ねるものとするが、法律や国の基

準等により県が実施主体になることが定められているもの、サービスの効率性などから県

自らが実施主体となった方が良いものなどについては、県が直接運営等を行う。 

 

(4) 公共の関与 

  ○ ＰＦＩ事業では、民間事業者が創意工夫を十分に発揮できるように、事業の実施に当たっ

ては自主性を尊重し、公共の関与は必要最小限にとどめることとする。 

  ○ 一方で、ＰＦＩ事業は公共サービスの提供を行う事業であることから、県は、適切なサー

ビス水準が維持されているかをモニタリングにより確認する。 
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(5) 事業類型 

○ ＰＦＩ事業は、公共の関与の仕方及び投資資金の回収方法によって、一般的に次の３つの

類型に分類される。 

○ 事業類型の選定に当たっては、事業内容を勘案し最も効率的かつ効果的なサービスが提供

できる類型を選定する。 

 

  ア 独立採算型 

   ○ 公共からの事業許可に基づき、民間事業者が施設を整備し、事業を運営する。投資資金

は利用料金収入によって回収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ ジョイント・ベンチャー型 

   ○ 公共と民間事業者の双方が事業費を分担して施設整備を行う。施設の維持管理・運営は

民間事業者が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ サービス購入型 

   ○ 民間事業者が施設整備及び維持管理・運営を行い、公共はこれをサービスとして購入す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 事業方式 

○ ＰＦＩ事業の対象となる公共施設の所有権及び事業実施過程における主要な業務（建設・

改修、維持管理運営）に着目すると、一般的に次の事業方式に分類される。 

○ 各方式における施設整備に係る資金調達は、民間事業者が行うことが一般的であるが、施

設整備費に係る資金の一部または全部を公共が自ら調達する方式もありうることに留意する。 

 

 

 

 
・民間が公共施設等を整備、維持管理、運営 
・投資資金の回収原資は、施設利用者からの利用料金収入 
・公共の関与は計画策定、認可、法的手続きなどの実施に限定 
・民間事業者が負担する事業リスクはかなり高い 

利用料金の
支払

事業許可

公共 ＰＦＩ事業者 施設利用者

サービス提供

 

 

 

 
・民間が公共施設を整備、維持管理、運営 
・投資資金の回収原資は、施設利用者からの利用料金収入と、公共からの資金供給の双方 
・民間事業者が負担する事業リスクは比較的高い 

利用料金の
支払

補助金等

公共 ＰＦＩ事業者 施設利用者

サービス提供

 

 

 

 
・民間が公共施設等を整備、維持管理、運営 
・投資資金の回収原資は、公共から支払われるサービス対価 
・事業リスクは公共と民間事業者とで分担するため、比較的に事業リスクは低い 

サービス対価の
　　　支払い

公共 ＰＦＩ事業者 施設利用者

サービス提供
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 【ＰＦＩの事業方式】 

区分 事業方式 概 要 

新
築
型 

ＢＴＯ 

(Build Transfer 

 Operate) 

民間事業者が施設を建設（Build）した後、施設の所有権

を公共に移転（Transfer）した上で、民間事業者が自ら施設

の維持管理運営（Operate）を行う。 

ＢＯＴ 

(Build Operate 

 Transfer) 

 民間事業者が施設を建設（Build）した後、施設の所有権

を保有したまま、民間事業者が自ら施設の維持管理運営

（Operate）を行い、事業期間終了後に施設の所有権を公共

に移転（Transfer）する。 

ＢＯＯ 

(Build Own Operate) 

 民間事業者が施設を建設（Build）し、施設の所有権を保

有したまま（Own）、施設の維持管理運営（Operate）を行う。

事業終了時点における公共への施設の譲渡を想定しない。 

改
修
型 

ＲＯ 

(Rehabilitate Operate) 

 施設の所有権を公共に留保したまま、民間事業者が施設を

改修（Rehabilitate）した後、施設の維持管理運営（Operate）

を行う。 

 

運
営
権
型 

公共施設等運営権方式 

(いわゆるコンセッショ

ン) 

平成23年のＰＦＩ法改正により新たに創設された事業方式。 

施設の所有権を公共に留保したまま、民間事業者に公共施設

等運営権を設定することにより、施設の利用料金等を民間事

業者が収受しながら運営することができる。 

 

(7) 事業期間 

○ ＰＦＩ事業では、基本的に一括発注となるため、事業期間は長くなる。一般的に事業期間

が長くなればなるほど、施設整備費を割賦で支払う期間も長くなるため、ＰＦＩ活用効果の

一つである財政支出の平準化がより図られることとなる。しかし、その反面、割賦利息の負

担が大きくなるとともに、事業環境の変動に係るリスクが高くなる。 

○ また、事業期間が長い場合、民間事業者による資金調達が可能かどうか、耐用年数との関

係から設備等の更新が必要かどうか、大規模修繕が発生する場合に事業範囲に含める必要が

あるか等を詳細に検討する必要が生じる。 

○ 近年における全国のＰＦＩ事業では、15～20年程度を維持管理・運営期間とする事例が多

く、ＰＦＩが全国に広がった初期の時代には見られた30年程度の長期に及ぶ事例は、ほとん

ど見られなくなっている。 

 

(8) 発注方法 

○ ＰＦＩ事業では、一括発注及び性能発注が採用される。 

ア 一括発注 

○ 一般的に、直営による事業では、施設整備においては工事期間、工区、及び建築・設備

といった工種ごとに分割して、また維持管理・運営においては保守点検、清掃及び警備と

いった業務ごとに分割して発注する「分割発注」が採用されている。 

○ 一方、ＰＦＩ事業では、基本的に各業務を一括して発注する「一括発注」が採用される。 

イ 性能発注 

   ○ 一般的に、直営による事業では、施設の配置、構造、建築材料等及び業務に関する詳細

な要件等に係る仕様書を公共側が作成し、民間事業者に提示して発注する「仕様発注」が

採用されている。 

○ 一方、ＰＦＩ事業では、基本的に公共が詳細な仕様を規定するのではなく、必要な施設
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の性能要件や業務水準のみを提示して、その性能・水準を満たすための詳細な手段や設計

は問わずに、民間事業者の裁量の下で要求水準を満たす施設を整備させる「性能発注」が

採用される。 

 

(9) 事業者選定方法 

○ ＰＦＩ事業における事業者の選定方法は、原則として総合評価一般競争入札方式を用いる。 

○ 事業の規模によってはＷＴＯ政府調達協定※に該当する場合があることに留意する。 

 

【参考】『地方公共団体におけるＰＦＩ事業について』（平成12年３月29日自治画第67号自治事務次官通知、
平成17年10月３日最終改正） 
ＰＦＩ事業者の選定方法は、公募の方法等によることとされており、（ＰＦＩ法第７条第１項）、一般競

争入札によることが原則とされていること。 
 この場合において、ＰＦＩ契約においては、価格のみならず、維持管理又は運営の水準、ＰＦＩ事業者
とのリスク分担のあり方、技術的能力、企画に関する能力等を総合的に勘案する必要があることにかんが
み、総合評価一般競争入札（地方自治法施行令第167条の10の２）の活用を図ること。 

 

※ ＷＴＯ政府調達協定 

(1) ＷＴＯ政府調達協定とは 

○ 世界貿易機関（ＷＴＯ）の設立を定めた｢世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（ＷＴＯ協定）｣

の附属書４に含まれている政府調達に関する協定を「ＷＴＯ政府調達協定」といい、平成６年４月15

日にマラケシュで署名され、平成８年１月１日から適用されている。 

○ ＷＴＯ政府調達協定は、世界貿易の自由化及び拡大を図り、世界貿易を規律する国際的な枠組みを

改善することを目的に、協定締結国が、政府調達の効果的な多角的枠組みの必要性を認め、政府調達

に関して、国内業者の保護及び国内外の業者間の差別を行わず、手続き等を透明なものにするなど、

相互主義に基づきこの協定を拡充及び改善し並びに適用範囲を拡大して、この協定締結国の拡大を図

っていくことを目的としている。 

○ この協定は、国、都道府県等が行う一定額以上の全ての物品と建設工事や設計・コンサルティング

業務などの一定のサービスの調達について適用される。 

○ この協定に該当する調達に関しては、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令」(以下、「特例政令」)が適用され、応募企業者の事業所所在地要件の設定の禁止や最低制

限価格制度の利用の禁止及び随意契約の制限が課されている。 

 

(2) 政府調達協定の適用に関するＰＦＩ事業契約の留意点 

○ ＰＦＩ事業にあっては、公共施設等の設計、建設から維持管理及び運営を対象とするものであり、

政府調達協定との関わりとしては協定の対象となる役務と対象外の役務の双方を包含する混合的な契

約を締結することとなる。 

○ こうした混合的な契約においては、主目的である調達に着目し、全体を当該主目的に係る調達とし

て扱うこととされており、主目的が協定の対象である役務の調達契約である場合、当該契約の全体の

予定価格（主目的以外の役務に係る価額を含む。）が適用基準額を超える場合にこの協定の対象とさ

れることから、ＰＦＩ事業の実施に当たっては留意すること。 

○ 政府調達協定の適用対象となる事業に際しては、選定した事業者に対しても、協力企業や下請け企

業との契約方法や契約内容について、発注者としての県が条件付けを行うことは禁止されていること

に留意すること。 

【政府調達協定の適用対象基準額】（平成24年１月23日付け総務省告示第14号より） 

区 分 
基準額（都道府県・政令指定都市） 

平成24年４月1日～平成26年３月31日 

物品等の調達契約 2,500万円以上 

特定役務のうち建設工事の調達契約 19億4,000万円以上 

特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリン

グ・サービスその他の技術的サービスの調達契約 
１億9,000万円以上 

特定役務のうち上記以外のサービス 2,500万円以上 
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３ ＰＦＩ活用の効果 

 

○ 公共事業にＰＦＩを活用することにより、直営による事業と比較して、一般的に次のような

効果が期待できる。 

 

(1) 公共サービス水準の向上 

○ ＰＦＩ事業においては、公民の適切なリスク分担の下で、公共施設等の整備及び維持管理・

運営の全部または一部を性能発注の考え方に基づき一体的に民間に委ねることにより、民間

の技術力やノウハウ等を最大限に活用することが可能となるため、公共施設に関するサービ

ス水準の向上が期待できる。 

 

(2) 事業コストの削減 

○ ＰＦＩにより民間事業者の技術力やノウハウ等を最大限に活用すれば、公共サービス水準

の向上と併せて、効率的な事業の実施が可能となり、事業コストの削減が期待できる。 

○ 例えば、詳細な施設仕様や業務仕様を規定するのではなく、施設及び業務に関する必要な

性能・水準のみを示す性能発注方式をとることにより、民間事業者が提案する独創的な技術

やノウハウを採用できるようになる。また、民間事業者にとっては、自らの提案に基づき、

建築資材等を関連企業に一括して発注できるようになる。こうしたことから、より効率的な

施設整備または維持管理・運営が可能になる。 

 

(3) 財政支出の平準化 

○ 直営による事業においては、基本的に施設整備段階における財政支出（初期投資）が比較

的大きく発生する。起債や国庫支出金等を導入して資金を調達することで一定の負担軽減も

可能となるが、その場合でも、一般的には起債を充当しない部分や補助事業における県負担

分において、一般財源からの支出が必要となるため、一定規模の財政負担が発生する。 

○ ＰＦＩ事業では、事業の実施に要する資金を民間に調達させつつ、ＰＦＩ事業者に対して

公共が支払うサービスの対価は事業期間全体にわたって平準化した形で支払うことが可能と

なるため、初期投資を限りなく抑制することができる。 

○ このように、ＰＦＩを活用することにより、財政運営が厳しい状況にあっても、初期段階

における財政負担を極力抑えた施設整備を着実に行うことができ、必要不可欠な公共サービ

スの早期提供が可能となる。 

 

(4) 新たな事業機会の創出 

  ○ ＰＦＩ事業は、従来、一般的に公共が実施してきた事業を民間に新たな市場として開放す

ることにより、民間事業者の新たな事業機会が創出される。 

○ また、民間事業者の資金調達にプロジェクト・ファイナンスの手法が取り入れられる場合

は、新しいファイナンス・マーケットの創設が促され、金融機関の新たなファイナンス業務

が生じ、資金調達手法が多様化することとなる。 

○ このように、ＰＦＩの活用により、新規事業の創出を通じた経済の活性化が期待できる。 
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４ ＰＦＩ事業の基本的な流れ 

 

  ○ ＰＦＩ事業の実施にあたっての基本的な流れは、以下の図のとおりである。 

○ 各段階の手続き等の詳細については、「Ⅱ４ ＰＦＩ導入検討段階」以降で後述する。 

○ 図は、総合評価一般競争入札方式を想定した流れとなっており、手続期間は過去のＰＦＩ

事業事例を踏まえた概算の所要期間であくまで標準的なＰＦＩ事業の期間の目安である。維

持管理・運営の比重の高い案件、事業規模の大きい案件、独立採算型の案件などでは、さら

に期間を要することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　事業の発案、事業計画の検討

　実施方針の策定・公表

　契約の締結

　民間事業者の選定（落札者の決定）

　特定事業の選定・公表

　民間事業者の募集（入札公告）

　工事着手

　工事完了、施設の供用開始

　事業終了

・基本構想、基本計画等の策定
・ＰＦＩ導入可能性調査、調査設計の実施　等

Ｎ年目以前

Ｎ＋１年目

３～４ヶ月

Ｎ＋２年目

・実施方針等に係る質問回答、意見招請　等
・特定事業の選定に向けたＶＦＭの検証

・債務負担行為の設定　等
・入札に向けて入札説明書、落札者決定基準等を作成 ７～９ヶ月

６～８ヶ月

２～３ヶ月

11～16ヶ月

Ｎ＋３年目以降

・入札説明書等に係る質問回答、意見交換会
・入札、資格審査、提案審査　等

・審査結果、客観的評価の公表
・基本協定の締結、仮契約の締結、議会の議決　等

・融資金融機関との直接協定の締結
・民間事業者による設計　等

・施設の建設等
・事業の監視（モニタリング）　等

・維持管理・運営
・事業の監視（モニタリング）　等

Ⅹヶ月

契約上の維持管理・
運営期間
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５ ＰＦＩをめぐる状況 

 

○ 法が制定されてから10年以上が経過した現在では、当時と比較して、ＰＦＩをはじめとする

公民連携手法をめぐる状況が大きく様変わりしている。 

 

 (1) ＰＦＩ法等の改正 

  ○ 法は平成11年９月の施行以来、平成13年、17年、23年に大きな改正があり、ＰＦＩの推進

体制が強化されてきた。 

 【法改正の主な経緯】 

年度 主な改正事項 

平成13 ・行政財産の貸付制度の拡充（ＰＦＩ施設及びＰＦＩ以外の事業に供する民間収

益施設等との複合施設に係る土地の貸付けが可能） 

平成17 ・行政財産の貸付制度の拡充（ＰＦＩ事業者以外の民間事業者との合築建物に係

る土地の貸付けが可能） 

・事業者選定に係る評価方法の明確化（原則として価格やサービスの質などによ

り総合評価） 

・独立行政法人への法の適用を明記 等 

平成23 ・実施方針の策定に関する民間事業者からの提案に係る制度の創設 

・公共施設等運営権制度の創設 等 

 

  ○ 平成17年及び平成22年に地方税法が改正されたことにより、ＰＦＩ事業のうちＢＯＴ方式

に係る地方税（不動産取得税、固定資産税及び都市計画税）に時限付きの特例措置が設けら

れ、支援措置が拡充された。 

 

 (2) 公民連携手法の多様化 

○ 近年、公共と民間が連携して公共サービスの提供等を行う枠組みを指してＰＰＰ（Public 

Private Partnership：公民連携）と呼ぶことが増えている。ＰＰＰとは、ＰＦＩ、指定管

理者制度及び市場化テストを指すことが多いが、より幅広い見方をすれば、包括的民間委託、

地方独立行政法人制度、土地信託制度及び定期借地権を活用した公共施設の整備等も包含す

る非常に広範な概念と考えられている。 

○ 近年のＰＰＰに係る制度が発展してきた主な経緯として、まず、平成15年９月に地方自治

法が改正され、「公の施設」の管理運営に民間活力を活用する指定管理者制度が創設される

とともに、平成16年４月には地方独立行政法人法が施行され、一定の公共施設の設置及び管

理にあたって自立的かつ弾力的な業務運営により、業務の効率性やサービス水準の向上を図

ることが可能となった。 

○ また、平成18年７月には「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（「公共

サービス改革法」）が施行された。 

○ さらに近年では、公共工事の発注方法が多様化し、従来は分割して発注していた設計と施

工を一括して発注する「設計施工一括発注方式」により、これまで以上に民間の創意工夫・

ノウハウを引き出そうとする取組事例や、企画段階において民間からの提案を積極的に募集

して活用しようとする取組事例も現れてきている。 

○ 国においては、平成22年に閣議決定した「新成長戦略」において、ＰＦＩとＰＰＰを併記

して積極的な活用を図る旨を掲げている。 

  ○ このように、ＰＦＩが制度化された平成11年当時には活用されていなかった様々な公民連

携手法が、ＰＰＰとして新たな注目を浴びているなかで、ＰＰＰの一つであるＰＦＩを改め

て捉え直し、適切に活用していくことが重要となっている。 
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 (3) 県有地・県有施設の財産経営戦略の推進 

○ 県有施設については、厳しい財政状況の下でより一層効率的な施設運営と効果的な利活用

が求められていることを受け、平成23年３月に「県有地・県有施設の財産経営戦略」（神奈

川県ファシリティマネジメント推進方針）を策定し、持続可能な財産経営の実現に向け、県

有地・県有施設の利活用と効率的な維持管理を総合的・戦略的に推進することとした。 

○ そのなかで、「民間活力を活用した施設整備」を重点目標に据え、民間の資金・ノウハウ

を活用した施設整備等を推進するため、ＰＦＩの更なる充実を図ることを掲げている。 

 

 (4) ＰＦＩの課題等 

○ 全国的な動向として、近年新たなＰＦＩ事業の実施事例は減少傾向にある。特に、ＰＦＩ

事業において事業者が経営破綻した事例や、事業契約の解除に至った事例も現れてきており、

ＰＦＩをめぐる課題も認識されてきている。 

○ 本県においては、平成23年度にＰＦＩ検証委員会を設置し、ＰＦＩ手法を導入した効果等

に関する評価・検証を実施した。その結果は『県有施設の整備におけるＰＦＩ導入に係る効

果等に関する検証結果について』（以下、「ＰＦＩ検証委員会報告」）にまとめられている

が、事業環境の変化等への対応や、多様な公民連携手法のうちから最適な事業手法を選択す

ることなど、今後ＰＦＩを活用していくにあたっての課題が示された。 
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【参考】神奈川県のＰＦＩ事業 

○ 本県においては、平成24年度末現在で次表のとおり、６つのＰＦＩ事業を実施している。 

○ また、地方独立行政法人として実施しているＰＦＩ事業が１事業ある。 

 

  【神奈川県が実施している６つのＰＦＩ事業の概要】 

特定事業名称 
〔主な施設名称〕 

導入時期 事業範囲 事業期間 

保健福祉大学 
特定事業 
〔保健福祉大学〕 

・実施方針の公表、特定事業
の選定   平成12年１月 

・基本契約締結 
平成12年７月 

①設計 
②建設 
③維持管理（修繕を含む） 

平成12年７月 
～平成45年３月 
〔維持管理期間〕 

30年２ヶ月 

衛生研究所 
特定事業 
〔衛生研究所〕 

・実施方針の公表 
      平成12年４月 
・特定事業の選定 
      平成12年６月 
・契約締結 平成13年３月 

①既存施設の解体・改修及び研
究棟の建設 

②研究棟の県への賃貸 
③維持管理 
④研究支援 

平成13年３月 
～平成45年３月 
〔維持管理期間〕30年 

近代美術館 
特定事業 
〔近代美術館〕 

・実施方針の公表 
      平成12年７月 
・特定事業の選定 
      平成12年９月 
・契約締結 平成13年７月 

①葉山館施設整備 
②葉山館の県への賃貸 
③維持管理 
④美術館支援業務 
（喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ、

駐車場管理運営を含む） 
⑤備品等整備 
⑥その他 

平成13年７月 
～平成45年３月 
〔維持管理期間〕30年 

海洋総合文化ゾーン
体験学習施設等 
特定事業 
〔海洋総合文化 
ｿﾞｰﾝ体験学習施
設等〕 

・実施方針の公表 
      平成13年２月 
・特定事業の選定 
      平成13年３月 
・契約締結 平成14年３月 

①水族館及び体験学習施設の設
計、建設、維持管理、運営 

②ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ及び海の動物園の取
得及び維持管理、運営 

③既存の水族館、ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ、海の
動物園の動物・標本類等の取
得 

平成14年３月 
～平成46年３月 
〔維持管理・運営期間〕 

   30年 

寒川浄水場排水処
理施設特定事業 
〔寒川浄水場排水
処理施設〕 

・実施方針の公表 
      平成14年８月 
・特定事業の選定 
      平成14年11月 
・契約締結 平成15年12月 

①新設施設の設計及び建設等 
②新設施設及び濃縮施設の維持
管理・運営（修繕及び機器更
新を含む） 

③脱水ケーキの再生利用 
④上澄水の返送 
 

平成15年12月 
～平成38年３月 
〔維持管理・運営期間〕 
       20年 

花と緑のふれあい 
センター特定事業 
〔花と緑のふれあい
センター〕 

・実施方針の公表 
      平成17年10月 
・特定事業の選定 
      平成18年１月 
・契約締結 平成19年３月 

①設計 
②除却・建設 
③什器・備品等整備 
④施設及び什器・備品等の県へ
の所有権移転等 

⑤運営 
⑥維持管理 
⑦修繕・更新 

平成19年３月 
～平成42年３月 
〔維持管理・運営期間〕 
    20年１ヶ月 

 

 

【参考】地方独立行政法人神奈川県立病院機構が実施しているＰＦＩ事業の概要 

特定事業名称 導入時期 事業範囲 事業期間 

がんセンター 
特定事業 
〔がんセンター〕 

・実施方針の公表  
   平成20年８月 
・特定事業の選定 

平成20年11月 
・契約締結 平成22年３月 

旧がんセンター解体除却、設計、
建設、医療機器・備品等調達、病
院運営（統括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ﾒﾃﾞｨｶﾙｱｼ
ｽﾀﾝﾄ、物流管理運営、検体検査等） 

平成22年３月 
～平成46年３月 
〔維持管理期間〕 

20年５ヶ月 
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Ⅱ ＰＦＩの活用指針 

 

１ ＰＦＩ活用の考え方 

 

 (1) 基本的な考え方 

○ 国の基本方針においては、ＰＦＩについて次のような５つの原則と３つの主義が示されて

いる。本県においても、この５原則３主義に則ったＰＦＩの活用を推進していくこととする。 

  ○ また、ＰＦＩの導入を検討する段階（「ＰＦＩ導入検討段階」）から、ＰＦＩ事業とする

ための手続きを実施する段階（「ＰＦＩ導入段階」）、ＰＦＩ事業としての実施段階（「事

業実施段階」）及び事業終了までの各段階においては、「Ⅱ３ ＰＦＩの活用手順」で後述

する手順に沿って検討等を進めることとする。 

 

 【５つの原則】 

①公共性原則 公共性のある事業であること 

②民間経営資源活用原則 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること 

③効率性原則 民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的か

つ効果的に実施すること 

④公平性原則 特定事業の選定及び民間事業者の選定において公平性が担保され

ること 

⑤透明性原則 特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保され

ること 

 

 【３つの主義】 

①客観主義 各段階での評価決定についての客観性があること 

②契約主義 公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文

により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にするこ

と 

③独立主義 事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上

の独立性が確保されること 

 

 

(2) ＰＦＩ導入検討対象事業の選定の考え方 

  ○ ＰＦＩの導入にあたっては、まず事業の発案を行う事業主管課において、ＰＦＩ事業とし

ての適性を検討することとなる。この段階において、財産経営課は事業主管課と協議を行い、

事業主管課による検討を支援及び推進することとする。 

○ ＰＦＩ事業としての適性を簡便にはかるための目安として、次の12の視点を位置づける。

12の視点は、ＰＦＩ事業としての実施の検討を進めるにあたって必ず合致している必要があ

ると考えられる視点①～⑤と、合致していればより適性があると考えられる視点⑥～⑫から

構成される。ＰＦＩの適性をはかる上では、必須条件としての視点①～⑤に合致することを

確認した上で、視点⑥～⑫との合致状況を勘案して総合的に判断することとなる。 
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 【ＰＦＩ事業としての適性をはかる視点】 

合致 

区分 
番号 ＰＦＩ事業としての適性をはかる視点 

必須 

① ＰＦＩを活用する目的や期待する効果が明確であり、先行事例などから目

的の実現性が見込めること 

② ＰＦＩ導入に必要な手続期間を確保した場合に、事業スケジュールが成り

立つこと 

③ 民間事業者による事業の実施に大幅な制約がないこと 

④ 施策の需要や事業環境の大幅な変動がないこと（変動があった場合でも、

民間のノウハウにより長期に安定した事業の実現が可能と見込まれること） 

⑤ 業績の計測を客観的かつ効率的に実施できる見込みがあること 

任意 

⑥ 県が直接実施した場合に、財政上の負担が大きいこと 

⑦ 施設整備よりも維持管理運営の比重が高いこと 

⑧  施設本体または付帯施設における利用料金収入が見込めること 

⑨  施設用地や計画施設に余剰が発生し、民間事業者による収益事業の見込み

があること 

⑩  設計段階から民間事業者の創意工夫が可能なもの 

⑪  多様なニーズへのきめ細やかな対応が求められるもの 

⑫ 民間事業者が資産を取得した場合、他の用途に転用可能なもの 

 

 

 

２ 事業の適正かつ確実な実施の確保 

 

○ 適正な事業を確保するために専門的なアドバイザーを活用するなど、次の事項について留意

する必要がある。 

 

(1) アドバイザーの活用 

  ○ ＰＦＩ事業においては、民間事業者との契約により事業の内容、範囲及び当該事業におけ

る公民の責任分担を具体的に定める必要がある。また、事業の実現性及びコストについては、

資金調達方法などが大きく関わってくるので、その実施に当たっては、金融、法律及び技術

の各分野における専門的な知識・ノウハウが要求される。 

○ そのため、専門的知識を有する者の的確な助言を受けながら、各手続を進める必要がある。 

○ ＰＦＩ事業の実施に向けたアドバイザーの活用体制のイメージは次の図のとおりである。

一般的には、金融、法務、技術等の各分野の専門家を統括するトータルアドバイザー（コン

サルタント会社）と公共が委託契約を締結することが多い。 
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○ ＰＦＩ事業の実施に向けたアドバイザーの役割・業務としては、次のような事項が考えら

れる。 

   ①ＰＦＩの導入可能性及びＰＦＩ以外の整備手法等の検討に係る支援 

   ②事業の範囲や資金調達方法など事業の基本的な枠組みの検討に係る支援 

   ③実施方針、要求水準書、リスク分担等の作成に係る支援 

   ④ＶＦＭの評価に係る支援 

・公共が直接実施する場合の費用の積算支援及びＰＦＩで実施する場合の費用の積算 

・特定事業の選定に係る検討 

⑤入札説明書及び落札者決定基準等の作成に係る支援 

   ⑥提案書等の審査に係る支援 

・応札する民間事業者の企業能力や適格性等に関する評価 

・提案書等の内容に関する整理及び評価 

   ⑦契約書等の作成及び契約交渉に係る支援 

    ・契約条件の整理及び契約書等の作成に係る支援 

    ・契約締結に向けた交渉に係る支援 

 

(2) 県と民間事業者との責任分担、リスク分担の明確化 

  ○ ＰＦＩ事業において、行政サービスを最小の費用で効果的に実行するため、「民間ででき

るものについては、民間に委ねる」の考え方に立ち、行政の関与を最小限にとどめ、事業主

体である民間事業者にリスクをできる限り移転するものとするが、具体的には「契約」にお

いて県と民間事業者との役割、責任、リスクの分担を明確に定める。 

○ このため、事業計画段階において、民間事業者に委ねる事業の範囲を明確にしておく。 

 

(3) 事業の円滑な実施の確保 

ア モニタリング 

   ○ モニタリングとは、ＰＦＩ事業者による公共サービスの履行に関し、契約に従い適正か

つ確実なサービスの提供の確保がなされているかどうかを確認する重要な手段であり、発

注者たる公共の責任において、ＰＦＩ事業者により提供される公共サービスの水準を監視

（測定・評価）する行為をいう。 

○ ＰＦＩ事業では、多様な業務を長期にわたり民間事業者に委ねるため、また性能発注を

委託契約

神奈川県
（事業主管課）

トータルアドバイザー
（コンサルタント）

　　リーガルアドバイザー
　　　　（弁護士等）

契約相手方との交渉支援、
契約書等の作成支援などを
行う

　　　ファイナンシャル
　　　　アドバイザー
　　　　（公認会計士等）

ＶＦＭに影響する民間事業者
のファイナンスや財務・税務
に関する助言を行う

 テクニカルアドバイザー
　　　（設計事務所等）

要求水準書、落札者決定基
準などの作成支援を行う

金融分野 法務分野 技術分野
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採用することからも、提供される公共サービスの水準やＰＦＩ事業者の財務・経営状況等

について、県が継続的かつ体系的に監視できる仕組みを構築しておくことが求められる。 

 

  イ サービス購入料の支払 

   ○ ＰＦＩ事業者により提供される公共サービスの対価として公共が支払うサービス購入料

は、一般的に施設整備費と維持管理運営費等に大別できる。 

○ サービス購入料の支払にあたっては、モニタリングの結果を反映させる仕組みをとるこ

とにより、ＰＦＩ事業における公共サービス水準の確保を図ることが重要である。 

○ 具体的には、モニタリングの結果、公共が要求したサービス水準を満たしていないこと

が判明した場合に一定のペナルティを課すとともに、ペナルティの蓄積具合に応じてサー

ビス購入料の支払を停止することや、減額して支払うことなどがある。 

○ また、サービス購入料には、次のような基本的な特徴がある。 

 

   (ｱ) 施設整備費 

     ・ 施設整備に係る資金調達をＰＦＩ事業者に委ねるＰＦＩ事業の場合、当該施設整備

費について、公共はサービス購入料として事業期間を通じて割賦により支払うことが

一般的となる。これにより公共は、施設整備に係る財政支出を平準化させることが可

能となる。 

・ 割賦利息は、基準金利とスプレッド（上乗せ金利、利ざや）から構成され、基準金

利は採用する指標により、事業期間を通じて固定する場合と、一定期間ごとに改定す

る場合を選択できる。 

・ 割賦払いの方式には、元利均等払い（※）と元金均等払い（※）が考えられる。 

・ 割賦による支払期間は、維持管理運営期間と同一にすることが一般的である。 

 

※元利均等払い 

  毎回の支払期において、元金と利息の合計額を均等に支払う方法。毎回の支払額が一定で、支

払計画が立てやすい。また、元金均等払いに比べて当初の支払額が小さくてすむ。 

一方、元金均等払いに比べて元金の減るペースが遅くなるため、支払う利息の合計が元金均等

払いに比べて大きくなる。 

※元金均等払い 

毎回の支払期において、元金を均等に支払う方法。元利均等払いに比べて元金の減るペースが

早くなるため、支払う利息の合計が元利均等払いに比べて小さくなる。 

一方、元利均等払いに比べて当初の支払額が大きくなる。 

 

   (ｲ) 維持管理運営費 

     ・ 基本的に毎年度一定の金額を支払うため、財政支出を平準化できる。（大規模修繕

費は、事業方式によっては実施年度で支出が突出するため、平準化しないことがある） 

     ・ ＰＦＩ事業者が制御できない物価変動リスクを考慮して、物価の改定等の影響を反

映させて支払う。 

 

ウ 協力企業の把握 

○ 県は実施主体として、事業実施の確実性を確保するため、ＰＦＩ事業者が事業実施に当

たり活用する協力企業を把握しておく必要がある。 

   ○ 協力企業の把握は、ＰＦＩ事業への応募段階、事業者の選定後及び工事開始直前の各段

階において行う。 
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(4) 事業支援措置の活用 

○ ＰＦＩ事業においては、法第13条～第16条により国の支援措置が盛り込まれており、県と

しても事業コストの削減を図るためには、対象事業に関して設けられている国の財政的支援

や政府系金融機関等による金融上の支援を積極的に活用することが有効である。 

○ このため、この支援措置については、実施方針及び入札説明書においてその適用の条件、

具体的な内容を可能な限り明確に示すことが求められ、事業主管課において、関係省庁等と

事前に協議し、内容の把握に努めるともに、可能性について検討する。 

○ なお、従来型の直営による公共事業とＰＦＩ事業とで適用される各種の支援措置について、

その格差を是正する取組みのことを指して「イコールフッティング（競争条件の平等化、共

通の土台作り等）」と呼ばれるが、『ＰＦＩ推進委員会報告』（平成19年11月、ＰＦＩ推進委

員会）では、「補助金、税制等について今後とも継続的にイコールフッティングの実現に向

けた努力が必要である」と報告されており、ＰＦＩの推進にあたっての課題として認識され

ている。 

 

ア 国庫補助制度 

○ ＰＦＩ事業として選定する際に行うＶＦＭの検証に際して、既存の国庫補助制度がある

事業の場合、当該補助制度を活用した方が県の財政負担を軽減することができる。 

   ○ 一方で、ＰＦＩ事業によっては、直営であれば交付対象となった国庫補助金等が、交付

の対象外となってしまう可能性がある。内閣府ＰＦＩ推進室が中心となり関係省庁連絡会

議においてとりまとめた調査結果『地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の国の補助金

等の適用状況について』によれば、平成20年３月時点で、ＢＴＯ方式では12％が、ＢＯＴ

方式では31％が補助対象外になっているとされている。 

   ○ このため、ＰＦＩの導入について具体的に検討する場合には、事前に補助金等の交付の

有無、その交付要件、ＰＦＩ事業の事業方式ごとの交付適否に関する考え方及び今後の見

直しの方向などについて、関係省庁と十分に協議しておく必要がある。 

 

イ ＰＦＩ事業者が活用可能な融資制度 

○ ＰＦＩ事業者が受けることができる日本政策投資銀行の無利子・低利融資及び（財）地

域総合整備財団（ふるさと財団）による融資などＰＦＩ事業者が活用可能な各種融資制度

については、その適用の有無を確認するなどして把握に努めるものとする。 

 

  ウ 地方財政措置 

   ○ 地方公共団体が実施するＰＦＩ事業において、ＰＦＩ事業者に対する財政的支出を行う

場合、一定の要件の下で、次のような財政措置が講じられるとされている。なお、より具

体的な措置内容については、平成12年３月29日付け自治省財政局長通知を参照する。 

① 国庫補助負担金が支出されるＰＦＩ事業の場合、当該国庫補助負担金の内容に応じて、

直営事業の場合と同等の地方債措置又は地方交付税措置 

② 地方単独事業として実施されるＰＦＩ事業の場合、直営事業の場合に施設の種別に応

じた財政措置の仕組みがある施設については当該措置内容に準じて、そのような財政措

置の仕組みがない施設（公共性が高く、かつ非収益的な施設で一定の要件を満たすもの）

については一定の範囲での地方交付税措置 

③ 上記①及び②のほか、資金手当のための地方債措置、ＰＦＩ事業者に貸与するための

土地取得に要する経費に係る資金手当のための地方債措置、及び地方公営企業における

ＰＦＩ事業に係る財政措置 

   ○ このため、ＰＦＩ導入の検討にあたっては、上記のような地方財政措置の有無を確認す

るとともに、当該財政措置の影響も勘案するよう努めるものとする。 
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  エ 税制上の措置 

   ○ ＰＦＩ事業のうち、施設の所有権が民間事業者に属するＢＯＴ方式では、従来型の直営

方式では非課税扱いであった不動産取得税や固定資産税等が課税されるため、イコールフ

ッティングの必要性が指摘されてきた。 

○ これに対して、平成17年度に地方税法が改正され、一定の要件を満たすＢＯＴ方式では、

不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１とするとともに、ＰＦＩ

事業用地に係る特別土地保有税を非課税とする特例措置が設けられた。 

   ○ 特例措置は平成21年度までの５年間の措置であったが、平成22年度の地方税法の改正に

より５年間延長された。平成27年度以降の特例措置の見通しについて、今後も留意してお

く必要がある。 

 

【参考】内閣府ＰＦＩ推進室ホームページ掲載『ＰＦＩ事業導入の手引』（平成17年3月、内閣府ＰＦ

Ｉ推進室）実務編より引用 

地方公共団体が実施するＰＦＩ事業については、現在、次のような税制特例措置が認められています。 

(1) 不動産取得税 

ＰＦＩ法に基づき、選定事業者が選定事業（いわゆるサービス購入型・ＢＯＴ方式で、地方公共

団体が法律の規定によりその事業等として実施するものに限る。）により整備する一定の家屋に係

る不動産取得税について、当該家屋の価格の1／2に相当する額を価格から控除する課税標準を適用

する。（地方税法附則第11条第25項）  

ＰＦＩ法に基づき、選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて整備する特定用途港湾

施設のうち、輸出入に係るコンテナ荷さばきを行うための家屋に係る不動産取得税について、当該

家屋の価格の1／2に相当する額を価格から控除する課税標準を適用する。（地方税法附則第11条第

26項）  

ＰＦＩ法に基づき、選定事業者が政府補助を受けて整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家

屋に係る不動産取得税について、当該家屋の価格の1／2に相当する額を価格から控除する課税標準

を適用する。（地方税法附則第11条第27項）  

 

(2) 固定資産税及び都市計画税 

ＰＦＩ法に基づき、選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて整備する特定用途港湾

施設のうち、輸出入に係るコンテナ荷さばきを行うための家屋及び償却資産について、固定資産税

及び都市計画税の課税標準を価格の1／2にする。（地方税法附則第15条第48項）  

ＰＦＩ法に基づき、選定事業者が政府補助を受けて整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家

屋及び償却資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を価格の1／2にする。（地方税法

附則第15条第49項）  

ＰＦＩ法に基づき、選定事業者が選定事業（いわゆるサービス購入型・ＢＯＴ方式で、地方公共

団体が法律の規定によりその事業等として実施するものに限る。）により整備する一定の家屋及び

償却資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を価格の1／2にする。（地方税法附則第

15条第51項）  

 

(3) 特別土地保有税 

公共施設等の建設を行うＰＦＩ事業の用に供する土地についての特別土地保有税を非課税とする。

（地方税法第586条第2項第1号の27） 

 

※上記は平成17年度の地方税法改正を受けた記述 

 

(5) 事業破綻時の処理 

○ ＰＦＩ事業においては、公共サービスの安定的供給を確保するため、想定される事業の継

続が困難となる事由を具体的に列挙し、事業の修復に関する方法や手段について、事業破綻

時における県と民間事業者との対応として、介入権※、契約解除、事業引継、施設の移管等、

それぞれの適切な措置をあらかじめ契約で具体的かつ明確に約定することが必要である。 
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※ 介入権 

事業者の適切なサービス供給を確保するため、発注者や事業者に融資している金融機関等が事業

者の業務に介入することがある。この場合の発注者や金融機関等の権利を「介入権」という。 

  発注者の介入権が行使される場合は、一定期間、事業者の権利・義務を発注者が引き継ぐことに

なる。 

  金融機関等の介入権は、発注者との協定(直接協定)により、発注者から認められるものであり、

金融機関等の債権保全の観点から、金融機関等が自ら事業に介入し、事業者の交替などにより事業

の建て直しを図ることを目的としたものである。 

 

  ア 事業破綻が民間事業者の事由による場合 

(ｱ) 事業修復に係る措置 

    ・ ＰＦＩ事業者により事業の修復が可能な場合には、事業者に一定期間の事業修復の機

会を与え、事業を修復させる。 

    ・ ＰＦＩ事業者自らによる事業修復が困難な場合、県と金融機関等とで直接協定を締結

しておくことにより、事業者へ資金を融資している金融機関による介入権を行使させ、

当該ＰＦＩ事業の修復を図る。 

・ ＰＦＩ事業の公共性が高い場合には、県における一時的、緊急避難的な介入も想定さ

れ、県は介入後速やかに、金融機関等との調整のうえ、新たな事業者により事業の修復、

継続を図る。 

 

(ｲ) 契約の解除 

    ○ 一定期間内に事業が修復されない場合、県は民間事業者との契約を解除する。この場

合、県は事業継続の要否を判断し、事業の継続が不要である場合は事業の精算手続に入

ることになる。 

    ○ 事業の継続が必要な場合は、破綻事由を総合的に勘案し、県が一定の価額で事業資産

の買収等を行う。 

 

イ 不可抗力による場合 

○ 不可抗力による事業の破綻は、県及び民間事業者ともに負うべき責任がない場合であ

るが、サービスの提供を受ける県民に配慮し、予め契約で定める処理方法により措置を

行う。 

 

 

 

３ ＰＦＩの活用手順 

 

○ ＰＦＩ活用に向けた基本的な手順（以下、「ＰＦＩ活用手順」）は、次のとおりとする。 

○ ＰＦＩ活用手順のなかの各段階における手続き等の詳細については、後述しているものに従

うこととする。 

 ○ ＰＦＩ活用手順における事業主管課と財産経営課の区分枠は、主として実施する主体を示し

たものであるが、相互に連携・協力することを前提としている。 
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事 業 主 管 課 財 産 経 営 課 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業の発案等 
①事業構想・基本計画の検討と併せて、必要に応じて関係所属と調整（財政課、行政改

革課、情報システム課、営繕計画課等) 
②財産経営課との協議に基づき、ＰＦＩ等の適性を検討（県有施設建築計画検討会議の

審議対象事業、総合計画掲載事業、政策議論を行う事業）資料１、資料２ 

２ 県有施設建築計画検討会議（施設整備課） 
①PFI事業の適性が見込まれる事業（「候補事業」）について、

技術的視点から建築計画の妥当性を検討して、意見を通知 

４ 県有地・県有施設利用調整会議（１回目） 
①PFI導入の目的・効果、ＰＦＩ事業の適性、簡易VFM評価、事

業スケジュールの視点を踏まえて総合的に検討し、ＰＦＩ事
業実施の適否に係る基本的な方向性を決定 

５ ＰＦＩ導入可能性調査 
①導入可能性調査委託費及び調査設計委託費の予算要求 
②年度途中に調査結果が明らかになる見込みの場合は、手順「７」における予算要求等も併せて

実施 
③調査受託者の選定・契約締結 
④導入可能性調査の実施 ６ 県有地・県有施設利用調整会議（２回目） 

①導入可能性調査の結果を踏まえ、初回審議における検討
結果を見直し、詳細なＶＦＭ評価、ＰＦＩ事業の枠組み及びＰ
ＦＩ事業の実施可能性等を総合的に勘案して、ＰＦＩ事業とし
て実施することが適切であるとした方向性を確認し、確定 

７ アドバイザリー業務の委託及び事業内容等の検討 
①事業者選定アドバイザー委託費の予算要求と事業規模等に係る予算審議 
②アドバイザーの選定・契約締結 
③実施方針の策定に向けた事業の枠組み等の検討 

事業の枠組み、事業者選定方法、実施方針（案）、要求水準書（案）、落札者決定基準（案）、
リスク分担（案）、契約書（素案）、モニタリング基本要領（案） 等の検討 

④ＶＦＭ算定に必要な情報収集・整理 
⑤評価委員会外部委員候補者の推薦 
⑥実施方針策定の見通しの公表 

８ ＰＦＩ事業者選定評価委員会委員の選任 
①事業主管課から推薦を受けた候補者のうちから評価委員

会の外部委員を選任 

９ ＰＦＩ事業者選定評価委員会の開催（第１回） 
①事業者選定方法に係る意見聴取 
②実施方針の策定等に係る意見聴取 

実施方針（案）、要求水準書（案）、落札者決定基準（案）、
リスク分担（案）、契約書（素案）、モニタリング基本要領
（案） 等 

１０ 実施方針等の策定・公表等 
①実施方針等の策定・公表（財政課・財産経営課に回議） 

１１ 実施方針等に関する質問回答、意見招請、事業者との対話 
①質問回答 
②意見招請〔県財務規則第42条の２第３項〕 
※必要に応じて説明会、意見交換会、個別対話を実施 

１３ 特定事業の選定・公表 
①ＶＦＭ評価 
②特定事業の選定・公表（財政課・財産経営課に回議） 

１２ ＰＦＩ事業者選定評価委員会の開催（第２回） 
①要求水準書（案）、リスク分担（案）、モニタリング基本要領

（案）、落札者決定基準（案）に係る意見聴取 
②ＶＦＭの評価、特定事業選定に係る意見聴取 

１４ 債務負担行為の設定 
①財政課と個別調整 

１５ ＰＦＩ事業者選定評価委員会の開催（第３回～第４回） 
①要求水準書、リスク分担、モニタリング基本要領、落札者

決定基準、基本協定書（案）、契約書（案）に係る意見聴取 
②入札説明書に係る意見聴取 １６ 入札公告、入札説明書等の公表 

①入札公告及び入札説明書の公表 
②要求水準書、モニタリング基本要領、落札者決定基準、基本協定書（案）、契約書（案）の 

策定・公表 （財政課・財産経営課に回議） 
③県内企業の活用を民間事業者に依頼 
※必要に応じて質問回答を複数回設ける 

１７ 入札説明書等に関する質問回答 
①質問回答 
※必要に応じて質問回答を複数回設ける 

１８ 入札参加資格確認 
①入札参加資格の確認、②資格確認通知書の送付 

１９ 入札、提案書の受付 
①総合評価一般競争入札方式による入札、提案書の受付 
※必要に応じて入札前の参加者との個別対話を実施 

２０ ＰＦＩ事業者選定評価委員会の開催（第５回～） 
①提案内容の評価に係る意見聴取 
②落札者決定に係る意見聴取 
 

２１ 落札者の決定・公表 
①落札者の決定・公表 
②提案審査結果の公表 

２２ 基本協定の締結、仮契約書の最終調整 
①基本協定の締結 
②契約書の最終調整 
③県内企業の活用を事業者に依頼 

２３ 仮契約の締結、契約議案の提出 
①仮契約の締結 
②契約議案の作成と議会提出 

（①、②とも財政課・財産経営課に回議） 

２４ 議会の議決 
２５ 契約の締結 

２６ 直接協定の締結 
２７ 関係者協議会の設立 

２８ 設計、施工、維持管理運営等に関するモニタリング ２９ モニタリングに関する支援 

３ 財政課等との個別調整 
①所要額調整を中心に、財政課と個別に事業規模等の概要を調整 
②必要に応じて、その他の関係所属とも事業の構想について個別に調整 

※民間提案制度の活用の場合 
①財産経営課が提案を受理 
②事業主管課と協議の上、提案内容を検討 
③30日を目途に検討結果を提案者に通知 

実施方針の策定 

に向け検討を進 

める場合 

３０ 事業終了 

ＰＦＩ活用の基本的な手順 （総合評価一般競争入札方式、ＰＦＩ事業実施を想定） 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
検
討
段
階 

Ｐ 

Ｆ 

Ｉ 

導 

入 

段 

階 

事
業
実
施
段
階 
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４ ＰＦＩ導入検討段階 

 

４－１ 事業の発案 

 

○ 県有施設の整備を伴う事業のうち、県有施設建築計画検討会議における審議の対象となる

工事を含む案件については、事業主管課による事業の発案及び基本計画等の策定にあたって、

ＰＦＩを含む公民連携手法（ＰＰＰ）の導入の適性を確認する。 

○ 事業主管課は、この初期段階において、当該事業の目的や必要性、想定される課題等につ

いて明確に整理する一方で、本指針や『神奈川県民間活力活用指針』（平成19年10月策定）

を参考に、効率的で効果的なサービスの提供をいかに実現するかという視点を持って検討を

深めていくこととする。 

○ 具体的な検討にあたっては、資料１に示した確認手順を参考とし、財産経営課との協議を

経て、ＰＰＰ導入の適性をはかることとする。特に、ＰＦＩについては、資料２に示した「Ｐ

ＦＩ導入検討調書」を作成して、「Ⅱ１(2) ＰＦＩ導入検討対象事業の選定の考え方」で示

した「ＰＦＩ事業としての適性をはかる視点」との適合状況を十分に確認することとする。 

○ 検討にあたっては、必要に応じて、予算関係は財政課、指定管理者関係は行政改革課、情

報システム関係は情報システム課、及び施設整備費規模に対する確認等は営繕計画課といっ

たように、関係所属との協議又は協力依頼を行うこととする。 

○ また、総合計画に掲げられた事業及び政策的な議論を行う事業についても、同様の考え方

にしたがい、財産経営課との協議の対象とする。 

 

 

 

４－２ 庁内横断的な検討 

 

 (1) 県有施設建築計画検討会議 

  ○ 前記「４－１ 事業の発案」における確認及び協議の結果により、ＰＦＩ事業としての適

性があると見込まれた事業（以下、「候補事業」）については、県有施設建築計画検討会議（以

下、「検討会議」）で技術的視点からその建築計画の妥当性を検討し、意見を付する。 

○ 事業主管課は、検討会議からの意見を踏まえて、必要な検討及び調整を行うこととする。 

 

 (2) 財政課等との個別調整 

  ○ 検討会議における検討を経た候補事業については、県有地・県有施設利用調整会議におけ

る審議に向けて、当初予算編成に向けた所要額の把握手続きに関する調整を中心に、事業主

管課等が財政課と個別に事業規模等に係る調整を行う。 

  ○ なお、必要に応じて、事業主管課は財政課以外の関係所属とも事業構想について個別に調

整を行うこととする。 

 

 (3) 県有地・県有施設利用調整会議 

○ 財政課との個別調整を経た候補事業は、県有施設等の整備に関する全庁的な調整を行う必

要があることから、県有地・県有施設利用調整会議（以下、「利用調整会議」）において総合

的な観点からＰＦＩ導入に係る審議を行う。 

 

  ア ＰＦＩ事業の見込みに係る方向性の審議 

○ 利用調整会議では、まず検討会議における検討結果及び意見に加え、次の視点を踏まえ

て総合的に検討を行い、ＰＦＩ事業として実施することが適切かどうかの基本的な方向性
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（以下、「ＰＦＩ事業実施の適否に係る方向性」）を審議し、決定する。 

【視点】 

・ＰＦＩ導入の目的 

・ＰＦＩ導入により期待する効果 

・ＰＦＩ事業としての適性（12の視点を踏まえて検討） 

・簡易なＶＦＭ評価 

・事業スケジュール 

○ また、ＰＦＩ事業実施の適否に係る方向性及びＰＦＩ事業の実施可能性等に関して、コ

ンサルタントなど専門的な知識を有する者による詳細な調査（以下、「導入可能性調査」）

が必要かどうかを併せて審議する。 

○ ＰＦＩ事業として実施することが適切であるとの基本的な方向性及び導入可能性調査を

実施する必要性が認められた候補事業については、調査実施に向け事業主管課が調査費の

予算要求を行い、予算措置を経て導入可能性調査を実施する。 

 

  イ 導入可能性調査の実施と方向性の確認 

   ○ 導入可能性調査を実施した場合、調査結果を踏まえて、ＰＦＩ事業実施の適否に係る方

向性について利用調整会議で再度審議する。ただし、初回審議において導入可能性調査の

実施が不要とされた上で、ＰＦＩ事業実施の方向性が決定された場合は、再度の審議は要

さない。 

○ 再度の審議においては、初回審議における検討結果を見直すとともに、ＶＦＭの評価に

係る詳細な検討結果、事業範囲など想定されるＰＦＩ事業の枠組み、及び民間事業者の参

入可能性などＰＦＩ事業の実施可能性等を総合的に勘案して、ＰＦＩ事業として実施する

ことが適切であるとの方向性を確定する。 

   ○ ＰＦＩ事業実施に係る方向性が確定された後、事業主管課は利用調整会議における審議

結果を踏まえ、法に基づく実施方針の策定や特定事業の選定など、ＰＦＩ事業の実施に向

けた手続きに着手していく。 

 

【参考】簡易なＶＦＭ評価 

■簡易なＶＦＭとは 

財産経営課は、事業主管課及び関係所属の協力を得て、簡易な方法により、一定の事業期間におけ

る候補事業の概算の総事業費を算定する。総事業費の算定には、金融分野を始め多方面にわたる専門

知識が必要となるため、通常であれば外部のコンサルタントへ委託するなどして手厚い支援の下で実

施することが望ましい。しかし、効率的な予算執行という観点から、導入検討の初期段階において全

ての候補事業を委託の対象とすることは適切でない。このため、一定の前提条件の下で、単純化した

モデルに基づきＰＳＣとＰＦＩのＬＣＣを算定し、これを比較することによって、コスト比較による

定量的なＶＦＭを簡易に評価することが可能となる。簡易なＶＦＭを評価することにより、検討対象

事業の絞込みを効率的に行うことが可能となる。 

■算定方法 

簡易な事業コストの算定にあたっては、整備対象施設に係る施設計画の概略等を基に、既存施設や

類似施設における事業費や削減率及び従来型の整備手法における工事費等の積算方法などを参考に、

ＰＳＣとＰＦＩのＬＣＣを概算で比較して算定する。 
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４－３ 導入可能性調査 

   

 (1) 導入可能性調査の概要 

  ○ 利用調整会議における審議を経て導入可能性調査を実施することとなった検討対象事業に

ついては、事業主管課が予算要求を行い、予算措置を経て調査を実施する。 

○ 導入可能性調査は、ＰＦＩ事業の特性を踏まえて、ＰＦＩ導入により効率的で効果的な事

業実施の可能性があるか、またどのようなＰＦＩ事業の枠組みが相応しいか、あるいはＰＦ

Ｉ以外のＰＰＰも考えられる場合に、それら複数の事業手法を比較してどの手法が最適かと

いった観点から、従来型の工事発注方式を前提とした調査設計とは別に行うものである。 

  ○ 基本的に導入可能性調査は、金融・法務・技術分野といった広範かつ複雑で専門的な仕組

みとなるＰＦＩの特徴を考慮して、これら３種の業務分野について専門的知識を有する外部

アドバイザーに委託して実施する。 

○ また、ＰＦＩ事業としての枠組みを想定するために必要な設計調査も併せて委託すること

が一般的である。 

 

 (2) 調査内容 

  ○ 導入可能性調査における具体的な調査事項は、次の項目を基本とする。 

   【調査事項】 

    ①ＰＦＩ導入の目的や期待する効果の整理とその実現可能性の検討 

    ②基本的な施設の構造・配置、性能、運営に必要な機能など事業計画の整理・検討 

    ③ＰＦＩ事業の枠組みの検討 

     ・事業範囲、事業類型、事業方式、事業期間、資金調達方法、リスク分担、民間収益事

業 等 

    ④市場調査の実施（民間事業者の参入意欲の把握等） 

    ⑤補助金・税制措置などの各種支援措置の整理 

    ⑥ＶＦＭの評価 

    ⑦実施方針の策定に向けた検討と関係文書の作成 

・実施方針（案）、要求水準書（案）、モニタリング基本要領（案）、リスク分担（案） 

⑧導入スケジュールの検討 

⑨ＰＦＩ以外のＰＰＰとの比較検討 

 

(3) 調査実施にあたっての留意事項 

  ○ 導入可能性調査の実施にあたっては、一括発注、性能発注、長期契約及びＶＦＭの評価と

いったＰＦＩの特殊性、前述の「ＰＦＩ事業としての適性をはかる視点」、並びに後述する

「Ⅱ７ ＰＦＩ活用にあたっての留意事項」を踏まえて、次のような点に留意する。 

 

ア 事前の課題整理 

○ 調査を効果的に実施するため、事業主管課として委託以前に可能な限り課題や論点を整

理しておく。 

○ ＰＦＩの導入目的や期待する効果を明確にすることにより、調査における一貫性のある

検討が可能となるとともに、事業者選定においても発注者としての意図が応募者に伝わり

やすくなり、より効果的な事業者選定が期待できることとなる。 

    

イ 最適な事業の枠組みの検討 

   ① 事業範囲 

    ○ 事業範囲の検討にあたっては、まず法制面から民間委託が制限されていないかどうか
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を確認した上で、次にＰＦＩ事業の範囲とすることの有効性により判断していく。 

○ 有効性の判断については、例えば、民間事業者による創意工夫・ノウハウの発揮や適

切なリスク管理が期待できるか、一括発注によるコスト縮減が図れるか、公共性が確保

できるか、競争性を確保した事業者選定が可能かといった視点から検討する。 

 

【参考】事業範囲の考え方の一例 

ＰＦＩは、施設の設計から維持管理・運営を一括発注することで、効率的で効果的な維持管理運営

を視野に入れた施設整備を実現し、ＶＦＭを向上させる側面がある。しかし、施設整備との関連性が

弱いと考えられる清掃業務や警備業務については、事業期間全体を通じて一者が受託するよりも、定

期的な入札により相手方を選定するほうが、民間事業者による競争機会が増えるし、受託した事業者

のインセンティブも維持でき、効率的・効果的なサービスの提供が図られる可能性がある。 

したがって、そうした一括発注のメリットが期待できない業務があれば、ＰＦＩの事業範囲から外

して個別発注することも一案として考えられる。 

 

   ② 事業類型、事業方式 

    ○ 事業類型の検討にあたっては、民間事業者のノウハウを最大限に活用して県の財政負

担の軽減が図れるように、独立採算型、ジョイント・ベンチャー型及びサービス購入型

のそれぞれについて検討することとする。 

    ○ 事業方式の検討にあたっては、施設の所有権等に関する法制面の制約、管理運営にお

ける主体性の発揮、補助金や税制措置の適用有無等を考慮して検討する。 

 

【参考】事業方式の考え方の一例 

・施設の所有が公共主体に限定される場合は、ＢＴＯ方式を採用 

・大規模修繕の主体的な実施を期待してＰＦＩ事業者に委ねる場合は、ＢＯＴ方式を採用 

・ＢＯＴ方式の場合、ＢＴＯ方式では課税されない固定資産税等の支払が発生することを踏まえて

検討 

 

③ 事業期間 

    ○ 事業期間は、施設整備に係る資金調達業務や維持管理・運営業務における効果の発揮

に大きく影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要である。 

    ○ 例えば、施設整備に係る資金調達をＰＦＩ事業者が行う場合、県は施設整備費を割賦

により支払うこととなるが、事業期間が長ければ長いほど利息負担が大きくなり、割賦

代金としての総支払額は大きくなる。 

○ また、施設の維持管理・運営業務については、従来単年度の委託契約により実施され

てきたため、毎年度の契約手続きに係る事務負担は発生していたが、その一方で必要な

業務量や求めるサービス水準を変更したいときには、翌年度に係る委託契約の内容を見

直すことで柔軟な対応が可能となっていた。 

    ○ この点、長期契約となるＰＦＩ事業では、当初の契約内容の変更には基本的に両者の

合意が必要となり、場合によっては、変更に伴う費用負担を求められることもあるなど、

柔軟な対応が難しい面がある。 

    ○ さらに、維持管理・運営期間が長くなれば、大規模修繕の実施や設備の更新など施設

を良好に維持保全していくための計画的な維持管理業務の重要性が増大する。 

    ○ このような事業期間の設定に伴う様々な影響を十分に考慮して、慎重に検討すること

が求められる。 
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【参考】事業期間の考え方の一例 

ＰＦＩでは、長期にわたる契約期間の途中で事業環境が変化した際の契約変更などの手続きが煩雑

となり、円滑な対応が困難となる傾向にある。したがって、例えば、情報システム等の技術革新の著

しい業務や、需要に関する定量的な見込みが立てづらい業務については、契約のなかで対応可能とな

る方策を検討した上で、必要に応じて、当該業務に係る事業期間を短縮することも一案として考えら

れる。 

 

④ 資金調達方法 

    ○ ＰＦＩ事業では、施設整備等の初期投資に係る資金調達を民間事業者が実施すること

が一般的であるが、県が起債により調達する金利と、民間が資金調達する場合に県がＰ

ＦＩ事業者に支払う割賦金利とを比較すると、後者の方が高くなっているため、利息負

担のみを見れば、県が自ら資金調達を行った方が財政負担は少なくてすむこととなる。 

○ こうした問題（以下、「公と民の調達金利の差」）への対応策として、近年では、資金

調達の一部を公共が行う事例や、施設完成時に施設整備費を一括してＰＦＩ事業者に支

払う事例も現れてきている。 

○ したがって、ＶＦＭの向上が見込まれる場合には県が起債による資金調達を行うなど、

「公と民の調達金利の差」を踏まえた資金調達のあり方を検討し、最適な事業の枠組み

の構築に向けて取り組むことが重要である。 

 

【参考】資金調達方法の一例 

■市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業に係る特定事業契約約款（平成15年３月18日）より 

（施設整備費）  

第５９条  甲は、次に定める金額及び時期により施設整備費を乙に支払う。  

(1) 本施設及び付属初度設備の買取合計金額は、次のとおりとする。…（中略）… 

(2) 甲は、施設整備費を本施設及び付属初度設備の乙からの譲渡・所有権移転後、平成17年５月末ま

でに一括で乙に支払う。 

 

■神奈川県がんセンター特定事業契約書（平成22年３月）より 

イ 各費用毎の支払方法 

（ア）サービス購入料１ …（中略）… 

なお、病院施設等の建設に係る費用の一部について、県債の発行等により病院事業庁が資金調達

を行うこととなった場合、その資金調達相当額分については新病院開業後に事業者に対して一括又

は工事着手から完工までの間に工事の進捗に合わせた分割により支払うことがある。 

 

⑤ リスク分担 

    ○ リスク分担について、国の基本方針では、「想定されるリスクをできる限り明確化し

た上で、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担するとの考え方

に基づいて取り決めること」とされている。 

○ 一方、平成23年度に実施したＰＦＩ検証委員会の過程で、本県における一部のＰＦＩ

事業では、自然災害などの不可抗力により生じた損害の負担に係るリスク分担が不明瞭

だった点も明らかになっており、リスクの特定とその責任分担等について、事業実施ま

での過程で十分な検討を行うことは容易ではないことが予想される。 

○ したがって、運営業務の比重が高く民間事業者により多くのリスクを移転する場合で

は、リスクの把握とその分担について、導入可能性調査を行う初期の段階で庁内外の関

係者を含めた詳細な検討が必要である。 

○ また、導入可能性調査においては、リスクの内容やその分担者だけでなく、発生原因

やリスク分担の考え方などについても詳細に検討を加えることにより、後続する実施方
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針の公表手続きにおいて、より具体的で分かりやすいリスク分担（案）を示すことが可

能となる。民間事業者との対話機会を活用して適正なリスク分担を練り上げやすくする

ためにも、導入可能性調査の段階で詳細かつ幅広い検討を行うことが有効である。 

○ さらに、リスク分担は、要求水準書やＰＦＩ事業者に対するサービス購入料の支払と

一体となって契約を構成するものであり、事業の枠組みを決定する重要な要素の一つで

あることに留意して検討する必要がある。 

 

   ⑥ 民間収益事業 

    ○ 民間事業者の経営ノウハウを最大限に活用して効率的に事業を実施するため、ＰＦＩ

事業としての目的以外の用途で民間事業者が使用する収益施設の設置等について検討す

ることが有効である。 

○ ただし、収益施設の設置・経営を義務付けることは、民間事業者にとってのリスク要

因と評価される場合もあるため、立地条件や民間事業者の意向等を踏まえ、事業採算性

の見込みを検討した上で、事業実施の要件とするかどうかを判断する。 

 

【参考】民間収益事業の考え方の一例 

例えば、整備する一棟の施設建築物に余剰容積が見込まれる場合は、余剰部分をＰＦＩ事業者に有

償譲渡又は有償で貸し付けることにより、収益施設として使用する権利を民間事業者に譲渡し、民間

事業者による収益施設との合築形態をとることにより、譲渡金額の分だけ公共施設に係るＰＦＩ事業

費を削減することも一案として考えられる。 

 

  ウ 市場調査の実施（民間事業者の参入意欲の把握等） 

   ○ 導入可能性調査によって整理されたＰＦＩ事業の枠組みについて、民間事業者の参入意

欲等を確認し、ＰＦＩ事業としての実現可能性や妥当性を評価するため、事業への参画が

想定される民間事業者等に対してヒアリングによる市場調査を実施する。 

   ○ なお、公平性の確保という観点から、情報の取扱いには十分に注意し、ヒアリングを受

けた事業者がＰＦＩ事業の事業者選定において有利とならないよう、回答に必要な最小限

の情報のみを示すこととする。 

 

【参考】市場調査の考え方の一例 

・各業務を担う複数の業種の事業者（建設会社、維持管理会社等）や金融機関に対して実施する 

・県内企業の参画を図るため、県内企業に対するヒアリングの実施に努める 

・ＰＦＩとしての事業の枠組みの妥当性や事業者選定等のスケジュールに対する意見を中心に聴取

する 

 

  エ 各種支援措置の整理 

   ○ 施設整備等に活用可能な国庫支出金のうち、一部の補助金では、ＢＯＴ方式など事業主

体がＰＦＩ事業者である場合に交付対象外となってしまうことがあると考えられている。 

   ○ また、ＰＦＩ事業者が施設を所有する場合には、不動産取得税や固定資産税など、直営

事業では課税されなかった税がＰＦＩ事業者に課税されることがある。 

   ○ こうした補助金制度や税制措置については、年度による制度変更や運用実態の変化も見

込まれるため、導入可能性調査において詳細かつ明確な裏づけを把握しつつ、調査を実施

することが重要である。 
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  オ 多様な公民連携手法の検討 

○ ＰＰＰのなかでＰＦＩが常に最も妥当な手法であるということはなく、全国の事例でも

定期借地権や市街地再開発事業と絡めたＰＦＩ事業も現れてきている。従来のように、直

営かＰＦＩかの二者択一ではなく、ＰＦＩ以外のＰＰＰも含めて比較検討することが重要

となっている。 

○ したがって、事業の発案段階においてＰＰＰの適性についても検討を行い、適性が確認

された事業については、ＰＦＩの導入可能性調査と併せて当該ＰＰＰ手法の導入可能性も

調査することとする。 

 

カ 庁内関係所属との協議・連携 

○ 導入可能性調査を実施する過程では、法制面・財政面・技術面等における専門的分野の

検討事項も含まれるため、事業主管課は必要に応じて、当該事項に関係する庁内の各関係

所属と協議・連携を行いながら、調査を進めることが重要である。 

 

(4) ＶＦＭの評価 

○ 導入可能性調査においては、「Ⅰ１(3) ＶＦＭの検証」で示した考え方に基づき、当該

事業をＰＦＩ事業とすることにより効率的かつ効果的な事業の実施が見込めるかどうか、

ＶＦＭの評価を行い検討していく。 

○ ＶＦＭの評価にあたっては、提供されるサービス水準が同一であるとの仮定の下、ＰＳ

Ｃ（県が直接事業を実施する場合の公的財政負担の見込額の現在価値）と、ＰＦＩのＬＣ

Ｃ（ＰＦＩ事業として実施する場合の公的財政負担の見込額の現在価値）を用いた、事業

コストの比較による定量的な評価を行うことを基本とする。 

○ また、ＰＦＩ事業として実施することにより民間に移転できるリスクの評価を行う。リ

スク評価については、可能な限り定量的な評価により金銭価値へ換算した上で、ＰＳＣへ

の上乗せを行うなどして事業コストの調整を行う。 

○ さらに、定量化が困難なもので、ＰＦＩ事業として実施することにより期待できるその

他の質的な事項があれば、客観性を確保した上で質的な評価を行う。 

○ このように、コストの比較による定量的評価、リスク評価、その他の質的な評価の結果

を総合して、ＶＦＭの評価を行う。 

○ 事業主管課は比較するコストを可能な限り合理的かつ客観的に積算できるように努め、

そのための情報収集や情報分析にアドバイザーの専門的能力を積極的に活用することが重

要である。 

○ その他、必要に応じて、関係所属との協議・調整を行うこととする。 

    【導入可能性調査におけるＶＦＭ評価の概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト比較による定量的評価
「ＰＳＣ－ＰＦＩのＬＣＣ」

※サービス水準は同一と仮定

リスク評価
(リスク移転の見込み等)

その他の質的評価
（サービス水準の向上等）

ＶＦＭの評価（総合的評価）
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 ア コスト比較による定量的評価 

   (ｱ) ＰＳＣの算定 

○ ＰＳＣ（県が直接事業を実施する場合の公的財政負担の見込額の現在価値）の算定に

あたっては、次の項目及び検討内容の例並びに『ＶＦＭに関するガイドライン』を踏ま

えて検討する。 

  【ＰＳＣ算定項目の例】 

算定項目（例） 検討内容（例） 

施設整備段

階 

開業準備費 人件費 設計委託や工事請負業務の入札、契約締結、完成検

査、精算業務等に要する人件費 

設計監理費 基本設計費、実施設計費、工事監理費 

調査費等 周辺影響調査費、電波障害対策費、各種負担金 等 

建設費 

（施工費） 

建築工事費 基本計画等における見積額、先行事例を踏まえた推

計額 

設備工事費 基本計画等における見積額、先行事例を踏まえた推

計額 

その他工事費 外構工事費、除却工事費 等 

資金調達計

画及び支払

利息等 

一般財源 初期投資に係る一般財源支出額 

起債 起債の種別、起債対象事業費、充当率、発行額（元

金）、返済方法、金利、支払利息、手数料 等 

国庫支出金

等 

補助金・交付金等の対象事業費、補助率、補助金額 

等 

維持管理・

運営段階 

維持管理費 維持管理業務に要する人件費、業務委託費、経常的

修繕費 

修繕費・更新費 施設機能の維持保全のための計画的な修繕費 

運営費 施設運営業務に要する人件費、業務委託費 

保険料 火災共済保険料 等 

その他 割引率 長期国債利回りなどリスクフリーレートの過去の平

均値から算出 

インフレ率 消費者物価指数やＧＤＰデフレータなど物価指数の

過去の平均値から算出 

 

   (ｲ) ＰＦＩのＬＣＣの算定 

○ ＰＦＩのＬＣＣ（ＰＦＩ事業として実施する場合の公的財政負担の見込額の現在価値）

の算定にあたっては、次の項目及び検討内容の例並びに『ＶＦＭに関するガイドライン』

を踏まえて検討する。 

○ 県からＰＦＩ事業者に対して支払うサービス購入料以外に、事業者選定に要する費用

や、ＰＦＩ事業に関する公租公課などの県の収入も含めて算定する。 

【ＰＦＩのＬＣＣの算定項目の例】 

算定項目（例） 検討内容（例） 

施設整備段

階 

開業準備費 人件費 ＰＦＩ導入に要する人件費（アドバイザーの選定、

実施方針、特定事業の選定、民間事業者の選定、契

約の締結等の所要の手続き）、モニタリング費用 

アドバイザ

ー費用 

アドバイザリー業務委託費 

調査費等 既存施設のアスベスト調査費 等 
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維持管理・

運営段階 

サービス購入料 民間事業者の採算性を確保できる適正な水準のサー

ビスに対する対価（委託費）、施設整備費に係る割

賦元金及び割賦利息、維持管理・運営費 等 

モニタリング費用 モニタリング（サービス水準、ＳＰＣの財務・経営

状況）に要する人件費、委託費 等 

公租公課 不動産取得税など県税収入分 

その他 資産譲渡価格 有償譲渡の場合に計上（ＢＴＯ方式は対象外） 

割引率 長期国債利回りなどリスクフリーレートの過去の平

均値から算出 

インフレ率 消費者物価指数やＧＤＰデフレータなど物価指数の

過去の平均値から算出 

 

   (ｳ) サービス購入料の算定 

○ 前記「ウ ＰＦＩのＬＣＣの算定」においてＰＦＩのＬＣＣを構成する「サービス購

入料」については、ＰＦＩ事業者が事業を実施する上で要する費用及びＰＦＩ事業者の

利益によって決定されるものである。 

○ したがって、想定されるサービス購入料の算定にあたっては、後記「イ 事業成立性

の検討」を行いつつ、次の項目及び検討内容の例を踏まえて検討する。 

【サービス購入料の算定項目の例】 

算定項目（例） 検討内容（例） 

施設整備段

階 

開業準備費 開業費 周辺環境影響調査費、許認可手続関係費、所有権移

転費用 等 

設計監理費 設計費、工事監理費 

調査費 周辺影響調査費、電波障害対策費、各種負担金 等 

建設費 

（施工費） 

建築工事費 
先行事例（ＰＦＩ事業、民間発注工事）や民間から

のヒアリング調査を踏まえた推計額 
設備工事費 

その他工事費 

資金調達計画 
資金調達 

出資金、借入金、借入条件（金利、返済期間、支払

利息等） 

建中金利 整備期間中の資金需要（建設費等）に対する調達方

法 

維持管理・

運営段階 

維持管理費 
ＰＳＣで算定した費用を基に、先行事例や民間から

のヒアリング調査を踏まえた推計額 
修繕費・更新費 

運営費 

公租公課 不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許

税、法人税等 

割賦原価・減価償却費等 事業の枠組みに応じた会計処理を想定して計上 

保険料 火災共済保険料 等 

その他 資産譲渡価格 有償譲渡の場合に計上（ＢＴＯ方式は対象外） 

割引率 長期国債利回りなどリスクフリーレートの過去の平

均値から算出 

インフレ率 消費者物価指数やＧＤＰデフレータなど物価指数の

過去の平均値から算出 
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イ 事業成立性の検討 

   ○ ＰＦＩ事業として成立するためには、ＶＦＭが達成されていることに加えて、ＰＦＩ事

業者の利益が確保できること及びＰＦＩ事業者による資金調達が可能であることなど、民

間事業として成立することが必要となる。 

  ○ 具体的には、前記「ア(ｳ) サービス購入料の算定」に基づいて算定したサービス購入

料が、ＰＦＩ事業者の損益計画、資金収支計画等を想定して計算したものであるか、また

民間事業者が求める適正な利益、配当を織り込んだものであるかに留意して、事業の成立

性を確認することとなる。 

  ○ 一般的に、事業成立性をはかる指標として、ＰＦＩ事業者の立場からは利益・配当等収

益性に関する指標が、また、事業への融資者の立場からは借入金返済の安全性に関する指

標が用いられる。 

○ 各々の指標は、ＰＦＩ事業に関係する様々な利害関係者が求める収益性・安全性を示し

ており、その意味するところは同じではないため、それぞれの指標の意味を理解した上で

事業の特性に応じて適切な指標により判断することが必要となる。 

 

【参考】ＰＦＩ事業の成立性をはかる指標 

（『ＶＦＭに関するガイドラインの一部改定及びその解説』及び『地方公共団体におけるＰＦＩ事業導入

の手引き』（平成17年３月、内閣府民間資金等活用事業推進室）より引用） 

 

≪ＰＦＩ事業者の収益性に関する判断指標≫ 

■ＰＩＲＲ（事業内部収益率：Project Internal Rate of Return） 

・事業期間を通じた事業自体の収益性・投資利回りを計るための指標。リターンに相当するものが事業

から生じるフリーキャッシュフロー、投資に相当するものが建設費等の投資額となる。具体的には、

フリーキャッシュフローの現在価値総額と投資額の現在価値を比較し、これら両者が等しくなる割引

率として算出される。 

・ＰＩＲＲが対象事業の資本コストよりも高くないと事業としては成立しない。ここで、資本コストと

は、融資者が要求する借入れ金利と、出資者が求める最低限のＥＩＲＲを、それぞれの比率によって

加重平均した合成レートである。融資者や出資者は対象事業の特性や将来見込み、リスク等を踏まえ

て、貸出金利や返済条件、求める配当利回りなどを検討するため、資本コストは事業ごとに異なるこ

とになる。よって、十分な市場調査等を行う必要がある。 

・なお、融資者に対する元利払は、出資者への配当に優先する。出資者は、相対的に高いリスクに見合

う高いリターンを得ようとすることになり、通常はＥＩＲＲ＞ＰＩＲＲ＞借入金利、の関係が成り立

つ。 

 

■ＥＩＲＲ（株式内部収益率：Equity Internal Rate of Return） 

・事業期間を通じた出資金等（資本金等）に対する収益性・投資利回りを計るための指標。リターンに

相当するものが株主配当等、投資に相当するものが出資等となる。具体的には、対象事業から生じる

出資者に帰属するキャッシュフローの現在価値総額と出資等の現在価値を比較し、これら両者が等し

くなる割引率として算出される。この指標はＰＩＲＲと同様の考え方に基づくが、出資金等に対する

投資利回りを算出するものであり、事業全体の投資利回りを算出するものではない点が異なる。 

・出資者が求める最低限のＥＩＲＲの水準は、リスクなどに応じ事業ごとに異なるため、同様に十分な

市場調査等を行う必要がある。 

 

≪事業の安全性に関する判断指標≫ 

■ＤＳＣＲ（Debt Service Coverage Ratio） 

・期間ごとの借入金の元利金返済の安全性を把握するための指標。ある期間中に対象事業から発生する

キャッシュフロー（すなわち返済原資）を、その期間中の元利返済所要額で割った倍率で示される。

元利金返済が滞りなく行われるためには、ＤＳＣＲが１.０倍以上あることが最低条件であるが、通常

は、リスクの顕現化に伴うキャッシュフローの変動を吸収できるようにするため、相応に高い水準の

ＤＳＣＲが求められる。必要なＤＳＣＲの水準は、リスクなどに応じ事業ごとに異なるため、充分な
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市場調査等を行う必要がある。 

 

■ＬＬＣＲ（Loan Life Coverage Ratio） 

・借入期間にわたる元利金返済前キャッシュフローの現在価値が借入元本の何倍に相当するかを示すも

の。 

・事業会社の返済能力を分析する指標として用いられ、当該指標が１．０を下回ると、元利金返済前の

キャッシュフローだけでは借入元本の返済ができない状態を示すこととなる。 

・金融機関が融資をする際の判断指標となる。  

「ＬＬＣＲ＝Σ（元利金返済前キャッシュフローの現在価値）／借入元本」 

 

  ウ ＶＦＭの向上 

   ○ コスト比較により定量的に評価されるＶＦＭは、事業の内容や特性に応じて大きく変動

するものである。例えば、一般的なシミュレーションの下では、施設整備よりも維持管理・

運営の比重が高い事業のほうが、よりＶＦＭが向上する傾向がある。 

○ また、民間収益施設を併設して事業者独自の収入源を確保したほうが、よりＶＦＭの向

上が期待できる。 

   ○ さらに、「公と民の調達金利の差」問題を踏まえると、施設整備費の資金調達を県が実

施することにより、ＶＦＭの向上が見込める場合も考えられる。 

   ○ このように、事業範囲や事業期間などの事業の枠組みについては、事業の特性に合わせ

て最適に構築することでＶＦＭの向上が図られる可能性があることに留意して、ＶＦＭの

評価を行う。 

 

 (5) 調査受託者の選定 

○ 導入可能性調査の受託者（アドバイザー）の選定にあたっては、原則として競争性を確保

して選定するものとする。 

○ アドバイザーの実績、ノウハウ、専門知識、及び検討対象事業と本県のＰＦＩ活用に関す

る考え方に対する理解度等を総合的に判断して選定できる公募型プロポーザル方式の活用が

有効である。 

 

 (6) 調査設計 

  ○ ＰＦＩ事業においては、事業実施に向けた諸条件を把握し、要求水準書（案）等を作成し

ていくために、導入可能性調査と併せて調査設計を実施すると効率的である。 

  ○ 調査設計は、「Ⅰ２(3)ア 設計の範囲」で示した事項を参考に、必要なものについて実施

する。 
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５ ＰＦＩ導入段階 

 

５－１ アドバイザリー業務委託と推進体制 

 

(1) アドバイザリー業務の概要 

○ 利用調整会議においてＰＦＩ事業として実施との方向性が確定した案件は、その後、事業

の詳細な枠組みを練り上げていくとともに、実施方針の公表、特定事業としての選定及び事

業者の選定などＰＦＩ事業の実施に向けた具体的な手続きに入っていく。 

○ ここで、具体的な各手続きを実施していくにあたっては、導入可能性調査と同様に、広範

かつ複雑で専門的な仕組みとなるＰＦＩの特徴を考慮して、専門的知識を有する外部アドバ

イザーからの業務支援を受けることが有効である。 

○ したがって、基本的には、ＰＦＩ事業の実施にあたって必要な民間事業者の選定手続き等

に係るアドバイザリー業務（以下、「アドバイザリー業務」）を外部に委託した上で、事業実

施に向けた各手続きに取り組むこととする。 

○ アドバイザリー業務に係る実施体制及び基本的な業務内容については、「Ⅱ２(1) アドバ

イザーの活用」における記載事項に基づくこととする。 

 

(2) 契約相手方の選定 

○ 事業主管課は、利用調整会議においてＰＦＩ事業実施の方向性が確定された後、アドバイ

ザリー業務の委託に係る必要な予算を確保した上で、契約相手方となるアドバイザーの選定

を行う。 

○ アドバイザーの選定にあたっては、競争性を確保した選定方法によることを原則とする。

ただし、業務の連続性から導入可能性調査の受託者がアドバイザリー業務を実施することの

有効性も考えられることを踏まえ、最適な相手方を合理的に選定することとする。 

○ アドバイザリー業務の契約相手方となるアドバイザーは、当該ＰＦＩ事業の入札等に参加

しようとする民間事業者とコンサルタント契約等を締結することが利益相反の観点から認め

られないことに留意する。 

  ○ アドバイザリー業務の範囲は、後述する各手続きのうち、実施方針の策定・公表に関する

支援から事業契約の締結までを基本とする。ただし、必要に応じて、事業契約の締結後に実

施される融資金融機関との直接協定の締結やモニタリング実施要領の策定に関する支援など

を対象に加えることも考えられる。 

 

 (3) 推進体制の確立 

  ○ 事業主管課は、ＰＦＩ事業実施に向けた各手続きを適切かつ円滑に進めるため、財産経営

課及び営繕計画課を含めた事業の推進体制を確立し、実施方針の策定など必要な手続きを進

めることを基本とする。 

  ○ 事業主管課は、実施方針の策定などＰＦＩ事業実施のために要求される手続きの準備作業

を進めるとともに、事業予算について財政課と調整を行うため、実施方針（案）、要求水準

書（案）及び契約書（案）などの作成及び調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



36 

５－２ ＰＦＩ事業者選定評価委員会 

 

 (1) ＰＦＩ事業者選定評価委員会の位置づけ 

  ○ ＰＦＩに関する５原則３主義に掲げられている公平性・透明性の原則及び客観主義に鑑み

て、透明性を確保しつつ公正かつ客観的にＰＦＩ事業者を選定するため、専門的知識を有す

る外部有識者を構成員に含めたＰＦＩ事業者選定評価委員会（以下、「評価委員会」）を設置

し、必要な事項については評価委員会において各委員の意見を聴取するものとする。 

  ○ 評価委員会の委員のうち学識経験者として位置づけられる委員は、地方自治法施行令で規

定されている総合評価一般競争入札において意見を聴く必要のある学識経験者（２名以上）

を兼ねるものとする。 

  ○ 評価委員会における意見聴取結果に関わらず、事業者選定に際しての最終的な権限及び責

任は県に帰属することに留意する。 

 

(2) 委員の選任 

  ○ 評価委員会の専門性及び客観性を確保するため、委員の半数以上は県の外部から選任する

外部委員とするとともに、外部委員のうち学識経験者が２名以上となるように選任するもの

とする。 

  ○ 外部委員は、財産経営課が事業主管課との協議を経て、ＰＦＩ手法に精通した有識者、金

融実務に精通した有識者、建築及び設備に精通した有識者、当該事業分野に精通した有識者、

及び地元の行政関係者などの中から、事案に応じて適切に選任するものとする。 

  ○ 外部委員に当該事業分野に精通した有識者又は地元の行政関係者を選任する場合等におい

ては、事業主管課による委員の推薦機会を設けることとする。 

  ○ 県の職員をもって充てる委員には、総務局財産経営部長、県土整備局建築住宅部長、事業

主管部長等が就任することとする。 

 

 (3) 評価委員会の所掌事項と運営方法 

  ア 所掌事項 

○ 次の事項について各委員から意見を聴取する。 

    【評価委員会の所掌事項】 

     ①実施方針の策定 

     ②事業者選定方式 

     ③特定事業の選定 

     ④要求水準書、モニタリング基本要領の策定 

     ⑤入札説明書（募集要項）、落札者決定基準（優先交渉権者選定基準）の策定 

     ⑥提案審査 

 

  イ 運営方法 

   ○ 評価委員会の事務局は財産経営課に置き、別に定める要綱にしたがって運営を行うこと

とする。 

   ○ 事業主管課及び営繕計画課は事務局の一員として参加し、資料作成や事業内容及び技術

面に関する協力・支援を行う。 

   ○ 評価委員会の運営にあたっては、客観性及び透明性を確保しつつ、公正な検討・審議に

努めることとするが、公表することにより民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれのあるものは公表しないよう留意する。 

   ○ 県の「附属機関等の設置及び会議公開等運営に関する要綱」及び情報公開条例に則って

評価委員会を運営することとし、委員会公開の取扱いや委員会で知り得た秘匿情報の取扱
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いなど、情報の管理には細心の注意をはかることとする。 

 

 

 

５－３ 実施方針の策定 

 

 ○ 実施方針とは、ＰＦＩ事業としての実施に向けて事業の概要や事業者の選定方法等について

早期に示すことにより、民間事業者をはじめとする関係者による事業参入の検討を促し、また

関係者との対話が効果的に実施されていくよう、公平性及び透明性原則にしたがって策定し、

広く公表を行うものである。 

○ ＰＦＩ事業（特定事業）として実施するためには、法第５条及び第６条の規定にしたがって、

まず実施方針を策定し公表しなければならない。 

○ ＰＦＩ法改正により創設された、実施方針の策定に関する民間事業者からの提案に係る制度

（以下、「民間提案制度」）に基づき、民間事業者から提案があった場合は、「Ⅱ７(1)ア 民間

提案制度の活用」における記載事項にしたがって対応する。 

 

 (1) 実施方針策定の見通しの公表 

  ○ 法第10条の２及び法施行規則第２条に基づき、原則として毎年度当初、当該年度における

ＰＦＩ事業に関する実施方針の策定の見通しがある場合は、ホームページへの掲載など所定

の手続きにより広くこれを公表するものとする。 

  ○ 法第10条の２並びに法施行規則第２条及び第３条に基づき、少なくとも毎年度一回、10月

１日を目途として、公表した策定の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場

合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。 

   

 【公表事項】 

    ①特定事業の名称、期間及び概要  

②公共施設等の立地  

③実施方針を策定する時期  

 

 (2) 実施方針に定めるべき事項 

  ○ 実施方針において定めるべき事項については、法第５条第２項で規定されており、これに

従って策定する。具体的には、次のような項目を記載することが必要となる。 

 

 

  【実施方針の記載項目及び具体的内容の例】 

記載項目 具体的内容（例） 

特定事業の選定に関する事項 ■事業内容に関する事項 

・事業名称、公共施設等の種類、公共施設等の管理者等の名称 

・事業の目的 

・事業の基本的な枠組み（事業範囲、事業類型、事業期間等） 

・関係法令及び許認可事項 

・指定管理者の指定の有無（「公の施設」の場合） 

・公共施設等運営権を設定する場合は所要事項 

■特定事業の選定に関する事項 

・評価方法、評価基準 

・選定結果等の公表方法 
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民間事業者の募集及び選定

に関する事項 

・事業者の選定方法（総合評価一般競争入札か公募型プロポー

ザルか） 

・選定手順及びスケジュール 

・応募手続き、応募者の備えるべき参加資格要件 

・評価方法、評価結果の公表方法 

・提出書類の取扱い 

・民間事業者との対話等の実施方法（質問回答、説明会、個別

対話等） 

民間事業者の責任の明確化

等事業の適正かつ確実な実施

の確保に関する事項 

・予想される責任及びリスクの把握と公民間のリスク分担 

・事業において提供を求めるサービス水準 

・公共施設等の管理者等による支払に関する事項 

・事業の実施状況の監視（モニタリング） 

公共施設等の立地並びに規模

及び配置に関する事項 

・施設の立地条件、土地に関する権利状況 

・計画施設の規模や性能などの諸要件 

事業契約の解釈について疑義

が生じた場合における措置に

関する事項 

・事業契約等の解釈に疑義が生じた場合の対応方法（関係者協

議等） 

・裁判管轄の指定 

事業の継続が困難となった場

合における措置に関する事項 

・債務不履行発生時における県による対応措置 

・直接協定による金融機関等の事業介入等 

法制上及び税制上の措置並

びに財政上及び金融上の支援

に関する事項 

・活用可能と想定される各種法制上、税制上の支援措置等（補

助金、税制上の優遇措置等） 

【参考】その他特定事業の実

施に関して必要な事項 

・議会の議決及び債務負担行為に関する事項 

・環境配慮及び環境影響評価に関する事項 

・県内企業の参画に関する考え方 

 

(3) 実施方針と併せて公表すべき資料 

○ 次の資料のうち要求水準書（案）は、民間事業者に意見招請を行うなどして相互の意思疎

通を深めていくため、実施方針と同時に検討・策定し、公表する。 

○ その他の資料は、可能な限り実施方針と同時に策定して公表することが望ましい。 

 

【実施方針と併せて公表すべき資料の名称及び概要】 

資料名 概 要 

要求水準書（案） 県が必要としている最低限の施設性能やサービスの水準を

定めた文書の案 

モニタリング基本要領（案） ＰＦＩ事業者から提供されるサービス水準及びＰＦＩ事業

者による財務・経営状況が、要求水準及び事業継続に必要な

適切な水準を満たしているかといったことを確認・監視（モ

ニタリング）するため、モニタリングの対象業務や実施方法

等の基本的枠組みを定めた文書の案 

落札者決定基準（案） 

(優先交渉権者選定基準（案）) 

価格、参加資格及び要求水準書等を基にした評価項目及び

配点を設定し、民間事業者からの提案を採点し評価するため

の基準を定めた文書の案 

契約書（素案） 

（条件規定書（案）） 

 ＰＦＩ事業に関する責任及びリスクの分担その他契約当事

者の権利義務を定めた文書の素案 
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ア 要求水準書（案） 

   ○ 要求水準書（案）で記載すべき主な事項は次のとおりである。 

  【要求水準書（案）の項目及び記載内容の例】 

項目（例） 記載内容（例） 

(1)全体概要  事業目的、期待する効果、施設概要、業務概要等など事業全

体を通じての県の考え方 

(2)基本要件 遵守すべき法令・基準、施設規模、主要な業務など事業実施

に必要な基本的な要件 

(3)施設整備業務の要件 整備対象となる施設の用途・規模・性能・設備、引渡時期等

についての最低限の要件 

(4)維持管理業務の要件 維持管理業務の目的、目的が実現されていると判断できる日

常的な施設機能・施設環境の状態、非常時・緊急時における対

応と確保されるべき施設管理機能・施設環境の状態、目的実現

に不可欠と考えられる必須業務の実施方法 

(5)運営業務の要件 運営業務の目的、目的が実現されていると判断できる日常的

な施設運営の状態、非常時・緊急時における対応と確保される

べき施設運営機能の状態、目的実現に不可欠と考えられる必須

業務の実施方法 

(6)参考資料 ＰＦＩ事業者がより効果的な提案を行うために有益な情報 

（利用者数等の需要量など過去の実績、類似施設の状況、県が

有望視している想定の業務方法論） 

 

○ ＰＦＩ事業では、民間事業者の創意工夫を最大限に引き出すため性能発注を行うこととなる。

したがって、要求水準書（案）の作成にあたっては、整備する施設の配置、構造、工法、資材

等の具体的な仕様の特定については必要最小限とし、公共が最終的に求める最低限のサービス

の水準のみを性能規定（アウトプット仕様）で示すこととする。 

○ 性能規定では、実際にその水準を満たしているかどうかの判断を客観的に行えるようにする

ため、あいまいさを排除し、具体的で明確な要求水準として設定することが重要である。 

○ 法制上の制約、公共性の確保及び適切なリスク管理のために必要かつ合理的な範囲内で、要

求水準の一部に仕様規定を入れることも考えられる。 

 

イ モニタリング基本要領（案） 

   ○ モニタリングを実効的に実施できる仕組みを構築するため、要求水準の達成状況を計測

するためのモニタリング対象業務を設定し、その確認方法を含めてモニタリング全体の基

本的な枠組みを基本要領（案）として示す。 

○ モニタリングは要求水準書及びサービス購入料の支払と連動するため、実施方針と併せ

て早期の段階で基本要領（案）を公表することにより、民間事業者がモニタリングに関す

る諸費用やその影響を見積もることが可能となる。 

○ モニタリング基本要領（案）に記載すべき主な事項は次のとおりである。 

 

 

  【モニタリング基本要領（案）の項目及び記載内容の例】 

項目（例） 記載内容（例） 

(1)基本的事項 要領の目的、位置づけ、モニタリング実施体制、モニ

タリング実施要領の策定方法、モニタリング実施要領と

の関係 等 
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(2)施設整備段階のモニタリング モニタリング対象業務と判断基準、モニタリング方法

（工事着手の立会い、工事完了検査の立会い等）、要求

水準未達成の場合の措置 等 

(3)維持管理・運営段階のモニタリ

ング 

モニタリング対象業務と判断基準、モニタリング方法

（日常・定期・随時モニタリング）、業績評価と利用可

能性評価、要求水準未達成の場合の措置（修復機関、ペ

ナルティポイント、サービス購入料の減額措置等）、要

求水準を上回る取組みの評価（ボーナスポイント、リカ

バリーポイント等）、モニタリング結果の公表 等 

(4)ＰＦＩ事業者の財務・経営状況

のモニタリング 

 財務モニタリングの対象業務、県への財務書類等の提

出、財務モニタリングへの協力義務 

(5)モニタリング方法の見直し  モニタリング対象業務や方法の見直しについての考え

方 

 

   ○ モニタリングの対象業務とその方法は、要求水準と同様にできるだけ客観的かつ明確に

示し、要求水準の達成状況の判断において民間事業者との間で解釈の相違が生じないよう

に工夫する必要がある。 

   ○ その他、「Ⅱ６－２ モニタリング実施要領の策定」を参考に、モニタリング実施要領

の策定及び具体的なモニタリングの実施を意識して基本要領を策定する。 

 

  ウ 落札者決定基準（案）と契約書（素案） 

   ○ 落札者決定基準（案）及び契約書（素案）の策定にあたっては、「Ⅱ５－６(3)オ 落札

者決定基準の策定」及び「Ⅱ５－６(3)キ 契約書（案）の作成」を参考に行う。 

 

(4) 実施方針の策定にあたっての留意事項 

○ 実施方針では、ＰＦＩ事業における県の関与、想定されるリスク及びその分担をできる限

り具体的に明らかにする。 

○ 民間事業者による事業への参入の検討が容易になるよう、実施方針は可能な限り早期に、

具体的で分かりやすく策定し、公表することが重要である。 

○ 基本方針において、「実施方針は、公表当初において相当程度の具体的内容を備えた上で、

当該特定事業の事業内容の検討の進行に従い、順次詳細化して補完することとしても差し支

えない」とされていることに鑑みて、公表を行う。例えば、導入が確定していない交付金で

あっても予定と断った上で記載しておき、事業の実施手続きの進行過程で結論が確定した時

点でこれを修正し、公表していく方法をとることで、民間事業者に対する早期の情報提供が

可能となる。 

  ○ 実施方針の中で、事業の実施に当たって必要な許認可等及び事業者が行い得る施設の維持

管理・運営の範囲、適用可能な事業者への補助金及び融資等について具体的な内容を可能な

限り明らかにする。 

  ○ 実施方針の策定等にあたっては、財政課及び財産経営課に回議する。 

○ 実施方針を変更したときには、変更後の実施方針を遅滞なく公表するよう努める。 

 

(5) 評価委員会における意見聴取 

  ○ 実施方針及び同時に公表すべき資料については、評価委員会において各委員から聴取した

意見を踏まえて策定及び公表を行う。 
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 (6) 実施方針等の公表 

  ○ 実施方針を策定した後、事業主管課はその内容を要求水準書（案）等の資料と併せて記者

発表やホームページへの掲載により速やかに公表する。 

  ○ また、必要に応じて説明会を実施する。 

 

 (7) 質問回答・意見招請 

  ○ 事業に対する民間事業者の理解を深め、創意工夫の発揮された優秀な提案を引き出すため

に、実施方針等に関して民間事業者から質問及び意見を受け付ける。 

  ア 質問回答 

   ○ 質問の受付にあたっては、民間事業者の検討期間を確保するために、公表後２週間を目

安とする一定以上の期間を置いてから行うものとする。 

   ○ 質問の受付及び回答にあたっては、公平性及び透明性を確保するため書面により行うと

ともに、質問と回答を併せて公表することとする。ただし、特殊な技術やノウハウ等に関

する事項で、公表することにより民間事業者の権利や競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるものについては公表しない。 

 

  イ 意見招請 

   ○ 質問回答とは別に、実施方針及び要求水準書（案）等に対して民間事業者が意見を述べ

る機会を設けるため、意見招請の手続きをとる。 

○ 受け付けた意見は、必要に応じて特定事業の選定や民間事業者の募集手続きに反映させ

る。 

   ○ 県財務規則では、意見を受け付ける期日の前日から起算して少なくとも30日前までに県

公報により公示することとされていることに留意する。 

 

 (8) 民間事業者との対話 

  ○ 運営の比重が高く、かつ運営内容を規定するために民間事業者の知見が重要となる事業や、

複合施設、意匠性の高い建物等、発注者の意図を明確に伝えるのが困難と考えられる事業に

ついては、事業に対する民間事業者の理解を深めるとともに、県が合理的で実現性のある発

注を行えるようにするために、書面による質問回答とは別に、実施方針等に関する民間事業

者との対話を行うことが有効である。 

○ 対話の形態としては、民間事業者と個別に行う意見交換が考えられるが、対話を実施する

場合には、実施方針においてその方法等を示しておくこととする。（入札公告後の対話の実

施を予定している場合も同様に示す。） 

○ 対話の内容は書面により記録し、質問回答と同様に、公平性及び透明性の確保のため、民

間事業者の権利や競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除いて公表す

ることとする。このため、対話の実施時には、公表すべき情報と秘匿すべき情報を明確にし

ておく。 

 

 

 

５－４ 特定事業の選定 

 

 ○ 特定事業の選定とは、法第６条の規定に基づき、実施方針を公表した事業について、ＰＦＩ

事業として実施することが適切であると認める手続きのことである。 

○ 特定事業の選定にあたっては、基本方針に基づき、当該事業の実施可能性等を勘案しつつ、

効率的かつ効果的に事業を実施できることを基準として評価する。 
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 ○ 効率的かつ効果的な事業の実施に係る具体的な評価については、基本方針及びＶＦＭに関す

るガイドラインに基づき、「Ⅰ１(3) ＶＦＭの検証」で記載したとおり、ＶＦＭの評価を基本

としつつ、ＰＦＩ事業としての実施可能性などその他の評価も踏まえて、総合的に評価するこ

ととする。 

 

 (1) 特定事業の選定に係る客観的評価 

  ○ 特定事業の選定を行う場合には、法第８条の規定により、ＰＦＩ事業とすることによる効

果及び効率性に関する評価を含めた「客観的な評価」を実施し、この結果を公表しなければ

ならない。 

○ 特定事業の選定に係る客観的評価は、ＶＦＭの評価を基本として実施する。 

○ ＶＦＭの評価にあたっては、「Ⅱ４－３(4) ＶＦＭの評価」で記載した導入可能性調査の

結果に基づき、その後の実施方針等に関する民間事業者からの意見招請や計画の修正等を踏

まえて、次の①～④のとおり詳細に精査して実施する。 

 

① コスト比較による定量的評価 

  ・ この段階においては、民間事業者の計画がまだ明らかになっていないことから、基本

的に公共サービス水準は同一と仮定した上で、事業の実施期間全体に係るコストの比較

により定量的な評価を行う。 

・ 具体的には、ＰＳＣとＰＦＩのＬＣＣを比較して、その差額を定量的評価の結果とす

る。 

・ ただし、導入可能性調査等において、ＰＦＩ事業による明らかな公共サービス水準の

向上が定量的に見込めている場合は、客観性を確保した上で、その金銭価値を評価に加

えることも考えられる。 

・ また、県の財政負担の見込額の算定にあたっては、財政上の支援に係る支出、民間事

業者からの税収その他の収入等が現実に見込まれる場合においてこれらを調整する等適

切な調整を行って、将来の費用（費用の変動に係るリスクをできる限り合理的な方法で

勘案したものとする。）と見込まれる財政負担の総額を算出の上、これを適切な割引率

を用いて現在価値に換算することにより評価する。 

 

② 民間事業者に移転するリスクに係る評価 

 ・ コスト比較による定量的評価において、ＰＦＩのＬＣＣには、ＰＦＩ事業者が負担す

ると想定したリスクの対価が含まれているため、ＰＳＣにおいても、これに対応したリ

スクを県が負う場合の財政負担の見込額として加えること（リスク調整）が必要となる。 

 ・ 具体的なリスク調整については、まず『ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガ

イドライン』を参考とした上で、ＰＳＣに参入するリスクを特定する。 

・ 次に、コストオーバーランやタイムオーバーランに係るリスク負担など、ＶＦＭに対

して影響度が大きいと考えられるリスクを中心に、定量化を行う。 

・ ＰＳＣに算入するリスクの定量化とは、その事業を県が実施する場合に、県が負うで

あろう金銭的負担の期待値ということができる。したがって、リスクが顕在化したとき

に県が負う財政負担とその発生確率の積により表すこととする。 

 ・ また、定量化が困難なリスクについては、客観性を確保した上で、定性的な側面を評

価する。 
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【参考】『ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン』（平成20年７月15日改定、内閣府） 

…（中略）… 

(9) もうひとつの方法は、これをさらに簡略化して、あるリスクに関し、各年度毎ではなく、事業期間

を通じて財政負担が発生する確率とその場合に想定される財政負担額（現在価値）の２つの数値を想

定し、この積で計算するというものである。 

(10) あるリスクについて、財政負担が発生した場合の負担額とその発生確率は、リスクの種類や事業

の置かれた状況等によってさまざまであり、本ガイドラインにおいてその指標を統一的に示すのは困

難である。それぞれの公共施設等の管理者等において、その経験や市場調査等によって得られたデー

タ等をもとに想定することが適当である。なお、今後のリスクの定量化のため、それぞれの公共施設

等の管理者等においてリスクに関するデータの蓄積を図ることが有益である。 

(11) また、これ以外に保険料の見積もりをリスクの定量化に用いることも可能である。あるリスクに

ついて、これを適切にカバーするために保険契約を結ぶことが可能である場合、どの程度の保険料を

必要とするかという額で定量化するものである。 

 

③ その他の質的な評価 

・ ①コスト比較による定量的評価及び②民間事業者に移転するリスクに係る評価以外の、

ＰＦＩ事業として実施することによる便益など質的な事項を評価する。 

・ 具体的に想定される質的な評価としては、効率的で機能的な施設になることなど定量

化が困難な公共サービス水準そのものの向上、事業実施の時期が早まること及び県にお

ける財政支出の平準化などが考えられる。 

 

【参考】その他の質的な評価の方法の一例 

その他の質的評価については、評価委員会において全委員の賛同が得られた評価のみを採用するなど

して、可能な限り客観的な評価を行うものとする。 

 

④ 総合的評価 

・ ①～③の評価結果を踏まえ、県が直接実施する場合とＰＦＩ事業として実施する場合

を比較して、ＰＦＩ事業として実施した場合に効率的かつ効果的に実施できると見込め

るかどうかを総合的に評価する。 

 

 (2) 評価委員会における意見聴取 

  ○ 特定事業の選定及びこれに係る客観的評価の内容については、透明性・客観性を確保する

ため、評価委員会において各委員から聴取した意見を踏まえて選定する。 

 

 (3) 特定事業としての選定と公表 

○ 特定事業の選定を行ったときは、法第８条及び基本方針の規定にしたがい、記者発表やホ

ームページへの掲載等により、その判断結果及び評価の内容を「客観的な評価」として速や

かに公表する。特定事業の選定を行わないときも同様とする。 

○ 評価結果を公表する際は、その後の事業者選定における正当性を阻害すると考えられるも

のを除いて可能な限り同時に公表し、評価の透明性・客観性の確保に努める。 

  ○ なお、特定事業の選定及び公表にあたっては、財政課及び財産経営課に回議する。 
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５－５ 債務負担行為の設定 

 

 ○ ＰＦＩ事業で締結される契約は複数年度にわたる契約となり、県が将来にわたって債務を負

担する行為に該当するため、その事業期間における総事業費について債務負担行為を定める必

要があり、議会の議決を得なければならない。 

○ 県の予算執行を伴わない独立採算型の事業については、債務負担行為の設定は必要ない。 

 (1) 債務負担行為の設定時期 

  ○ 入札公告は「申込みの誘引」に該当し、予算執行の一部と解されているため、総合評価一

般競争入札方式によるＰＦＩ事業の場合、その社会的影響も考慮して、入札公告前までに債

務負担行為を設定することとする。 

○ 債務負担行為に基づく予算執行の効力は、当該債務負担行為を設定した年度内に限られる

ため、債務負担行為設定の翌年度に契約を締結することとなった場合には、翌年度に改めて

債務負担行為を設定し直す必要があることに留意する。 

○ 公募型プロポーザル方式の場合には、随意契約方式という特性から、仮契約の締結までに

債務負担行為を設定しておく。 

 

 (2) 債務負担行為の設定額 

  ○ 債務負担行為は、設定時期に留意しつつ、特定事業の選定に係る客観的評価において算定

された事業費等を基に、施設整備費及び維持管理・運営費を含め事業期間全体に係る総事業

費を基礎として設定する。 

○ 債務負担行為の設定額は実際の支出予定額となるため、現在価値に割り引く前の金額とな

ることに留意する。 

  ○ ＰＦＩ事業費には、物価や金利など将来変動する要素が含まれるため、そうした不確定要

素による金額の将来変動を考慮して限度額を設定する必要がある。具体的には、過去10年程

度の平均値を用いて推定するなど、将来の金利上昇や物価上昇といった変動にも一定の対処

が可能となるように設定する。 

○ 当初の予想を上回る変動により事業費が限度額を超える見込みとなった場合でも、原則と

して当初の債務負担行為の変更はできないので、新規に債務負担行為を設定する必要がある。 

 

 (3) 債務負担行為における留意事項 

  ア 期間 

   ○ 地方自治法上、債務負担行為の期間に係る上限は設けられていないため、債務負担行為

の設定期間はＰＦＩ事業の契約期間と一致させる。 

 

  イ 名称 

   ○ 債務負担行為の名称は、「（施設名称）特定事業費」とする。なお、予算上の事業名につ

いても、事業期間全体の総事業費を包含する事業名としては、「（施設名称）特定事業費」

という名称を用いる。 

 

  ウ 後年度の財政負担 

   ○ ＰＦＩにおける債務負担行為は、効率的かつ効果的な公共施設等の整備のために設定さ

れるものであり、「もっぱら財源調達の手段として設定する債務負担行為」（昭和47年９月

30日付け自治導第139号）には該当しないと解される。 

○ 一方、後年度の財政負担への影響を踏まえ、平成12年９月に策定した本指針（改訂前）

では、リース・ＰＦＩ事業に係る施設整備費の限度額の目安を1,000～1,500億円と設定し

ていた。こうした経緯を踏まえ、ＰＦＩ導入にあたっては、債務負担行為の設定により生
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じる後年度の財政負担への影響について十分留意する必要がある。 

○ また、財政の健全性を確保する必要性から、ＰＦＩ事業における債務負担行為に係る支

出のうち、施設整備費や用地取得費に相当するもの等公債費に準ずるものは、「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率の算定対象となることに留意

する。 

 

 

 

５－６ 事業者選定 

 

 (1) 事業者選定の考え方 

  ○ ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の募集及び選定にあたっては、「公平性原則」に則り競

争性を担保しつつ、「透明性原則」に基づき手続の透明性を確保するため、法第７条第１項

により公募の方法等により実施することとされている。 

○ 公募による事業者選定方法としては、総合評価一般競争入札方式と公募型プロポーザル方

式の二通りが想定されるが、ＰＦＩ事業では、総務省通知を踏まえ、契約の特性上、価格の

みならず維持管理・運営の水準、リスク分担のあり方、技術的能力及び企画能力等を総合的

に勘案して相手方を選定する必要があることから、原則として総合評価一般競争入札を用い

ることとする。（「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」、平成12年３月29日付け自治

事務次官通知） 

○ 事業者の選定にあたっては、評価委員会において各委員から聴取した意見を踏まえて、県

が最終的な判断を行うものであることに留意する。 

○ その他、次の事項に留意する。 

① 可能な限り民間事業者の創意工夫が発揮されるように、性能発注を基本とすること 

② 民間事業者の提案準備期間に配慮すること 

③ 応募者の負担を軽減するよう配慮すること 

④ 客観的な評価基準を設定すること（やむを得ず定性的な評価基準を用いる場合でも、評

価結果の数量化により客観性を確保すること） 

⑤ 契約書案の提示により、できる限り契約の条件を明示すること 

⑥ 民間事業者に質問の機会を与えるとともに、質問及び回答などの情報提供に当たっては、

公平性を確保するため他の応募者にも公表すること 

⑦ 本指針に記載のない詳細事項については、県の『財務規則』、『財務規則の運用について』

及び『県土整備局における総合評価方式の試行に関する運用ガイドライン〔建設工事編〕』

等の庁内における入札関連規定及び「かながわ方式」（※）による入札制度等を踏まえて、

必要に応じて関係所属との協議に基づき適正に決定すること 

 

※かながわ方式 

 平成18年度から実施し、制度内容を改定してきた新入札制度。主として予定価格が250万円を超え

る入札案件について、原則として条件付き一般競争入札を導入し、電子入札システムで実施すると

いうもの。 

 

 (2) 事業者選定方法 

  ○ 事業者選定方法としては、総合評価一般競争入札方式と公募型プロポーザル方式の二通り

があるが、前述のとおり、ＰＦＩ事業では原則として総合評価一般競争入札方式を採用する

ことから、以下では主に総合評価一般競争入札方式を中心に記載する。 
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ア 総合評価一般競争入札方式 

○ 地方自治法施行令第167条の10の２に定める一般競争入札の一つであり、価格だけでな

くその他の条件を総合的に勘案し、発注者にとって最も有利な申込みを行った者を落札者

として決定する入札方法である。地方自治法施行令及び「公共工事の品質確保の促進に関

する施策を総合的に推進するための基本的な方針」（平成17年８月26日閣議決定）を踏ま

え、同方式による場合は次の３点を遵守する。 

① 事前に落札者決定基準を定めること 

② 総合評価一般競争入札方式を行おうとするとき、 

落札者決定基準を定めるとき、 

落札者決定基準の決定に係る学識経験者への意見聴取において、落札者を決定しよ

うとする際に改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札

者を決定しようとするときに、 

あらかじめ評価委員会において学識経験者の意見を聴取すること 

     ③ 総合評価一般競争入札を採用する旨及び落札者決定基準について入札公告で公告す

ること 

○ 一般競争入札との位置づけから、原則として落札者決定後の契約書（案）など契約関係

文書の内容変更はできないとされている。ただし、一切の変更が許容されないものではな

く、競争性の確保に反しない場合に限り変更が許容されるとの見解も国において出されて

いる。 

 

【参考】「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合

せ」（平成18年11月） 

４．落札者決定後の応募条件の変更について 

(1) 変更の最小化について 

落札者決定後において、契約書案、入札説明書等、応募条件の変更を行うことは、競争性を損な

うおそれがあることから、落札者の決定の前段階において対話を行うことで、できるだけ発注者と

応募者の認識の不一致を解消し、落札者決定後に契約書案、入札説明書等の内容の変更を最小化す

るよう努めることが重要である。 

他方、PFI事業においては、個々の事業者の事業提案内容が、必ずしも予め発注者が契約書案、

入札説明書等を作成する段階で想定し得る範囲内のものであるとは限らないため、落札者決定後の

契約書案、入札説明書等の内容の変更は一切許容されないものでなく、競争性の確保に反しない場

合に限り変更は可能である。 

(2) 競争性の確保に反しない例 

同じコストで質が向上する場合や、質が同じでコストが低減できる場合は、競争性の確保に反す

るものとはいえない。なお、要求水準書に関しては、その変更により競争性に影響する可能性が高

いことから、落札者決定後から契約締結の間に変更が生じないよう留意するべきである。 

 

○ 一般競争入札の一種であるため、落札者が契約を締結しないときには、再度入札を行う

か、一定の条件の下、落札金額の範囲内で随意契約を行うことができる。 

 

  イ 公募型プロポーザル方式 

○ この方式は、公募により事業に係る企画提案を募集し、あらかじめ示された評価基準（優

先交渉権者選定基準）にしたがって提案者の優先順位を決めた後、最優先順位の者を優先

交渉権者として契約の交渉を行う随意契約方式である。 

○ 前記のとおり、ＰＦＩ事業においては総合評価一般競争入札方式によることを原則とす

るが、例外として合理的な理由があり、地方自治法施行令第167条の２第１項各号及び県

の財務規則に規定される随意契約の要件を満たす場合（ＷＴＯ政府調達協定の適用を受け

る契約では、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令」第
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10条第１項の規定も満たす場合）に限り、公募型プロポーザル方式を採用することができ

る。ただし、この場合にあっても、「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」（平成12

年３月29日、自治事務次官通知）による通知事項に留意する。 

○ 総合評価一般競争入札方式と異なり、提案者からの提案内容を踏まえて契約の細部を規

定していくことが特徴であるが、公平性の観点から、条件規定書で定めた基本的事項の変

更までは認められない。 

○ 随意契約の一種であるため、優先交渉権者との交渉が不調に終わった場合には、次順位

者と交渉することができる。 

 

  ウ 事業者選定手続きの流れ 

   ○ 事業者選定手続きに着手するにあたっては、まず入札説明書等を策定することとなる。 

○ その後、入札公告、質問回答等、資格審査、参加者との対話、提案審査、落札者の決定

といった手順を踏んで事業者を選定することとなる。 

   ○ 総合評価一般競争入札方式及び公募型プロポーザル方式における事業者選定手続きの基

本的な流れを図示すると次のとおりとなる。（ただし、「公共工事の品質確保の促進に関す

る法律」（以下、「品確法」）第13条第１項前段及び第14条の規定で認められている取組み

は実施しない場合を想定している。） 

○ なお、各手続きの詳細については後述する。 
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【事業者選定手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※品確法第13条第１項・第14条を

適用しない場合 

報
告

公募型プロポーザル方式

事業契約の締結

質問回答

参加者との個別対話

入札公告

入札

最も有利な提案の選出

基本協定の締結

ＳＰＣの設立、仮契約の締結

債務負担行為の設定

総合評価一般競争入札方式

募集要項等の公表

債務負担行為設定

事業者選定基準（落札者決定基準または優秀交渉権者選定基準）の策定

議会の議決

質問回答

参加者との個別対話

提案書の受付

最優秀提案の選出

基本協定の締結

ＳＰＣの設立、仮契約の締結

Ｐ
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Ｉ
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で
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提案審査（総合評価または提案評価）

基礎審査

定量化（加点）審査

参加表明書

資格審査

資格確認結果の通知・公表

基礎審査

入札価格の審査

客観的評価の公表
客観的評価の公表

見積価格の審査
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   ○ 法第７条の３では、品確法の第12条第４項本文、第13条第１項前段、及び第14条の規定

を準用するとされていることから、これらの規定により、入札等の競争参加者に対する提

案の改善機会の提供や、高度な提案を求める場合の予定価格の設定等が可能となっている

ことに留意する。 

   

【参考】品確法の手続きに沿った場合に想定される予定価格の設定等に係る流れ 

出典：『関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン（平成24年度版）』 

     （平成24年８月、国土交通省関東地方整備局） 

「図4-1 高度技術提案型の入札・契約手続の基本的な流れ」より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 入札説明書等の策定 

○ 事業者選定に係る入札公告の実施に向けて、入札説明書のほか必要な資料を策定する。 

○ 公募型プロポーザルでは、入札と異なり優先交渉権者選定後の契約交渉が認められている

ため、契約書（案）に代えて契約書を構成する基本的な骨子のみを示した条件規定書という

形で公表する。 

○ 入札公告と併せて公表する入札説明書等は、ＰＦＩ事業における事業者選定の最終条件の

提示となり、入札実施後の変更が基本的に認められないため、慎重に検討して正確に記載す

る。 

○ 入札公告又は公募型プロポーザル方式における公募時に公表する資料は次のとおりである。 
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【入札公告等における公表資料】 〔 〕内は公募型プロポーザル方式の場合の名称 

①入札説明書〔募集要項〕本編及び付属資料 

   ②要求水準書 

   ③モニタリング基本要領 

④落札者決定基準〔優先交渉権者選定基準〕 

   ⑤基本協定書（案） 

   ⑥契約書（案）〔条件規定書〕 

  ○ 入札説明書以外の公表資料の策定・公表にあたっては、財政課及び財産経営課に回議する。 

 

  ア 入札説明書の策定 

   ○ 入札説明書（本編）は概ね次の事項から構成されるが、事業の特性に応じて、記載内容

等を検討する。 

○ 公募型プロポーザル方式における募集要項においても、基本的に同様の考え方に基づい

て策定する。 

 

【入札説明書（本編）の記載事項の例】 

項目（例） 記載内容（例） 

(1)事業概要 事業名称、事業目的、施設概要、関連法令、事業範囲、業務の要求水

準、事業期間、事業方式、事業の対価の支払い、事業終了後の措置 等 

(2)事業者選定方法 選定方法、ＷＴＯ政府調達協定の適用の有無 等 

(3)応募要件等 応募者の構成、参加資格要件 等 

(4)入札参加手続 入札スケジュール、入札説明書の閲覧、説明会の実施、質問回答、入

札参加資格の確認、入札参加の辞退 等 

(5)入札方法等 入札方法、提出文書、開札、提案書類等の取扱い、留意事項 等 

(6)落札者決定等 評価委員会の設置、評価方法、評価事項、個別ヒアリングの実施、落

札者の決定、入札結果の通知及び公表 等 

(7)提示条件 事業の枠組み、事業実施状況に係るモニタリングと提出文書、土地使

用の形態、ＳＰＣの設立、応募グループの構成員の役割、県とＳＰＣ

の責任分担 等 

(8)契約手続等 基本協定の締結、契約保証金、特定事業契約の締結、契約書の公開 等 

(9)その他 県内企業の参画に関する考え方 等 

 

○ 入札説明書の内容を補足するため、付属資料として次のような資料を添付することも考

えられ、特に重要な事項や図表等で示した方が分かりやすい内容のものなどを付属資料と

してまとめる。 

   

【入札説明書（付属資料）の記載事項の例】 

資料名（例） 記載内容（例） 

(1)事業者に支払うサー

ビス購入料について 

サービス購入料の構成の改定・支払方法・内訳、利用料金収入の設定・

改定、モニタリングによるサービス購入料の減額 等 

(2)リスク分担表 実施方針で提示した内容から意見招請等を踏まえた最終案を提示 

(3)土地利用条件等 公有地利用の条件、地質調査の結果概要、使用料の設定 等 

(4)各種様式集 説明会参加申込書、質問書 等 

(5)その他事業に関する

参考資料 

生活環境影響調査結果の概要、周辺地域のまちづくり計画、実施方針

公表時からの変更箇所、意見招請の結果一覧 等 
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  イ 県内企業の参画についての考え方 

   ○ ＰＦＩ事業においても県内企業の参画を促すため、県内企業の参画に係る県の考え方や

民間事業者に期待する点について入札説明書に記載し、応募者における県内企業の参画に

向けた自主的な努力を促すことが有効と考えられる。 

   ○ なお、県内企業の参画促進や物品・資材等の県内調達を推進することにより、地域経済

の活性化を図ることを事業の目的に加える場合は、事業者提案の評価において、当該目的

の達成に貢献する提案を適切に評価することも有効と考えられる。 

 

  ウ 参考価格の事前公表 

   ○ 県財務規則上の解釈から、予定価格の事前公表は認められない。 

○ ＰＦＩ事業においては、性能発注及び一括発注が採用されることにより、発注者の求め

る施設性能やサービス水準を応募者が的確に把握するために多大な負担が生じるとともに、

高度で高水準の提案をすることに注力した提案者が、予定価格を超過して入札したために

落選してしまうことも起こりうる。 

○ このため、応募者の効率的な提案作成を促し、予定価格の範囲内で高水準の提案を引き

出すことを目的として、予定価格とは別に、適当な提案の水準の目安を示す参考価格を作

成し、事前に公表することも考えられる。 

 

  エ 要求水準書及びモニタリング基本要領の策定 

   ○ 要求水準書及びモニタリング基本要領は、実施方針の公表時に公表した案を基に、その

後の民間事業者との対話を経て変更がないかどうか、予定価格との整合性がとれているか

を確認し、入札公告に向けて最終的に確定させる。 

○ モニタリング基本要領は、モニタリングの対象業務を設定し、その判断方法を含めたモ

ニタリング全体の基本的な枠組みを示すもので、実際のモニタリングは、基本要領を基に

契約締結後に策定するモニタリング実施要領にしたがって実施されることとなる。 

   ○ 要求水準書とモニタリング基本要領は、入札金額及びサービス購入料の支払いとの連動

性が非常に高く、ＰＦＩ事業の成否を大きく左右するため、事前の各検討段階において練

り上げた案を基に改めて見直して、慎重に策定する。 

 

  オ 落札者決定基準の策定 

   ○ 落札者決定基準は、民間事業者からの提案を評価するための客観的な基準であるため、

提供を受けるサービス水準、価格、事業の実現性などの評価項目、評価基準及び配点を設

定する。 

○ 事前に公表した落札者決定基準（案）を基に、その後の検討による変更を踏まえて確定

させる。 

   ○ 公募型プロポーザル方式においても同様の考え方に基づき、事業者選定基準に係る評価

項目、評価基準及び配点を客観的に設定することとする。 

   ○ 落札者決定基準の記載事項の例は、次のとおりとなる。 
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【落札者決定基準の記載事項の例】 

記載事項（例） 記載内容（例） 

(1)基本的な考え方 提案審査の基本的な考え方や視点等 

(2)選定方法 総合評価一般競争入札方式の採用に係る説明、同方式の枠組み（①資

格審査、②提案審査）、同方式の流れ 等 

(3)資格審査、評価項目 資格審査の要件、提案審査における基礎審査の確認項目・確認方法、

提案審査における定量化審査の評価項目・評価基準と配点、定量化審

査における得点化の方法 等 

(4)落札候補者の選定 最も有利な提案の選定方法、同点の場合の取扱い 等 

(5)評価委員会の役割 評価委員会における評価と報告、知事による落札者の決定 等 

 

  カ 基本協定書（案）の作成 

   ○ 基本協定書は、応募グループが落札者として選定されたことを確認するとともに、落札

者が設立するＳＰＣと県とのＰＦＩ事業契約の締結に向けて、双方の義務について必要な

事項を規定することを主たる目的として締結するものである。 

   ○ ＳＰＣの設立期限や出資条件など、事業の円滑な実施に必要な事項についても定められ

る。 

   ○ 基本協定書が応募者の権利義務を拘束する性質があることから、入札公告と併せて案を

提示しておく必要がある。 

   

【基本協定書（案）の記載事項の例】 

記載事項（例） 記載内容（例） 

(1)県及び落札者の義務 県及び落札者のＰＦＩ事業契約締結に向けた努力義務 

(2)事業予定者の設立 落札者の構成企業がＳＰＣ設立の義務を負うこと 

(3)株式処分の制限 落札者の構成企業がＳＰＣの株式に係る譲渡等処分の制限を受けるこ

と 

(4)業務の委託等 落札者の構成企業は、事業実施に係るＳＰＣの業務を各構成企業及び

協力企業に委託または請け負わせる義務を負うこと 

(5)事業契約の締結 事業契約の締結期限 等 

(6)準備行為 落札者の構成企業が事業実施に必要な準備行為を実施し、その結果を

ＳＰＣに引き継ぐ義務を負うこと 

(7)事業契約不調時の

処理 

事業契約の締結に至らなかった場合の処理 等 

(8)秘密保持 県及び落札者が基本協定に関して知り得た秘密を保持する義務 

 

  キ 契約書（案）の作成 

   ○ 実施方針の公表時に作成した契約書（素案）を基に、その後の民間事業者との対話を踏

まえ、できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確に必要事項を記述したＰＦＩ事業契

約書（案）を作成する。 

○ 公募型プロポーザル方式の場合には、条件規定書の作成となる。 
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   (ｱ) 契約書（案）の記載事項 

  

【契約書（案）の記載事項の例】 

記載事項（例） 記載内容（例） 

(1)総則 事業目的、用語の定義、事業概要、事業スケジュール、事業用地、資

金調達、許認可関係、特許権の使用、責任（リスク）の負担、関係者

協議会の設立 等 

(2)施設の設計 調査等の実施、設計の実施、設計図書の変更、県によるモニタリング 

等 

(3)施設の施工 施設の建設等、施工計画書、第三者の使用、工事監理者の設置、県に

よる確認、工期の変更、第三者への損害、県によるモニタリング、完

工及び引渡し 

(4)施設の維持管理及

び運営 

業務の実施、県によるモニタリング、第三者への損害、条件変更に伴

う費用の負担、サービス購入料の支払、サービス購入料の改定方法と

指標の確認方法、モニタリングとサービス購入料の減額 等 

(5)契約金額 契約金額 

(6)契約期間及び契約

の終了 

契約期間、契約終了時の措置 

(7)債務不履行等 事業継続が困難となる事由（債務不履行、法令変更、不可抗力、県・

事業者の帰責事由による契約解除等）、事業継続に必要な措置（協議、

追加費用の負担等）、契約終了時の措置 

(8)その他 県内企業の参画に向けた努力義務規定、紛争の解決手段、公租公課の

負担、契約上の地位の譲渡、財務書類等の提出、秘密保持、情報公開 

等 

 

   (ｲ) 契約書（案）作成にあたっての留意事項 

    ○ 長期契約となるＰＦＩでは、事業期間中に当初定めていた前提条件や事業に関する施

策的な需要といった事業環境が大きく変化する事態も想定されるため、契約書（案）の

作成にあたっては、そうした事業環境の変化にも可能な限り円滑に対応できるような枠

組みを確保することが重要である。 

    ○ ＰＦＩ事業者から提供されるサービス水準に応じて対価を支払う業績連動型を採用す

ることから、要求水準書及びモニタリングと連動したサービス購入料の支払メカニズム

を客観的かつ明確に規定しておく必要がある。 

    ○ こうしたＰＦＩの特徴を踏まえ、契約書（案）の作成にあたっては次の点に留意する。 

① 県内企業の参画に向けた努力義務等 

      ・ 県内企業の参画を促す政策的見地から、ＰＦＩ事業者には、事業の安定性を失わ

ない範囲で、県内企業を協力企業に含めるなどして県内企業の参画及び県内経済の

活性化に向けて努力する義務があることを明記する。 

・ あくまで努力義務であり、当該努力義務の実施状況を理由として県は何らの負担

もＰＦＩ事業者に課せないことを前提とする。 

      ・ 将来にわたってＰＦＩを効果的に活用していく上での参考とするため、ＰＦＩ事

業者は、県内企業の参画予定及び実際の活用実績など県内企業の参画状況について、

事業期間中において継続的に県に報告する義務があることを明記する。 

 

     ② 事業実施に係る説明義務 

      ・ ＰＦＩ事業はあくまで公共事業であり、県とＰＦＩ事業者は対外的な説明責任を
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十分に果たせるようにしておく必要があることから、事業実施の各場面における業

務の実施または判断について、合理的かつ客観的に説明する義務を負うことを明記

する。 

・ 例えば、事業環境の変化に伴って業務の一部を変更する場合、当該業務の実施に

要する費用が合理的かつ客観的に説明がされれば、業務の変更に伴って変更する契

約金額の適正性を対外的に説明しやすくなる。また、ＰＦＩ事業者との協議も円滑

に進めることができる。そのため、費用の実態や内訳についての説明をＰＦＩ事業

者に求めることができる旨を明記する。 

 

     ③ 情報の積極的な公表 

      ・ ＰＦＩにおける透明性原則に鑑みて、ＰＦＩ事業を構築する県とＰＦＩ事業者と

の様々な合意文書及びモニタリングの結果については、ＰＦＩ事業者の権利や競争

上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるものとして保護すべきものを除

いて、原則として県が公表できることを明記する。 

 

     ④ 他の契約関係文書との整合性等の反映 

      ・ 要求水準書や民間事業者からの提案書など、ＰＦＩ事業を構築する様々な契約関

係文書との整合性をとりつつ、実施方針の公表以降の民間事業者との対話の結果を

踏まえ、総合的な視点で契約書条項の見直しを行う。 

      

⑤ 基本方針及びガイドライン等の反映 

 ・ 『基本方針』並びに内閣府の『ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン』、

『契約に関するガイドライン』、『リスク分担に関するガイドライン』及び『ＰＦＩ

標準契約１（公用施設整備型・サービス購入型版）』等を参考としながら、リスク

分担、債務不履行、事業継続の困難時における措置及び事業終了時の取扱い等の重

要事項について、具体的かつ明確に記載されていることを確認する。 

      ・ 最終的な確認にあたっては、アドバイザーを通じて弁護士による確認を経るなど

して慎重に確定させる。 

 

  ク 評価委員会における意見聴取 

   ○ 入札説明書、要求水準書、モニタリング基本要領、落札者決定基準及び契約書（案）の

策定等にあたっては、専門的見地から客観主義に基づき検討を行うため、評価委員会にお

いて意見を聴取する。 

○ 評価委員会において行う落札者決定基準に係る意見聴取は、地方自治法施行令で定める

学識経験者からの意見聴取手続きとして行う。 

   ○ 公募型プロポーザル方式においても、事業者選定における公平性・透明性の確保を図る

ため、総合評価一般競争入札方式と同様に評価委員会において意見を聴取する。 

 

 (4) 入札公告と入札説明書等の公表 

  ○ 入札公告と併せて、記者発表やホームページへの掲載等により、入札説明書等を広く公表

する。 

○ ＷＴＯ政府調達協定が適用される事業は、県公報への掲載が必要となるとともに、入札公

告から入札までの期間を40日以上（急を要する場合は10日以上）確保することとされている

ことなど、「神奈川県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則」を踏まえた取

扱いが必要となることに留意する。 

 



55 

  【ＷＴＯ政府調達協定が適用される入札における留意点】 

項 目 留 意 点 

入札公告 ・入札公告は、入札期日の前日から起算して40日以前に実施（急を要する

場合は10日に短縮できる） 

・入札公告は、県の公報に掲載 

・入札公告の掲載事項中、工事の名称及び数量並びに入札期日等は英語で

も公告 

参加資格 ・事業所所在地要件の設定は禁止 

落札 ・最低制限価格制度の利用は禁止 

・低入札価格調査の実施は可能 

結果公表 ・落札等のあった日の翌日から起算して72日以内に、県公報で当該工事の

名称及び数量並びに落札金額等の所定事項を掲載 

 

 (5) 質問回答 

  ○ 入札説明書等の公表後、実施方針の公表時と同様に質問回答を行う。質問の受付にあたっ

ては、民間事業者の検討期間を確保するために、公表後２週間を目安とする一定以上の期間

を確保してから実施するものとする。 

○ 質問の受付及び回答にあたっては、公平性及び透明性を確保するため、基本的に書面によ

り行うとともに、質問と回答を併せて公表することとする。ただし、特殊な技術やノウハウ

等に関する事項で、公表することにより民間事業者の権利や競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるものについては公表しない。 

○ 運営業務の比重が高い事業や、事業実施の難易度が高いと見込まれる事業などについては、

民間事業者の理解を深めるため、複数回の質問回答の機会を設けることが望ましい。 

○ 入札公告後の質問回答を受けて民間事業者が最終的な提案作成に係る判断を行うと考えら

れるため、回答から入札までの期間は、十分に確保するよう配慮する。 

 

 (6) 資格審査 

○ 入札書及び提案書等の受付に先立って、民間事業者からの参加表明を受け付けた後に、次

の点に留意して入札参加資格審査を実施する。 

  ・ 法第７条の２に規定される欠格事由に該当しないことを確認すること 

・ 「かながわ方式」による従来型の工事発注方式における競争参加資格確認に係る取扱い

に準拠すること（ただし、ＰＦＩが工事や維持管理に関する委託業務など複数業務の一括

発注であることを踏まえて、必要な修正を加えた上で資格審査を行うこと） 

・ 県のアドバイザリー委託業務の受託者又はこれに関与している者でないことなど、ＰＦ

Ｉ事業に特有の資格要件を確認すること 

   ・ 応募グループ（コンソーシアム）の代表企業だけでなく、構成員又は協力企業の資格に

ついても確認すること 

・ 資格確認後は応募者に結果を通知し、参加資格がないと認める理由について応募者から

説明を求められた場合は、速やかに回答すること 

 

 (7) 参加者との対話 

  ○ 運営の比重が高く、かつ運営内容を要求水準書に規定するために民間事業者の知見が重要

となる事業や、複合施設の整備事業、及び意匠性の高い施設の整備を目的とするもので発注

者の意図を明確に伝えるのが困難と考えられる事業については、「Ⅱ５－３(8) 民間事業者

との対話」で記載した考え方を踏まえ、書面による質問回答とは別に参加者との対話を行う

ことが有効である。 
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○ 対話の形態としては、資格審査を経て入札参加資格の確認を受けた参加者との個別対話が

考えられるが、対話を実施する場合には、実施方針においてその方法等を示しておくことと

する。 

○ 対話の内容については書面により記録し、質問回答と同様に、民間事業者の権利や競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除いて公表することとする。このため、

対話の実施時には、公表すべき情報と秘匿すべき情報を明確にしておく。 

 

 (8) 提案審査 

  ア 入札の流れ 

   ○ 資格審査の結果、入札参加資格があると認めた民間事業者については、入札価格及び提

案内容を記載した提案書（以下、「入札書類」）を提出して総合評価一般競争入札に参加す

ることを認める。 

   ○ 入札参加者に対する提案審査は、入札価格の審査、基礎審査、定量化（加点）審査の３

段階で行うことを基本とする。 

   

  イ 入札価格の審査 

   ○ 入札価格が予定価格の範囲内であるかどうかを審査する。 

○ 入札価格が予定価格を上回っている場合には失格となり、次の基礎審査は行わない。 

 

ウ 基礎審査 

   ○ 基礎審査は、提案者の提案が、県が求める最低限の水準を全て満たしているかどうかを

審査するために行う。 

   ○ 基礎審査における審査項目及び審査基準は必須の要件であるから、実際に必要とする必

要最小限の内容に限ること。 

   ○ 審査項目及び審査基準は、客観性を確保するため、可能な限り詳細かつ具体的に記載す

る。 

   ○ 基礎審査の審査項目の例は次のとおりである。 

   【基礎審査項目の例】 

    ・要求水準を満たしているか 

・事業のシミュレーションが適切か 

・事業遂行能力が認められるか 

    ・その他（金融機関からの資金調達を前提とする場合の金融機関からの関心表明書の添付

等） 

 

  エ 定量化（加点）審査 

   ○ 定量化審査は、価格要素と非価格要素をもって総合的に評価する方法をとる。 

 

   (ｱ) 評価項目と評価基準 

    ○ 定量化審査における評価項目は、民間事業者のノウハウや創意工夫の発揮が期待でき

る項目及び客観的評価が可能な項目を設定する。 

    ○ また、公平性を確保するため、特定の供給者を排除しないように設定する。 

○ 評価基準は、評価項目について評価（加点）の対象と認める基準を示すものであり、

客観性を確保するため、原則として定量的に表示し得るものは数値で表すこととし、そ

れが困難で定性的に表示せざるを得ないものについては、可能な限り詳細かつ具体的に

記載する。 

○ 評価基準の設定にあたっては、要求水準書に記載したサービスの水準を仕様として示
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した場合の内容に置き換えたり、民間事業者の提案の幅を予測したりするなどして検討

する。 

○ 評価に際しては、評価基準に基づく絶対評価を原則としつつ、評価項目によっては相

対評価を取り入れることも考えられる。 

○ 定量化審査における非価格票素の評価項目と評価基準の例は次のとおりである。 

 

   【評価項目と評価基準の例】 

評価項目 

大項目（例） 

評価項目 

小項目（例） 
評価基準（例） 

事業の安定性 資金計画の確実性 ・ＳＰＣの資金不足に対して確実性の高い予備費を確保するな

ど、長期的に事業を安定して継続するための具体的かつ実現可

能で優れた提案について、評価する。 

事業の安定性 的確なリスク対応 ・想定される各種リスクに対して効果的に管理又は対処するた

めの具体的かつ実現可能で優れた提案について、評価する。 

施設整備 近隣住民等への 

配慮 

・施設整備期間中の近隣住民等への配慮など近隣対策に係る具

体的かつ実現可能で優れた提案について、評価する。 

施設の配置計画・動

線計画 

・施設の効率的な配置及び明確で短縮化された動線の構築する

ための具体的かつ実現可能で優れた提案について、評価する。 

施設の機能性 ・施設利用者の利便性、快適性、安全性を向上させるための施

設計画に係る具体的かつ実現可能で優れた提案について、評価

する。 

周辺環境との調和 ・施設計画において、事業目的を踏まえつつ、周辺環境等に配

慮した外観又は意匠の工夫に係る優れた提案について、評価す

る。 

長期的な施設計画 ・将来の施設改修及び施設機能の向上に対応できるような、拡

張性・可変性を高める工夫に係る具体的かつ実現可能で優れた

提案について、評価する。 

ＬＣＣの低減 ・光熱費や修繕費などライフサイクルコストの低減に向けて、

効率的な維持管理を可能とする施設整備上の工夫に係る具体的

かつ実現可能で優れた提案について、評価する。 

環境負荷の低減 ・ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）における建

築物環境性能効率（ＢＥＥ）の一定値を基準値とし、基準値以

上の評価値を提案するものについて、評価する。 

維持管理・運営 事業全体の運営 ・業務全体を円滑に統括する工夫や県との連携・連絡を強化す

る工夫に係る具体的かつ実現可能で優れた提案について、評価

する。 

個別業務 ・維持管理及び運営に関する各業務について、業務の特徴、課

題及び重要事項を踏まえた上で、効率的かつ効果的に業務を遂

行するための具体的かつ実現可能で優れた提案について、評価

する。 

事業環境の変化へ

の対応 

・利用者ニーズの変化など事業環境が変化した場合の対応策に

係る具体的かつ実現可能で優れた提案について、評価する。 

利便施設の運営 ・売店やレストランなどの利便施設を運営する上で、利用者の

利便性や満足度を向上させるための具体的かつ実現可能で優れ

た提案について、評価する。 

危機管理体制 ・業務上のミスの予防や、災害やトラブルが発生した場合の対

応など、実効的な危機管理体制を構築するための具体的かつ実

現可能で優れた提案について、評価する。 

その他 福祉や社会的課題

等への対応 

・福祉の推進、工期短縮、地域経済の活性化など事業に応じた

社会的課題等へ対応するための具体的かつ実現可能で優れた提

案について、評価する。 
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   (ｲ) 配点 

    ○ 評価項目ごとの得点配分は、事業の目的等に鑑みて、その必要度及び重要度に応じて

決定するものとする。 

○ 価格要素と非価格要素の配点比率については、事業の目的や運営業務の比重及び重要

性に鑑みて、適切なバランスをとるものとする。 

 

オ 評価方式 

○ 価格要素と非価格要素（技術力・性能・経営ノウハウ・環境影響等）の総合評価の方法

としては、一般的に次の二通りが考えられる。 

○ どちらの評価方式を選択するかは、事業の目的や特性などを勘案し、評価の考え方によ

って決定する。 

  【加算方式と除算方式】 

評価方式 評価方法と特徴 

加算方式 

○ 価格要素と非価格要素の配点をあらかじめ定めて、それぞれの評

価点を加算した総合得点が最も高い応募者を落札者として選定する

方式。 

○ 事業の目的や特性に応じて配点にメリハリをつけることで、評価

項目の重み付けを自由に設定できるため、発注者が重視する評価項

目が応募者に伝わりやすく、発注者の意図に沿った評価を行いやす

い。 

 評価値 ＝ 価格点 ＋ 非価格点 

 

除算方式 

○ 非価格要素の配点のみを定めて、非価格点を入札価格で除算した

総合得点が最も高い応募者を落札者として選定する方式。 

○ 価格当たりの性能等を評価することになり、コストパフォーマン

スを評価することができる。ただし、価格が高くて性能等が良いも

のと、価格が低くて性能等が劣るものとの差別化が困難となるとと

もに、価格の影響力が大きいため、入札価格にばらつきが生じた場

合、価格の優劣に評価が左右されてしまう。 

 評価値 ＝ 非価格点 ／ 入札価格 

 

 

   ○ 加算方式を選択した場合は、更に価格点の評価方法を決定する必要がある。 

 

【参考】『地方公共団体の行うＰＦＩ事業における事業者選定に係る調査報告書』（平成18年６月、総務

省） 

２）除算方式と加算方式 

除算方式及び加算方式について、現在実施している実例をもとに整理すると以下のとおりである。

加算方式を導入した場合は、価格点の評価において、更に最低入札価格除算方式と単位価格除算方式

を選択することとなる。 

 

最低入札価格除算方式 

・ 価格評価点の評価方法の一つであり、最低入札価格をそれ以外

の入札価格で除し点数化する方式。最低入札価格が満点となる。 

【例】 

価格の配点が60点で、Ａ社が100億円、Ｂ社が80億円の場合。 

Ａ社＝80／100×60点＝48点 

Ｂ社＝60点 
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単位価格除算方式 

・ 価格評価点の評価方法の一つであり、一点あたりの価格を決定

し最低入札価格の満点値から控除する方式。 

【例】 

価格の配点が60点、1点あたり5000万円で、Ａ社が100億円、Ｂ社が

80億円の場合 

Ａ社＝60－（100億円－80億円）／5000万円＝20点 

Ｂ社＝60点 

※マイナスとなった場合は0点とみなす。 

 

 

 

  カ 評価委員会における意見聴取 

   ○ 提案審査にあたっては、落札者決定基準にしたがって事務局が作成した評価の案につい

て、評価委員会で各委員から意見を聴取し、意見を踏まえて事業主管課が提案審査を行う。 

○ 審査結果や評価基準の透明性を確保するために、評価委員会における意見聴取結果をま

とめて公表する。ただし、公表することにより、民間事業者の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれのある事項は公表しない。 

 

 (9) 落札者の決定 

  ○ 県は、評価委員会における意見を踏まえて落札者を決定したとき、その旨を落札者あて通

知するとともに、意見聴取結果と併せて公表する。 

○ ＷＴＯ政府調達協定が適用される事業については、落札者の決定から72日以内に公報によ

り公示することが定められていることに留意する。 

○ 選定されなかった応募者から非選定理由の説明を求められた場合には、県財務規則第42条

の４の規定に基づく通知を行うとともに、必要に応じて審査過程について説明するなどして、

公平性及び透明性の原則に配慮した対応を行うこととする。 

 

(10) 客観的評価の公表 

  ○ 法第８条の規定にしたがい、落札者の決定後、落札者の入札書類に基づいてＰＦＩ事業が

実施された場合のＶＦＭを評価し、客観的評価を公表する。 

  ○ 客観的評価の公表時期については、落札者をＰＦＩ事業の実施予定者として選定する行為

である仮契約の締結後とする。 

 

 

 

５－７ 契約の締結と議決 

 

 (1) 基本協定の締結 

  ○ 落札者の決定後、基本協定書（案）に基づいて落札者を構成する各企業と基本協定を締結

する。 

 

 (2) 仮契約の締結 

  ○ 法第９条及び同施行令第３条の規定により、施設等の買入れまたは借入れに係る予定価格

（維持管理・運営に係る金額を除く）が５億円以上のＰＦＩ事業については、事業契約の締

結に先立って議会の議決が必要とされている。このため、基本協定の締結後、契約書（案）

を基に県と落札者との間でまず仮契約を締結し、議会の議決をもって本契約の締結となる。 

  ○ 総合評価一般競争入札方式により選定したＰＦＩ事業者との仮契約の締結にあたっては、
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契約内容について必要最小限の修正を図った上で行う。 

○ 公募型プロポーザル方式の場合には、条件規定書を基に優先交渉権者と行う契約交渉の過

程で細部を決定させた上で行う。 

  ○ 仮契約の締結及びその後の契約議案の提出にあたっては、財政課及び財産経営課に回議す

る。 

  ○ 落札者は、仮契約の締結前までにＳＰＣを設立し、県は当該ＳＰＣと仮契約を締結するこ

ととなる。 

 

 (3) 契約締結の議決（本契約の締結） 

  ○ 議会におけるＰＦＩ事業契約の締結に関する議案の議決をもって、事業契約の締結となる。 

○ 契約締結後は、法第10条の２及び同施行規則第４条の規定にしたがい、次の事項について

公表する。 

   ①事業契約の内容 

・公共施設等の名称及び立地 

・選定事業者の商号又は名称 

・公共施設等の整備等の内容 

・契約期間 

・事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

   ②契約金額（契約金額が存在しない場合を除く。） 

③契約終了時の措置に関する事項 

○ 契約金額の変更を伴う契約変更を行った場合にも、同様に変更後の事業契約の内容及び変

更理由について公表する。 

○ ＰＦＩ事業契約の締結に係る議決を経た場合は、改めて工事請負契約及び財産の取得に係

る議決を得る必要はない。 

 

 

 

５－８ 直接協定の締結 

 

 ○ 直接協定（Direct Agreement:ダイレクト・アグリーメント）とは、ＰＦＩ事業者による事

業の実施が困難となった場合などに、融資金融機関等が公共に対し、公共によるＰＦＩ事業契

約の解除権行使を一定期間留保することを求め、資金供給している融資金融機関等としてＰＦ

Ｉ事業に対して一定の介入（Step-in）をできるようにする協定のことである。公共と融資金

融機関等との間で直接結ばれる。 

○ 直接協定には、ＰＦＩ事業の要求水準の未達や期限の利益の喪失など一定の事項が生じた場

合の公共と融資金融機関等相互の通知義務や、ＰＦＩ事業者が発行する株式や保有する資産に

融資金融機関等が設定しようとする担保権に対する公共の承諾などについて規定される。 

 ○ 直接協定の締結にあたっては、内閣府の『契約に関するガイドライン』及び『ＰＦＩ事業の

課題に関する検討報告書～直接協定の典型例について～』（平成16年７月、ＰＦＩ事業の課題

に関する委員会）等を参考に行うこととする。 
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６ 事業実施段階 

 

６－１ 関係者協議会の設置 

 

 ○ ＰＦＩ事業を円滑に実施するため、ＰＦＩ事業契約の締結後速やかに、県とＰＦＩ事業者等

で構成する関係者協議会を設置する。 

○ 関係者協議会においては、ＰＦＩ事業契約において県と事業者との間で協議を要するとして

いる事項、契約における解釈上の疑義事項及び契約を誠実に履行するために双方の意見の調整

が必要となる事項について協議を行う。 

 ○ 関係者協議会の設置にあたっては、関係者協議会の設置及び運営に関する要綱（以下、「設

置要綱」）の策定について、県とＰＦＩ事業者との間で覚書を締結する方法が考えられる。 

 

 【設置要綱の記載事項の例】 

記載事項（例） 記載内容（例） 

(1)趣旨 設置要綱の策定に係る趣旨、関係者協議会の設置目的 等 

(2)所掌事項 ①契約において、県と事業者との間で協議を要するとしている事項 

②契約における解釈上の疑義事項 

③契約を誠実に履行するために県と事業者との間において意見の調整

が必要となる事項 等 

(3)組織 関係者協議会の構成委員、構成委員の変更、委員長の選任 等 

(4)開催と招集 開催方法、招集手続き、代理出席、委員以外の者の出席 等 

(5)協議・合意方法 協議・合意方法、議事の議決方法、合意事項の遵守 等 

(6)議事録と公開区分 議事録の作成と取扱い、会議の公開・非公開の取扱い 

(7)その他 ワーキンググループの設置、庶務、協議会設置期間、要綱の改正方法 

等 

 

○ 関係者協議会には、事業開始後に生じる様々な課題や調整事項への対応を決する重要な役割

が求められるため、合意方法などの重要事項については、あらかじめ契約書（案）のなかに盛

り込んでおくなどして、ＰＦＩ事業者との解釈の齟齬が生じないよう工夫することが求められ

る。 

 

 

 

６－２ モニタリング実施要領の策定 

 

○ ＰＦＩ事業者の提案内容やそれに基づいて提示される業務仕様書等を踏まえて、モニタリン

グ基本要領を基に、モニタリングの詳細事項を定めたモニタリング実施要領を策定する。 

○ モニタリング実施要領の策定にあたっては、その手続きをあらかじめモニタリング基本要領

で示すこととするが、原則として関係者協議会における協議を経た上で策定するものとする。 

○ その他、『モニタリングに関するガイドライン』（平成15年６月23日、内閣府）を参考に、次

の事項に留意して、適正かつ確実なモニタリングの実施が確保できるように実施要領を策定す

る。 

 ○ なお、ＰＦＩと併せて指定管理者制度を導入した場合には、指定管理者制度としてのモニタ

リングも行う必要がある。 
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(1) 対象業務とモニタリング手法 

  ○ モニタリングの対象業務は、契約書等において事業期間全体にわたってＰＦＩ事業者が提

供すべきとされた業務の全てとする。このため、施設の設計・施工・維持管理・運営に係る

業務以外にも、安定的に事業を運営するために重要なＳＰＣとしての財務・経営状況や、事

業実施状況等の報告義務なども含まれる。 

  ○ 効率的・効果的なモニタリングを行うため、確認方法については、確認者や確認頻度を変

えて、複数の手法を用意するなどして工夫する。例えば、ＳＰＣ自らが主体となって日常的

に実施するモニタリング、ＳＰＣからの業務報告書等を基に月毎など定期的に県が実施する

定期的なモニタリング、緊急時など必要に応じて随時に実施するモニタリングなどを組み合

わせることが一般的である。 

 

 (2) 契約関係事項との連動 

○ モニタリングの対象は契約関係事項の全てであるため、契約関係事項を構成する契約書、

要求水準書、モニタリング基本要領、入札書・提案書、入札説明書・質問回答書、契約締結

後に作成される業務仕様書といった文書、及びサービス購入料の支払との整合性をとりつつ、

これらと連動した仕組みとして機能するようなモニタリングの構築を図る。 

 

 (3) インセンティブの付与 

○ モニタリングにおいては、確認結果が要求水準を満たしていない場合などに、ＰＦＩ事業

者に対してペナルティポイントを付与し、一定の要件の下でサービス購入料の支払停止措置

や減額措置を発動することが考えられる。 

○ これは、提供されるサービス水準を維持する上で有効な仕組みであるが、現実性を考慮し

なかったり即時的に減額したりして、ＰＦＩ事業者に対して過度にリスクを負担させると、

結果的に事業コストの増加につながるおそれもある。 

○ したがって、段階的なペナルティポイント制による緩衝措置を設けたり、ペナルティポイ

ントと相殺できるリカバリーポイント制度（修復措置）を設けたりするなどして、サービス

水準の確保・向上に向けたＰＦＩ事業者へのインセンティブを付与することが有効である。 

    

 (4) 客観的なモニタリングの実施 

○ 契約期間が長期にわたるＰＦＩ事業では、大規模修繕や設備更新が必要な場面が生じるが、

そうした大規模で影響度の高い業務が適正な水準で実施されることを担保するため、可能な

限り客観的なモニタリングの実施を意識する必要がある。 

○ 事業期間を通じて緊張感のある透明で客観的なモニタリングを意識することも重要である。 

○ こうしたことから、次のような取組みの実施を検討し、必要に応じて活用することとする。 

   ・ 庁内において専門的な知見を有する所属から、技術面の評価等に関する支援を得る 

  ・ 外部有識者から、技術面の評価等に関する支援を得る（第三者モニタリング） 

  ・ 施設利用者の満足度調査等により、定性的な事項についても定量化を試みる 

  ・ モニタリングの結果を公表する（ＰＦＩ事業者の権利利益は保護） 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

６－３ 準備・設計段階 

 

 ○ 準備及び設計段階においては、次の事項に留意するとともに、適切にモニタリングを行う。 

・ 設計、許認可取得、施工など施設の供用開始までの間のスケジュールを確認すること 

・ 設計図書等に不備がないことを確認すること 

  ・ 設計図書等と入札時の提案書類との整合性及び設計変更における変更箇所を確認すること 

  ・ 設計業務の第三者委託の有無を確認すること 

  ・ 設計図書等の保管に係るＰＦＩ事業者の責務を確認すること 

 ○ 県内部においては、関係所属と連携した適切なモニタリング体制の整備に努めるとともに、

提出された設計図書等を適切に保管し、引き継いでいくために必要な手続きをとる。 

 

 

 

６－４ 施工段階 

 

 ○ 施工段階においては、次の事項に留意するとともに、適切にモニタリングを行う。 

  ・ 施工計画書及び工事工程表等並びに工事記録の整備・保管状況を確認すること 

  ・ 施工業務の第三者委託等の有無を確認すること 

  ・ 工事監理者の設置状況及び工事監理者からの工事に関する報告を確認すること 

  ・ 入札時に県が示した各種調査の結果と、施工に際してＰＦＩ事業者が認識した実状との相

違の有無を確認すること 

  ・ 近隣住民や周辺環境への影響に配慮した対策の実施状況、第三者への損害及び不可抗力に

よる損害の有無を確認すること 

  ・ 工事の進捗状況を確認し、必要に応じて工事現場で立ち会うこと 

  ・ 工事完了に伴ってＰＦＩ事業者が行う完成検査の結果を確認し、県による完工確認を行う

こと 

  ・ 完工確認の遅延がある場合、所定の責任分担による違約金の有無等について確認すること 

  ・ 完工確認後、所定の手続きによる施設の引渡及び所有権の移転等を確認すること 

  ・ 施設等に係る瑕疵の有無を確認すること 

・ 県内企業の参画状況に係る報告を求め、確認すること 

  ・ ＳＰＣの財務・経営状況を継続的に確認すること 

・ 関係者協議会等における協議結果や合意事項を文書により記録して、適切に管理・引継ぎ

をすること 

 

 

 

６－５ 維持管理・運営段階 

 

 ○ 維持管理・運営段階においては、次の事項に留意するとともに、適切にモニタリングを行う。 

  ・ 維持管理・運営業務の全体に係る仕様書（維持管理・運営仕様書）及び各事業年度の維持

管理・運営業務に係る事業計画書について、契約関係事項との整合性を確認すること 

  ・ 事業環境の変化等による契約関係事項の変更に係る必要性の有無を確認すること 

  ・ 維持管理・運営業務の第三者委託等の有無を確認すること 

  ・ 維持管理・運営期間中に実施する工事がある場合、所定の役割分担による費用負担の有無

を確認すること 

  ・ 維持管理・運営開始の遅延がある場合、所定の責任分担による損害等の負担について確認
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すること 

  ・ 第三者への損害及び不可抗力による損害の有無を確認すること 

  ・ ＳＰＣの財務・経営状況を継続的に確認すること 

  ・ 基準金利や物価指標等によるサービス購入料の適正な改定を確認すること 

  ・ モニタリングの実施結果の客観性を確保すること 

  ・ 関係者協議会等における協議結果や合意事項を文書により記録して、適切に管理・引継ぎ

をすること 

 

 

 

６－６ 事業終了段階 

 

 ○ 事業終了段階においては、次の事項に留意するとともに、適切にモニタリングを行う。 

  ・ ＰＦＩ事業者による施設の状態の検査及び県への説明を確認すること 

  ・ 施設や備品等の処分、引渡し及び原状回復等の適正な実施を確認すること 

  ・ 業務の引継ぎと関係文書の引渡しの適切な実施を確認すること 

  ・ 事業継続の可能性や取扱いを確認すること 

 

 

 

７ ＰＦＩ活用にあたっての留意事項 

 

 ○ 今後、これまで以上にＰＦＩを効果的に活用していくためには、「Ⅰ５ ＰＦＩをめぐる状

況」で記載したようなＰＦＩ法の改正や、ＰＦＩ検証委員会報告で指摘されているような課題

認識を踏まえて、これらに留意しながらＰＦＩの導入を検討していくことが重要である。 

 

 (1) ＰＦＩ法の改正への対応 

  ア 民間提案制度の活用 

   ○ 平成23年のＰＦＩ法改正により、ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定に関する民間事業者

からの提案制度（「民間提案制度」）が創設され、当該提案があった場合に、公共は当該提

案について検討を加え、遅滞なくその結果を当該民間事業者に通知しなければならないこ

ととされた。 

   ○ 民間提案制度に基づき民間事業者が提案を行う場合には、次の文書（民間提案文書）を

提出するものとされている。 

    ・特定事業の案 

・特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類 

・特定事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す書類 

   ○ 県においては、民間提案文書の提出がされた場合、財産経営課がこれを受理し、当該提

案に係る事業主管課と協議を行い、必要に応じて簡易ＶＦＭの算定を実施した上で、当該

提案に係る検討結果の（案）を作成する。 

○ 検討結果（案）は、事業主管課の同意を経て財産経営課が確定させ、民間提案文書の受

理日から30日以内を目途に提案者に通知することとする。 

○ 検討の結果、ＰＦＩ事業としての適性があると見込まれた場合は、「Ⅱ４－２ 庁内横

断的な検討」で定める候補事業としてその後の手続きを進めることとする。 

   ○ なお、民間提案文書には、民間事業者独自のノウハウが含まれている可能性もあるため、

保護すべき事項に留意しつつ、慎重に取扱うこととする。 
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  イ 公共施設等運営権の活用 

   ○ 平成23年のＰＦＩ法改正により、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有

権を公共に留保したまま施設を運営する権利を民間事業者に設定する公共施設等運営権制

度が創設された。 

○ 公共施設等運営権は、施設整備を伴わない既存施設にも適用可能であるとともに、物権

とみなされ、抵当権の設定が可能となっているため、公共施設等運営権の設定を受けた民

間事業者（運営権者）の資金調達が有利となる面が特徴である。 

○ 公共は当該施設の整備に要した費用に相当する金額の全部または一部を、公共施設等運

営権設定の対価として運営権者から徴収することが可能となった。 

○ 公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ（運営権型ＰＦＩ）を実施する場合、条例の定

めるところにより実施方針を定める必要があることに留意する。 

   ○ 運営権型ＰＦＩを実施する場合の詳細については、ＰＦＩ法及び同施行令、同施行規則

に加えて、公共施設等運営権登録令等の関係法令を参照することとする。なお、国におい

てガイドラインが策定された場合には、これらも参考とする。 

 

  ウ 行政財産の貸付制度の拡充 

   ○ 行政財産については、地方自治法第238条の４第１項の規定により、貸付けなどの私権

の設定には制約があるが、平成13年12月及び平成17年８月の法改正により、地方自治法の

規定に関わらない特例として、次のような措置が設けられた。 

 

    〔ＰＦＩ施設が立地する公有地の貸付〕 

     ① 地方公共団体は、必要があると認めるときは、ＰＦＩ事業の用に供するため、行政

財産をＰＦＩ事業者に貸し付けることができる。 

 

    〔ＰＦＩ・民間施設の合築建物が立地する公有地の貸付〕 

② ＰＦＩ事業に係る公共施設等とＰＦＩ事業以外の民間収益施設等とを合築で整備す

る場合、必要があると認めるときは、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨

げない範囲で、ＰＦＩ事業者に貸し付けることができる。なお、当該合築建物に係る

行政財産である土地は、ＰＦＩ事業者から民間施設部分を譲渡された第三者にも貸付

けを可能とする（再譲渡の場合も同様）。 

③ 上記②の貸し付けを受けた事業者が、ＰＦＩ事業終了後も引き続き建物の一部を所

有しようとする場合、必要があると認めるときは、行政財産である土地を、その用途

又は目的を妨げない範囲で、この事業者に貸し付けることができる。 

 

    〔特定施設設置事業において民間施設が立地する公有地の貸付〕 

     ④ ＰＦＩ事業により特定施設（※）の設置事業を実施するにあたり、合築以外の形態

により民間施設を併設する場合、当該民間施設がＰＦＩ事業の実施に資するものであ

れば行政財産である土地をＰＦＩ事業者及びＰＦＩ事業者から特定施設の譲渡等を受

けた第三者に貸し付けることができる（再譲渡の場合も同様）。 

 

※特定施設： 公共施設のうち、熱供給施設、新エネルギー施設等やこれらに準ずる施設として政

令で定めるもの。 

 

   ○ ＰＦＩ導入の検討にあたっては、こうした行政財産の貸付制度を活用することでより効

率的かつ効果的な事業の実施を図れる可能性があるため、施設用地に係る法的規制を踏ま

えた上で、ＰＦＩ事業として実施した場合に、土地や施設の使用に際して余剰空間が生じ
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るかどうかに留意して検討を進めることが重要である。 

 

 (2) 多様な公民連携手法の検討 

  ○ ＰＦＩ検証委員会報告においては、「多様な公民連携手法の検討」について、ＰＦＩは公

民連携手法の先駆けとして制度的にも確立されており、有力な選択肢となりうるものの、指

定管理者制度や市場化テストなどが創設されＰＰＰの選択の幅が広がってきていることを考

慮すると、事業の特性等に応じて最適な手法を選択できるように事業手法を幅広く検討して

いく必要があると指摘されている。 

  ○ こうした指摘を踏まえ、県有施設に関する民間活力の活用にあたっては、以下で示すとお

り、指定管理者制度をはじめ、ＰＦＩ以外の多様なＰＰＰの活用も併せて検討することとす

る。 

○ 公共施設の整備及び維持管理等に関するＰＰＰについては、制度的に確立されていないも

のが多いが、先行事例や一般的な不動産開発事業等で実施されている手法も含めて考えると、

概ね次の表のとおり整理できる。 

   

【ＰＰＰ手法と概要等】 

手法 
主な目的 

(対象業務) 
特徴の分類 概要 

■設計施工

一括発注 
施設整備 発注方式 ・施設の設計及び施工を一括して民間に発注する手法 

■業務委託 
維持管理・ 

運営 
個別業務委託 

・施設の管理運営を包括的に民間に委託（「公の施設」以外のみ可能） 

・施設の管理業務の一部（清掃・警備等）を民間に委託 

■指定管理

者制度※ 

維持管理・ 

運営 

管理運営委託 

(公設民営) 

・施設の管理運営を包括的に民間に委託する手法（「公の施設」が対

象） 

■ＰＦＩ 

(運営権型) 

維持管理・ 

運営 

財産の利活用 

管理運営委託 

・利用料金を収受する公共施設において、民間資金、経営能力及び

技術的能力を活用して、公共施設の維持管理・運営を効率的かつ

効果的に実施する手法で、改正ＰＦＩ法に基づいて実施 

・施設整備を伴わない既存施設に適用 

■合築 

■共同ビル 

施設整備・ 

維持管理 

財産の利活用 

(共設共管) 

・公有地上に整備した施設を公的団体と区分所有し、行政財産であ

る施設用地を貸し付ける手法【合築】 

・公有地と隣地を区分所有の上で施設用地とし、所有の割合に応じ

て、当該用地上に整備した施設を区分所有する手法【共同ビル】 

・管理組合等を設立して維持管理方法等を決定 

■等価交換 
施設整備・ 

維持管理 
財産の利活用 

・公有地の一部（余剰地）を民間に譲渡する代わりに、譲渡地と公

有地上にまたがって民間が整備した施設の床の一部を、譲渡価額

と等価で取得し、施設を民間と区分所有する手法 

■市街地 

再開発事業 

施設整備・ 

維持管理 

財産の利活用 

(民設公営) 

・都市再開発法に従い、区域内の高度利用等を図るため、権利変換

等により区域内の公有地に係る従前の権利をもって、再開発後に

整備される施設に係る権利（「権利床」）を取得する手法 

・事業費は、土地の高度利用によって生み出した余剰床（「保留床」）

を民間事業者に売却するなどしてまかなう 

■土地信託 
施設整備・ 

維持管理 

財産の利活用 

(民設公営) 

・公有地に係る信託契約を民間(受託者)と締結し、受託者が信託目

的に従って施設を整備した後、公共が施設の一部を賃借する手法 

・施設のうち公共が使用しない床（余剰床）を受託者が運用して収

益を上げ、公共はその一部を信託配当として収受する。 

■建物賃借 

(借上ビル) 

施設整備・ 

維持管理 

財産の利活用 

(民設公営) 

・公有地上に定期借地権を設定し、当該借地上に民間が施設を整備

し、公共が施設を賃借して施設運営を行う手法【建物賃借】 

・施設整備に係る初期投資の抑制が可能 

・通常は維持管理等を併せて民間（貸主）が実施 

(民有地上に民間が施設を整備し、公共が施設を賃借する場合は 

【借上ビル】となる) 

■ＰＦＩ 

( 施 設 整 備

型） 

施設整備・ 

維持管理・ 

運営 

財産の利活用 

管理運営委託 

(民設公営/ 

民設民営) 

・民間資金、経営能力及び技術的能力を活用して、公共施設の設計、

施工、維持管理又は運営を効率的かつ効果的に実施する手法で、

ＰＦＩ法に基づいて実施 

・施設整備に係る初期投資の抑制が可能 
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※指定管理者制度の活用について 

○ 「公の施設」をＰＦＩ事業により整備し、ＰＦＩ事業者が包括的に管理運営を行う場合は、事業範囲

等によって指定管理者制度を併せて導入する必要も生じる。その場合は、指定管理者制度の併用につい

て実施方針で公表することと、議会においてＰＦＩ事業契約の議決とは別に、指定管理者の指定に係る

議決が必要となることに留意する必要がある。 

  なお、「公の施設」にＰＦＩ事業者を指定管理者として指定し、利用料金制を導入することにより、次

のようなことが可能となる。 

・利用者からの料金を自らの収入として収受すること 

・条例で定める額の範囲内で知事の承認を得て利用料金を設定すること 

・使用許可を行うこと 

○ 指定管理者制度とＰＦＩの関係、必要な議決事項及び議決のスケジュール等に係る総務省の整理によ

れば、ＰＦＩ法上の契約と指定管理者制度とは、基本的には別個の制度であり、一方の手続きが自動的

に他方の手続きを兼ねるということはできないが、指定管理者の指定に係る議決とＰＦＩ契約に係る議

決を同じ議会において行うことは可能とされている。 

○ 指定管理者制度の導入についての詳細は、『指定管理者制度の運用に関する手引き』（平成21年12月改

正、行政システム改革推進課）及び「指定管理者の選定手続きの見直しについて」（平成23年６月30日、

県庁改革課長通知）を参照することとする。 

 

○ 上記のようなＰＰＰのうち、主として県有施設の整備にあたって目的に応じた有効な活用

が期待できるかどうかについて、「Ⅱ４－１ 事業の発案」にて示した検討手順を経て、Ｐ

ＰＰの適性の確認として実施することとしている。 

○ 適性の確認にあたっては、ＰＰＰの各手法の特徴を十分に踏まえた上で、資料１で示し

た確認手順を参考として検討する。 

○ 県有施設の維持管理・運営にあたっては、施設への広告掲載事業やネーミングライツパー

トナー制度なども併せて検討することが望ましい。 

 

【参考】『ＰＦＩと指定管理者制度について』（平成16年12月15日開催、平成16年度第２回自治体ＰＦＩ推進

センター専門家委員会、総務省配布資料） 
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 (3) 最適な事業の枠組みの構築 

  ○ ＰＦＩの導入にあたっては、ＰＦＩ以外のＰＰＰの導入可能性についても検討することが

重要であるとともに、ＰＦＩ事業として実施する場合に、最適な事業の枠組みを構築する観

点から、次のような事項について留意する。 

 

  ア 資金調達方法の検討 

   ○ 一般的にＰＦＩ事業では、施設整備に係る資金調達を事業範囲に含め、ＰＦＩ事業者が

資金調達を行うことが多い。しかし、「公と民の調達金利の差」を踏まえると、県が資金

調達を行うことでＶＦＭが向上する場合もあると考えられる。 

   ○ このため、県が施設の所有権を保有するＢＴＯ方式であることなど一定の条件を満たす

場合には、「Ⅱ４－３(3)イ④ 資金調達方法」に記載した考え方に基づいて、施設整備費

を県が自己調達する方法を検討することも有効である。 

 

イ 事業範囲と事業期間の精査 

   ○ ＰＦＩ事業における事業範囲と事業期間は、ＶＦＭへ大きく影響を及ぼすものであるこ

とから、ＶＦＭの評価の際には、これらをよく精査し、想定される複数のケースを比較検

討した上で、最適な事業の枠組みを決定する必要がある。 

○ 例えば、「Ⅱ４－３(3)イ① 事業範囲」及び「Ⅱ４－３(3)イ③ 事業期間」における

記載を参考に、一括発注のメリットが期待できない業務は事業範囲から外して個別発注と

したり、施設整備費に係る割賦利息の負担軽減のために事業期間を短縮したりした場合に

おけるＶＦＭを慎重に評価することが重要である。 

   ○ ＰＦＩ検証委員会報告では、「今後のＰＦＩの活用にあたっては、事業環境の変化等に

も柔軟に対応できるような事業スキームの構築に向けた検討が必要であると考えられる。

また、一方で、民間事業者に対して、契約後にも何らかの競争原理を働かせることができ

ないかどうかを視点に置き、更なる検討を深めることが有効と考えられる。」と提言され

ているが、維持管理・運営が長期間にわたるというＰＦＩの特性に着目し、維持管理・運

営に係る各業務とその業務に係る事業期間を見直すことにより、一定の柔軟な対応が可能

となると考えられる。 

○ 例えば、年月の経過とともに諸条件が大きく変動するような業務はＰＦＩの事業範囲か

ら外すことや、当該業務に係る事業期間を短縮することにより、将来の事業環境の変化に

対応できる柔軟な事業の枠組みを構築できる。 

   ○ このように、事業範囲と事業期間を業務ごとに精査することにより、ＶＦＭや事業環境

の変化への対応を勘案したＰＦＩ事業の枠組みを構築することが可能となる。 
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 (4) 事業環境の変化への対応 

  ○ 前記(3)で記載したとおり、ＰＦＩ検証委員会報告では、事業環境の変化へ柔軟に対応で

きる事業の枠組みを構築する必要性が指摘されている。こうした指摘を踏まえ、次のような

取組みを検討することが求められる。 

  ア 柔軟性に配慮した事業の枠組みの構築 

   ○ 前記(3)イで記載したとおり、事業範囲及び事業期間を精査した上で、事業環境の変動

の影響を強く受ける業務は事業範囲から外すこと、または事業期間を短縮することにより、

あらかじめ柔軟性を持たせた事業の枠組みを構築するように留意する。 

 

  イ 契約変更手続きの明確化 

   ○ あらかじめ柔軟性に配慮したＰＦＩ事業の枠組みを構築したとしても、想定しえない事

業環境の変化により、やむをえず各業務の実施方法をはじめ、様々な契約関係事項につい

て見直す必要が生じることもあると考えられる。 

○ そうした場合に備え、契約関係事項の変更手続きを契約書等にて具体的に規定しておく

ことにより、円滑な契約変更等が可能となる。 

 

ウ 業務経費の明確化 

   ○ 「Ⅱ５－６(3)キ(ｲ) 契約書（案）作成にあたっての留意事項」で示した考え方に基づ

き、ＰＦＩ事業の実施に係る業務経費を明確化する仕組みを取り入れる。 

○ これにより、事業環境の変化に伴って業務の一部を変更する場合でも、当該業務の実施

に要する費用を明確に把握できれば、業務の変更に伴う契約金額の変更を円滑に進めるこ

とが可能となる。 

 

(5) ＶＦＭ算定の精度向上 

  ○ ＰＦＩ検証委員会報告では、「ＶＦＭについて、事業手法の決定に関わる重要な指標であ

り、近年では公共工事のコスト縮減が図られてきている状況もあることから、時代の変化に

応じたＶＦＭの算出のあり方について、今後、県が研究を深めていくこと」と提言している。 

  ○ ＶＦＭの算定にあたっては、ＰＳＣとＰＦＩのＬＣＣの比較検討が重要となるため、ＰＳ

Ｃ及びＰＦＩのＬＣＣの積算の精度を上げていくことが重要である。 

  ○ 例えば、ＰＳＣやＰＦＩのＬＣＣの算定にあたっては、可能な限り類似施設における事業

費の実績を積み上げて現実的に積算すること、また、ＰＦＩにおける削減率を採用する場合

は、先行事例における実績を参照するなどして客観的な根拠を用意することなどに留意する。 

 

 (6) 県内企業の参画 

  ○ ＰＦＩ事業においては、一般に事業規模が大きく、ＷＴＯ政府調達協定の対象となる場合

が多いことに加え、民間事業者による長期にわたる資金調達が必要となるとともに、異業種

企業がコンソーシアムを組んで入札に参加する形態がとられるため、地元企業が参加しにく

いといわれる。 

○ このため、県においては、県内企業の育成及び地域経済の活性化という施策目的を実現す

るため、ＰＦＩ事業においても可能な限り県内企業が参画できるように最大限の配慮をする

こととする。 

○ 具体的には、「Ⅱ５－６(3)イ 県内企業の参画に向けた考え方」及び「Ⅱ５－６(3)キ(ｲ) 

契約書（案）作成にあたっての留意事項」で示した取組みを行い、ＰＦＩ事業においても協

力企業として県内企業が参画できるように努める。 

  ○ なお、ＷＴＯ政府調達協定の対象で特例政令が適用される事業について、前記の取組みの

実施を検討する場合には、協定に反することのないよう留意する。 
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 (7) 庁内連携と協力体制の整備 

  ○ ＰＦＩ活用手順の各段階において、事業主管課と財産経営課の役割分担については、「Ⅱ

３ ＰＦＩの活用手順」で示した区分にしたがって行う。 

○ 専門的な見地から検討が必要な場合には、庁内の関係所属へ検討内容について確認を求め

るなど協力を依頼し、部局横断的な連携・協力体制を整備する。 

   

【想定される協力依頼事項等】 

想定される協力依頼事項等 関係所属 

・事業発案段階における施設整備費規模に対する確認及び意見提出 営繕計画課等 

・実施方針、要求水準書、契約書（案）、入札説明書等の文書作成

に係る技術的な確認及び意見提出 

営繕計画課等 

・ＶＦＭの評価にあたって算定する施設整備費の内訳及び単価等に

関する確認及び意見提出 

営繕計画課等 

・事業者選定評価委員会における事務局への参加 営繕計画課 

・指定管理者制度を併用する場合の手続き等に係る協議等 行政改革課 

・維持管理及び運営段階における大規模修繕の実施に係る技術的な

モニタリングの支援等 

営繕計画課等 
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施設整備におけるＰＰＰ導入の適性の確認手順 

 

以下の確認手順を参考に、財産経営課との協議を踏まえて、ＰＰＰ導入の適性を検討する。 

    …適性が見込まれるＰＰＰ手法 

 

施設用地とそれ以外
の余剰地とを切り分
けられるか？

土地全部の所有権
を留保するか？

土地全部の所有権
を譲渡するか？

はい

いいえ
①土地売却型
　ビル借上げ方式

②等価交換方式
③市街地再開発事業いいえ

はい

⑥地代充当型定期借地権活用方式
　（公共施設の整備手法は下記手順
　　で別途検討）

いいえ

いいえ

性能発注が有効か？
民間主導の設計が有
効か？

初期投資を抑制する必
要があるか？
（事業規模、活用可能な
起債、補助金等を踏まえ
て検討）

施設整備と維持管
理運営を一括
して発注するか？

従来型の直営方式
⑨ＶＥ発注方式いいえ

はい ⑩ＤＢ方式
　（設計・施工
　一発注方式）

⑪公費活用型ＰＦＩ方式

いいえ

はい

はい

⑫完全民間資金型ＰＦＩ方式

ＰＦＩ導入検討手続き

計画施設に係る容積に大規模
な余剰が生じうる場合で、合築
可能な相手方がいるか？

⑧合築方式
　（土地の貸付）はい

主に土地利用形態に着目した検討

土地全部を行政目的
で使用するか？
（長期的な土地利用・
施設需要があるか？）

④公有地信託方式
⑤定期借地権活用型
　建物賃借方式
　（土地は普通財産）

はい

いいえ

事業の発案段階（基本的な構想や計画の検討）

いいえ

はい

必要な施設用地面積
は確保できるか？

⑦共同ビル方式
（土地区分所有型）

いいえ

隣地所有者と区分所有
が可能か？

はい

用地買収
移転整備

はい

いいえ

主に施設整備手法に着目した検討

 

【参考】各手法の特徴等を次のとおり整理したので、適宜参考とすること。 

資料１ 
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【各事業手法の特徴等の整理】 

事業手法 
（方式） 

概要 
初期投資 

抑制 
民間ﾉｳﾊｳ 
活用 

◆適性が考えられるケース 

①土地売却型 
施設借上げ 

（賃借条件付き 
土地売却） 

・土地の全部を売却し、民間に施設を
整備させ、床を賃借 

・土地売却金額を借上費用に充当す
ることで総事業費を縮減 

・維持管理は民間が実施 

◎ ◎ 
民間発注 
一括委託 
 

◆短期的・小規模な施設需
要 

◆市場価値が高く、好立地で
容積に余剰がある土地 

 

②等価交換 ・土地の一部余剰地を民間に譲渡す
る代わりに、民間が当該余剰地及び
公有地上に施設を整備 

・整備施設のうち、譲渡した公有地の
価額と等価に相当する分の床を公共
が取得し、民間と区分所有 

・維持管理は別途 

◎ ○ 
民間発注 
 

◆余剰地が大きい 
◆長期的な施設需要 
◆市場価値が高く、好立地で

容積に余剰がある土地 
 

③市街地再開発
事業 

・都市再開発法に基づいて実施される
手法で、第１種事業の場合、従前の
公有地等に関する権利を再開発後
の施設の床（「権利床」）に関する権
利に変換（「権利変換」） 

・事業費は、土地の高度利用によって
生み出した余剰床（「保留床」）を民
間事業者に売却するなどしてまかな
う 

・民間が施設整備、維持管理は別途 

◎ ○ 
民間発注 

◆都市再開発法上の要件を
満たす地区（高度利用地
区等、耐火建築物の割合
等） 

◆機能の複合化が有効な施
設 

◆市街地に立地することが望
ましい利便施設、集客施設 

 

④公有地信託 ・公共が信託した公有地に、受託者が
資金調達して施設を整備 

・公共は、受託者が所有する施設の一
部を賃借して使用 

・施設のうち公共が使用しない余剰床
を受託者が運用して収益を上げ、公
共はその一部を信託配当として収受 

・基本的に維持管理は民間が実施 

◎ ◎ 
民間発注 
一括委託 

◆短期的・小規模な施設需
要 

◆市場価値が高く、好立地で
容積に余剰がある土地 

◆機能の複合化が有効な施
設 

 

⑤建物賃借方式 
（定期借地権の

活用） 

・公有地上に定期借地権を設定し、当
該借地上に民間が施設を整備、公共
は施設を賃借 

・基本的に民間が施設を維持管理 

◎ ◎ 
民間発注 
一括委託 

◆中期的・小規模な施設需
要 

◆市場価値が高く、好立地で
容積に余剰がある土地 

◆機能の複合化が有効な施
設 

⑥余剰地賃貸方
式 

（定期借地権の
活用） 

・公有地上に一定規模の余剰地があ
り、施設用地と区分できる場合、余剰
地に定期借地権を設定し、地代を前
受けすることにより、公共施設の整備
費等を賄う 

○ － 
発 注 方 式
は 別 途 検
討 

◆地代収入の特定財源化が
可能な場合 

⑦共同ビル ・公有地と隣地を区分所有の上で施
設用地とし、その所有の割合に応じ
て、整備した施設を区分所有 

・施設整備は公共または民間が実施 
・維持管理は共同または分担 

○ 
共 同 事 業
者 と 費 用
分担 

○ 
発注の 
役割分担 
共同管理 

◆長期的・大規模な施設需
要 

◆隣地所有者との共同での
整備が可能な場合 

◆機能の複合化が有効な施
設 

⑧合築 ・公有地上に整備した施設を公的団
体と区分所有し、行政財産である施
設用地を貸し付ける 

・施設は公共または合築相手が整備 
・維持管理は共同または分担 

○ 
合 築 相 手
と 費 用 分
担 

○ 
発注の 
役割分担 
共同管理 

◆合築可能な相手方がいる
場合 

◆容積に余剰がある土地 
◆機能の複合化が有効な施

設 

⑨ＶＥ発注 ・ＶＥ提案（原設計と同等以上の機能
や品質を確保しつつ、工事費の縮減
を可能にする改善提案）を活用 

－ 
基 本 的 に
直 営 と 同
様 

○ 
設 計 施 工
ノウハウ 

◆主たる設計を公共が実施
する必要がある場合 

◆技術進歩の著しい分野の
工事を伴う場合 
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⑩設計施工一括
発 注 （ Ｄ Ｂ ：
Design Build） 

・設計と施工を一括して同一事業者へ
発注 

－ 
基 本 的 に
直 営 と 同
様 

○ 
性能発注 
一括発注 

◆設計段階で、施工業者が
持つ独自技術や高度な技
術の活用が期待できる工
事 

◆特に工期短縮が必要な工
事 

⑪公費活用型 
ＰＦＩ 

・従来型の整備手法と同様に、施設整
備後に公共が民間事業者に施設整
備費を一括して支払うＰＦＩ 

－ 
基 本 的 に
直 営 と 同
様 

◎ 
性能発注 
一括発注 

◆設計から維持管理・運営ま
での段階で民間ノウハウの
活用が期待できる事業 

◆補助金や財政上有利な起
債メニューの活用が可能な
事業 

⑫完全民間資金 
型ＰＦＩ 

・民間事業者に資金調達をさせ、施設
整備費を割賦で支払うＰＦＩ 

◎ 
 

◎ 
性能発注 
一括発注 

◆設計から維持管理・運営ま
での段階で民間ノウハウの
活用が期待できる事業 

◆初期投資の抑制が必要な
事業 

 

 

【参考】ＰＰＰにおいては、次のような視点から適性を確認することが有効である。 

ＰＰＰの適性を確認する視点 

 

① 施設用地及び整備施設に係る所有権を公民のどちらが持つか 

② 施設用地及び整備施設に係る需要の見込み（暫定的・流動的か、長期安定的か） 

③ 施設用地及び整備施設に係る使用目的と使用する面積・容積（必要な面積・容積と、余剰面積・容積の

有無） 

④ 区分所有の相手方がいるか 

⑤ 初期投資の抑制、財政支出の平準化が必要か 

⑥ 性能発注や一括発注による事業費の削減や民間事業者の創意工夫・ノウハウの発揮が有効 

⑦ 施設整備完了までのスケジュールが直営方式と比較して大幅に不利とならないか 

⑧ 施設用地の市場価値（立地、土地利用規制、面積等） 
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ＰＦＩ導入検討調書 

記入日   年  月  日 

【事業主管部局名・所属名】  

【事業名称（工事名称）】  

事業概要 

(工事概要) 

【事業目的】  

 

 

 

 

【事業計画】 
対象施設ごとに①事業内容、②
事業規模を記載 

①新築、改修、解体、造成等 

②延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設概要】 
対象施設ごとに①施設用途、②

竣工年月、大規模改修工事実施
年月③必要な施設機能、④特記
事項を記載 

①庁舎、研究機関、教育文化
施設、福祉施設、公園、
学校等 

③耐震性能、津波対策、防音
防振性能等 

④他団体の使用実態、アスベ

スト有無、埋蔵文化財の有
無等 

 

 

【スケジュール】 
直営の場合における設計、施
工、供用開始等に関する想定ス

ケジュールを記載 
 ※変更不能な絶対条件があ

れば記載 

 
 

 

 

 

 

 

 

用地関係 

【所在地】  

【交通アクセス・ 

接道状況】 

 

【財産管理者 

・財産種別】 

 

【敷地面積・形状・ 

下水道等ｲﾝﾌﾗ状況】 

 

 

 

【利用規制】 
①区域区分、②地域地区、③防
火地域、④建ぺい率、⑤容積率、
⑥景観条例 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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適性を 

はかる 

視点 

  ※①～⑤は必須条件 当否 判断理由 
①ＰＦＩを活用する目的や期待する
効果が明確であり、先行事例など
から目的の実現性が見込めること 

 
 

②ＰＦＩ導入に必要な手続期間を確
保した場合に、事業スケジュール
が成り立つこと 

 
 

③民間事業者による事業の実施に大
幅な制約がないこと  

 
 
 

④施策の需要や事業環境の大幅な変
動がないこと（変動があった場合
でも、民間のノウハウにより長期
に安定した事業の実現が可能と見
込まれること） 

 

 

⑤業績の計測を客観的かつ効率的に
実施できる見込みがあること  

 
 
 

⑥県が直接実施した場合に、財政上
の負担が大きいこと  

 
 
 

⑦施設整備よりも維持管理運営の比
重が高いこと  

 
 
 

⑧施設本体または付帯施設における
利用料金収入が見込めること  

 
 
 

⑨施設用地や計画施設に余剰が発生
し、民間事業者による収益事業の
見込みがあること  

 
 
 
 

⑩設計段階から民間事業者の創意工
夫が可能なもの  

 
 
 

⑪多様なニーズへのきめ細やかな対
応が求められるもの  

 
 
 

⑫民間事業者が資産を取得した場
合、他の用途に転用可能なもの  

 
 
 

ＰＦＩ事

業の枠組

み想定 

 

事業範囲 
※設計・施工・維持管理・運

営等の業務ごとに検討 

  

事業形態・事業方式   

資金調達 

活用可能な起債   

国庫支出金等の補助制

度 

  

類似施設の先行事例  

事業主管課

意見 

 

【県有施設建築計画検討会議における検討結果】 

技術的意見 
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巻末参考資料【参考文献等一覧】 

 
≪関係法令≫ 

・「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」【ＰＦＩ法】（平成11年７月30日法律第

117号、最終改正：平成23年８月30日法律第105号） 

・「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令」（平成11年９月22日政令第279

号、最終改正：平成23年11月28日政令第355号） 

・「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則」（平成23年11月28日内閣府令

第65号） 

・「公共施設等運営権登録令」（平成23年11月28日政令第356号、最終改正：平成24年７月19日政令第197号） 

・「公共施設等運営権登録令施行規則」（平成23年11月28日内閣府令第66号） 

 

≪基本方針、ガイドライン等≫ 

・「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」【基本方針】（平成24

年３月27日、閣議決定） 

・「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」（平成13年１月22日、内閣府） 

・「契約に関するガイドライン」（平成15年６月23日、内閣府） 

・「モニタリングに関するガイドライン」（平成15年６月23日、内閣府） 

・「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」（平成19年６月29日改定、内閣府） 

・「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン」（平成20年７月15日改定、内閣府） 

・「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン（平成13年7月27日）の一部改定及びその解説」（平成

20年７月15日改定、内閣府） 

 

≪通知等≫ 

・「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」（平成12年３月29日、自治事務次官通知、最終改正：平成17

年10月３日） 

・「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づいて地方公共団体が実施する事業

に係る地方財政措置について」（平成12年３月29日、自治省財政局長通知） 

・「ＰＦＩ法に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について」（平成19年12月26日、総

務省自治行政局地域振興課、自治財政局調整課、地方債課事務連絡） 

・「地方公共団体におけるＰＦＩ事業に関する透明性の確保及び情報提供について（依頼）」（平成14年８月28

日、総務省大臣官房総括審議官） 

・「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成15年３月31日、総務省自治行政

局行政課長、総務省自治行政局地域振興課長通知） 

・「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成18年11月24日、総務省自治行政

局地域振興課長通知） 

・「自治体ＰＦＩ推進センターへの資料提供について（依頼）」（平成14年８月28日、総務省自治行政局地域振

興課長） 

・「地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の

特例措置について」（平成17年６月６日、総務省自治行政局地域振興課長通知） 

・「【参考資料１】「地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく税制特例措置の対象施設につ

いて（総務省自治税務局都道府県税課、固定資産税課）」 

・「【参考資料２】「地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく税制特例措置の対象施設につ

いて（内閣府民間資金等活用事業推進室）」 

・「ＰＦＩ事業者の公物管理法上の位置づけについての考え方について」（平成14年８月29日、国土交通省総

合政策局政策課通知） 

・「ＰＦＩ方式による建設工事を請け負う建設業者の資金調達の円滑化について」（平成16年7月7日、国土交

通省総合政策局建設業課通知） 

・「債務負担行為の運用について」（昭和47年９月30日、自治省財政局長通知） 
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≪関連資料、調査研究報告書等≫ 

・「県有施設の整備におけるＰＦＩ導入に係る効果等に関する検証結果について」（平成24年５月、県有施設

の整備に係るＰＦＩ検証委員会、財産経営課所属ページhttp://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360303/ ） 

・「『公共施設等の整備等において民間事業者の行い得る業務範囲』について」（平成16年６月、内閣府民間資

金等活用事業推進室） 

・「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成18年11月27日、内閣府民間資金

等活用事業推進室） 

・「ＰＦＩ、指定管理者制度、市場化テスト等の官民連携手法の効果的な活用と適切な選定等について」（平

成20年７月11日、官民連携手法に関する関係省庁連絡協議会） 

・「地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の国の補助金等の適用状況について」（平成20年６月、内閣府民

間資金等活用事業推進室） 

・「ＰＦＩ推進委員会報告－真の意味の官民のパートナーシップ（官民連携）実現に向けて－」（平成19年11

月15日、内閣府民間資金等活用事業推進委員会） 

・「地方公共団体におけるＰＦＩ事業導入の手引き」（平成17年３月、内閣府民間資金等活用事業推進室） 

・「ＰＦＩ事業の課題に関する検討報告書～質問・回答の典型例について～」（平成16年７月、ＰＦＩ事業の

課題に関する委員会） 

・「ＰＦＩ事業の課題に関する検討報告書～直接協定の典型例について～」（平成16年７月、ＰＦＩ事業の課

題に関する委員会） 

・「地方公共団体の行うＰＦＩ事業における事業者選定に係る調査報告書」（平成18年６月、総務省） 

・「地方公共団体の行うＰＦＩ事業における導入段階･選定段階に係る調査報告書」（平成19年８月、総務省） 

・「地方公共団体の行うＰＦＩ事業の事業者に関する調査報告書」（平成20年９月、総務省） 

・「地方公共団体におけるＰＦＩ実施状況調査報告書」（平成23年12月、総務省地域力創造グループ地域振興

室） 

・「官庁施設のＰＦＩ事業手続き標準（第１版）」（平成15年10月、国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

・「国土交通省所管事業へのＰＦＩ活用に関する発注担当者向け参考書」（平成20年３月、平成21年３月26日

改訂、国土交通省） 

・「ＰＦＩ手法による施設整備における要求水準の設定及び業績監視の手引」（平成21年10月、国土交通省大

臣官房官庁営繕部） 

・「ＰＦＩ標準契約１（公用施設整備型・サービス購入型版）」（平成22年３月30日、民間資金等活用事業推進

委員会） 

 

 

≪関連Webサイト≫ 

・内閣府民間資金等活用事業推進室（ＰＦＩ推進室） 

  http://www8.cao.go.jp/pfi/index.html 

・国土交通省総合政策局官民連携政策課 

  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/policy/PFItoppage/index.html 

・自治体ＰＦＩ推進センター（財団法人 地域総合整備財団） 

  http://www.pficenter.jp/ 

・特定非営利活動法人 日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会 

  http://www.pfikyokai.or.jp/ 
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改訂履歴 
 

 

平成12年９月 「神奈川県におけるＰＦＩの活用指針」の策定 

平成25年３月 「神奈川県におけるＰＦＩの活用指針（改訂版）」の策定 

平成25年５月  組織再編に伴う所属名称等の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            総務局財産経営部財産経営課 

            〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 電話045-210-1111（代表） 


